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開会日時 令和３年７月29日（木） 午前11時00分

閉会日時 令和３年７月29日（木） 午後０時15分

場 所 湯沢市役所本庁舎 ２階 会議室23・24

出 席 者 教育委員 議席番号１ 後藤 美喜子

（教育長職務代理者）

教育委員 議席番号３ 簗瀬 均

教育委員 議席番号４ 佐藤 恵

欠 席 者 教育長        和田 隆彦

教育委員 議席番号２ 阿部 和榮

出席職員 教育部長    佐藤 司

教育総務課長 髙橋 一

学校教育課長 寺田 玲子

生涯学習課長 高橋 秀明

文化財保護室長 高山 明

教育総務課総務班長 （書記） 佐藤 邦彦

教育総務課総務班主査（書記） 小川 剛

傍 聴 人 なし

【会議に提出された議案】

議案第８号 令和２年度教育行政評価について

議案第９号  湯沢市文化財保存活用地域計画の策定について

【前回議事録の承認】

今回、承認を要する議事録なし。

【議事録署名委員の指名】

教育長職務代理者である後藤委員が、議事録署名委員として議席番号３番簗瀬

委員及び４番佐藤委員を指名した。

【議 事】

○議案第８号  令和２年度教育行政評価について

（教育総務課長が資料に基づき説明）

＜質疑等＞

「１．学校教育の推進」について

委員
（ふるさと教育）

目標どおり達成できて良かったと思う。こういった事業は、
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学校だけではなく地域の協力がなければできないことだと思う

し、かつ、この湯沢市でしか学べないことは、子どもたちにと

っても湯沢市が好きになる一つの地域学習だと思うので、引き

続き実施していってほしい。

「２．教育環境整備の推進」について

委員

今後、小規模校や少人数学級が増えていくことが考えられる。

こういった学校同士をオンラインで繋ぎ、プロジェクターで映

し出した映像を見ながら一緒に合唱したり、合奏したりすると

すごく元気になるのではないかと思った。また、道徳の時間で

は、いつもと同じ子どもたちだけだと同じ価値観になると思う

が、学校が違うと多様な意見も出てきて面白みが出てくるので

はないか。今後は、このような学習方法も考えられると思う。

教育部長

高速インターネット回線が全ての学校で整備されているし、

プロジェクターも全普通教室へ設置されることになっているの

で、オンライン学習については、今後の学習方法の一つかと思

うので検討をしていく。

「３．学校給食の推進」について

委員

（食育の推進）

食に関する指導授業は目標を超える実績を上げることができ

たということなので、評価を「４」から「５」に上げてもいい

のではないか。

教育総務課長 回数のみでの評価としなかったため「４」としたものである。

委員

（学校給食費の未納）

収納率が前年度を上回ったとのことだが、未納額はどれ位に

あるのか。

教育総務課長 手元に資料がなく明確な数値が不明なので、後程報告する。

委員
児童手当から充当している他自治体もあるようなので、情報

として提供する。

教育総務課長
本人の同意があれば、児童手当からの充当も可能だと思われ

る。そのようになる前に収納できるようよう努めていく。

「４．生涯学習の推進」について

委員 引き続きこの内容で進めていってほしい。

「５．文化財保護の推進」について

委員 新型コロナウイルスの影響を受けて事業が実施できなかった
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ことは仕方ないと思う。コロナ禍であっても進められるものも

あると思うので、諦めないで少しずつ進んでいってほしい。

委員

（地域モデル事業の実施）

京都国立博物館からの経筒里帰り展示等は大変良かったと思

う。評価も「５」であり妥当だと思った。

「６．スポーツ振興の推進」について

特に意見無し。



令和３年第４回 湯沢市教育委員会議事録

- 4 -

○議案第９号  湯沢市文化財保存活用地域計画の策定について

（文化財保護室長が資料に基づき説明）

＜質疑等＞

委員

大変頑張って立派なものを作っていただいた。

是非、湯沢を離れて頑張っている人たちの生きる支えは故郷

だと思うので、その人たちに見てもらい、このような場所があ

ることを知ってもらいたい。

サテライト構想についてだが、院内銀山異人館を利用したこ

とがない人が62.9％、ジオスタ☆ゆざわは81.5％もおり、せっ

かく作ったのにもっと利用してもらえればと思う。

湯沢には個人で所有している文化財が多いが、図録などでし

か見ることができず、ほとんどの人が見ていないと思う。

民家でもある旧妙応山金剛院には気楽には行けない。もっと

気楽に行けるようになれば隠れている文化財が子どもや一般の

人達にも目が届くのではないか。

新資料館には、同じものを展示し続けるのではなく、家庭に

隠れている文化財も飾れればいいと思う。

それらが、子どもたちの生きる支え、励みになると思う。

委員

観光目的で訪れた人が現地で情報収集することもある。この

ような方々にも、未指定の文化財をＰＲしていきたい。

家庭に隠れている文化財が企画展などで展示できれば、一度

きりでなく、リピートしてもらえるものと思う。

委員

アンケートを行い情報収集したことはよかった。その中で取

り組み自体がわからないとの意見がある。様々な情報発信の仕

方があると思うので、いい情報発信の仕方を考えてやっていっ

てほしい。

教育部長 様々な媒体を使って情報発信を検討していく。

議案等の処理結果

議案等の番号 件  名 議決結果

議案第８号 令和２年度教育行政評価について 可 決

議案第９号 湯沢市文化財保存活用地域計画の策定について 可 決
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日 時 令和３年７月29日(木) 午前11時

場 所 市役所本庁舎２階 会議室２３・２４

会  議  次  第

１．開   会

２．議事録署名委員の指名（２名）

３．議   事

議案第８号 令和２年度教育行政評価について

議案第９号 湯沢市文化財保存活用地域計画の策定について

４．協議・報告

５．そ の 他

６．閉   会



令和３年 第４回 湯沢市教育委員会 提出案件

議案第８号 令和２年度教育行政評価について

議案第９号 湯沢市文化財保存活用地域計画の策定について

           議事録署名委員

３番  簗 瀬   均 委員

４番  佐 藤   恵  委員



議案第８号

令和２年度教育行政評価について

令和２年度湯沢市の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告

書（教育行政評価）を別紙のとおり提案する。

令和３年７月29日提出

湯沢市教育委員会教育長  和 田 隆 彦    

提案理由

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第26条の規

定による令和２年度の教育行政の点検及び評価報告書について、お諮りするもので

す。



議案第９号

湯沢市文化財保存活用地域計画の策定について

次のとおり湯沢市文化財保存活用地域計画を策定することについて、教育委員会

の議決を求める。

令和３年７月29日提出

湯沢市教育委員会教育長  和 田 隆 彦    

記

１ 計画の名称  湯沢市文化財保存活用地域計画

２ 計画の内容  別紙湯沢市文化財保存活用地域計画（案）のとおり

３ 計画の期間  令和３年度から令和７年度まで

提案理由

文化財保護法（昭和25年法律第240号）第183条の３第１項の規定に基づき、湯

沢市文化財保存活用地域計画を策定するものです。



（案）

湯沢市の教育に関する事務の管理及び

執行の状況の点検及び評価報告書

（令和２年度実施事業分）

湯沢市教育委員会
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１．湯沢市教育行政評価の目的・趣旨

効果的な教育行政の推進に資するとともに、住民への説明責任を果たすため、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（昭

和31年法律第162号）第26条の規定に基づき、教育委員会が行う事務の管理・執行状況について点検・評価を行い、その結果に関

する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表することとしています。

２．点検及び評価

●点検及び評価の対象

令和２年度における湯沢市教育委員会の「教育行政方針」及び湯沢市の「総合振興計画」に基づいて実施した事務事業について、

主要な事業を取り上げて評価しています。

●点検及び評価の方法

教育委員会事務局の教育総務課、学校教育課、生涯学習課の３つの課で、施策ごとの事業の実施状況を明らかにし、今後の方向

性と効果的な教育行政の推進につなげるため、それぞれ自己評価を行いました。

今後、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第２項の規定による有識者の知見の活用を図るため、湯沢市教育行政評

価会議を開催し、委員から意見を伺ってまいります。

湯沢市教育行政評価会議委員

山 崎   守 氏 （教育行政経験者）

栗 林 友 生 氏 （行政経験者）

高 嶋 江美子 氏 （社会教育委員）



主管課

学校教育課

実施計画 実施内容・成果、課題など

　学校に対するアドバイザー派遣によ
る支援や、ＣＳ通信等による情報共有
を通じた事業推進

　定期的にＣＳ通信を発行し各校と情報共有を
図ると共に、各校の学校運営協議会へのＣＳ
ディレクターが参加し、適切な支援が実施でき
た。

　ふるさと学習推進事業による地域学
習の活性化

　しんこ細工やまなぐ凧作りに取り組んだり、
ジオガイドを活用したりして、地域の特色や伝
統について学び、湯沢のよさを再確認すること
ができた。

重点方針 推進施策 評価

4

4

（１）創意工夫を生かした特色ある学校づくりの推進

重点方針に対する総合的な評価（推進施策ごとの成果等を勘案して）
　
　各学校毎に実態を把握し、適切な教育目標を設定し、各中学校ブロック毎に学習面・生徒指導面・諸行事の面で連携し、学教教育を推進することができた。ま
た、全小中学校がコミュニティ・スクールとして、地域とともにある学校づくりを実施することができた。

令和２年度点検評価票（施策別）

施策名

１．学校教育の推進

　学校が自校の実態に基
づいた教育目標を設定す
るとともに、家庭や地域
と目指す学校像を共有し
て地域とともにある学校
づくりを目指します。

①市内全小・中学校のコミュニ
ティ・スクール指定

②地域の特色ある学習材（ジオサイ
ト等）や人材を生かした教育課程の
編成によるふるさと教育の充実

●事業の評価にあたっては達成度により点数で評価
　５＝目標以上の成果があげられた　　　　（指標　達成度１００％以上のもの）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※例えば次年度以降実施分まで実施できた、少ない支出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で達成できたなどのプラス αを加味して
　４＝目標どおり達成できた　　　　　　　 （指標　達成度　８０～１００％未満のもの）
　３＝目標を概ね達成できた　　　　　　　 （指標　達成度　６０～　８０％未満のもの）
　２＝目標の一部が達成できなかった　　　 （指標　達成度　４０～　６０％未満のもの）
　１＝目標のほとんどが達成できなかった　 （指標　達成度　　１～　４０％のもの）
　０＝他の事務・事業との関連があり、後年度で実施のため未評価（平均からも除外）
●施策評価は各事業の評価を合計した結果の平均から判断
　A＝4.1～5.0，　B＝3.1～4.0，　C＝2.1～3.0，　D＝1.1～2.0

評価の方法



　各中学校区の特色を生かした小・
中、小・小交流の実践

　各中学校ブロックごとに、小・中連携教育計
画を作成し、実践に努めている。教科を通して
授業での共通実践事項を設定し、実践に努め
た。系統性のある学校生活の規則を設定するこ
とで、小・中の連携を深めることができた。

　学校生活意識調査の実施と生徒指導
上の課題解決に向けた研修会の実施

　「心と体の健康チェック」（毎月実施）を各
校で実施している。また学校生活意識調査
（７・12月実施）や不登校・いじめ調査（各
月で実施）も行い、児童生徒の事態把握に努め
ている。12月の各校からの報告では小学校で
４件、中学校で22件のいじめがあった。内在
している見えていない「いじめ」や自覚してい
ない行為を注意深く観察していくようにしてい
る。（心の教室相談員の活用など）

　道徳教育全体計画の整備及び活用状
況の確認と指導主事訪問による指導

　校長の方針の下に学校の重点を明確にした道
徳教育の全体計画及び全体計画別葉を各校でど
のように活用するかについて、また、その必要
性について、更には評価の工夫について指導主
事訪問や研究主任研修会の際に研修の機会を設
け、共通理解を図ることができた。

　隔月の実態調査による状況把握と、
長期化防止のための学校訪問。そよ風
教室相談員と学校との連携の強化

　年６回の不登校実態調査により、各校の現状
把握・指導助言に努めた。不登校児童生徒は
27人、いじめ事案は学校からの報告は26件
だった。内容について湯沢市いじめ問題対策連
絡協議会に報告し、提言をいただきいじめ防止
と解決に反映させている。また「そよ風教室」
に通級している児童生徒は５人（市内小中学生
３人）で、学校とそよ風教室が年２回連絡協議
会を開催し、情報共有を行いながら、児童生徒
の社会との関わりや再登校への手がかりを見つ
けられるように働きかけを行っている。

（２）心豊かでたくましく生きる児童生徒の育成

　教育活動全体を通し
て、生命を大切にする
心、他人を思いやる心、
くじけずに努力しようと
する意欲と態度を育み、

心豊かでたくましく生き
る児童生徒の育成を目指
します。

①豊かな学校生活実現のための小・
中連携教育の推進

②正しい判断で、正しい行動ができ
る能力を育む生徒指導の推進

③道徳性を養うための教育活動全体
を通した道徳教育の推進

④不登校、いじめ問題等の未然防
止・早期解消を目指した取組の充実
と適応指導教室（そよ風教室）との
連携

4

4

4

4



　力水の会における学校担当者との協
議や研修会の実施、月例の読書活動支
援員と市図書館司書との情報交換と協
議の継続

　今年度、力水の会は実施できなかったが、子
ども読書推進計画の改定に伴い、調査結果を分
析し目標について検討した。３人の子ども読書
支援員を配置し、学校図書館の蔵書管理、環境
整備、読み聞かせ、読書集会など児童生徒の読
書意欲の向上を図る取組みを行った。また学校
統合に伴う蔵書管理について、市図書館と協力
し計画的に取り組むことができた。

　各校の学校保健及び食育に関する計
画と推進状況の確認、学校保健調査及
び新体力テストに基づく成果の確認

　市内10小学校と４中学校において、栄養教
諭による食育に関する授業を実施し、児童生徒
の食に対する意識を高めた。
※新型コロナウイルスの影響で、新体力テスト
等が中止となった。

重点方針に対する総合的な評価（推進施策ごとの成果等を勘案して）

　各校の学校計画及び各中学校ブロック毎の連携を通して、学習規律や生徒指導の充実、児童生徒の様々な体験を通して、心豊かでたくましく生きる児童
生徒の育成に努めることができた。また、各校での定期的なアンケート、学校生活意識調査や不登校実態調査により、いじめや不登校事案等への未然防止
や早期対応を行うことができた。

⑤「子ども読書活動推進計画」に基
づいた読書活動の推進と読書活動支
援員の配置による読書環境の充実

⑥家庭や地域社会と連携した食育の
推進及びたくましい心と身体を育て
る指導の充実

4

4



　市公開研究会を通じた小・中連携に
よる学習指導に係る情報共有。学習状
況調査等に基づく成果の確認と指導

　各中学校ブロックで、小・中連携教育計画の
もと、授業の共通実践事項を中心に授業の改善
に努め、学力向上に努めることができた。中学
校教諭が小学校で授業するなど、専門性を生か
した授業も展開することができた。

　１単位時間における確かな学びの定
着と継続的な学びの高まりを目指した
指導主事訪問の実施

　指導主事訪問を通して、適切な学習課題の設
定、ねらい達成に向かう手立ての工夫、評価の
仕方など児童生徒が主体的に授業に臨めるよう
に助言した。また、市教育紀要「啓」の発行に
より特色ある授業等を見いだし、授業の質の向
上に努めた。

　教員個々の役割を明確にした指導計
画の確認及び学校訪問による指導

　全小・中学校で、少人数指導やＴＴを行って
おり、個に応じたきめ細かな指導が実施されて
いる。また、複式学級へ学習補助員を配置し、
学年に応じた授業を実施することができた。

　国・県学習状況調査の分析による課
題の明確化と課題解決に向けた指導の
実施

　県の学習状況調査において、小学校では全て
の学年の全ての教科で県平均を上回ったが、中
学校では、中２の１教科を除き、県平均を下回
る結果となった。各校で傾向を分析し、来年度
に向けて対策を講じるよう指導した。
※全国学習状況調査は新型コロナウイルスの影
響で、任意での取組みとなった。

　就学支援コーディネーターの複数配
置による相談体制の充実と小学校低学
年へのかがやきサポーターの重点配置

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
こども園等への訪問ができない期間があった
が、就学支援コーディネーターを中心に相談を
重ね、就学児に対し適切な支援につなげること
ができた。また、学校訪問等を通して学校と情
報を共有し、かがやきサポーターによるきめ細
やかな支援の充実も図ることができた。

　他課との連携と教育委員会スタッフ
の専門性を生かした学習機会の設定

　理科の体験教室は今年度から廃止、また、英
語の体験教室を年２回開催予定であったが、新
型コロナウイルスと大雪の影響で、中止となっ
た。

①小・中連携教育による学力向上に
向けた授業改善の推進

②「分かる、できる」が実感できる
授業の日常的実践（ねらいの明確
化、協働して学ぶ活動の充実、まと
めと振り返り、評価）

③少人数指導や専科教員による指
導、複式学級への学習補助員配置に
よる個に応じたきめ細かな指導の充
実

④国・県学習状況調査に基づく授業
改善等のための学校訪問指導及び校
長会等における指導

⑤「５歳児教育相談会」等による早
期からの教育相談支援体制の推進
と、かがやきサポーターの配置等に
よる児童生徒の自立を目指した特別
支援教育の充実

⑥長期休業中の体験教室（英語）等
の開催を通した児童生徒の学習への
興味付け

（３）学習指導の充実と改善

　主体的・対話的で深い
学びの視点に基づいた授
業改善を通し、児童生徒
の学習意欲の向上と生き
て働く知識・技能の習得
及び思考力・判断力・表
現力等の育成を推進しま
す。
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　英検ＩＢＡ結果に基づいた生徒個々
の目標に応じた英語検定受検の推進

　中学校卒業時に英検３級以上を取得した生徒
の割合が48.5％と、昨年度（33.9％）、一昨
年度（34.4％）と比較して、10ポイント以上
上昇した。

　小６を対象としたプログラミングの
実践と民間企業との連携による教員対
象のプログラミング教育の実践研修

　民間会社への業務委託により、小学校６年生
全員に対し、プログラミング授業を実施するこ
とができた。また、転入職員や希望職員対象の
プログラミング教育の研修会を実施し、教職員
の理解と習得に役立てることができた。

重点方針に対する総合的な評価（推進施策ごとの成果等を勘案して）

　学校訪問での指導主事による指導助言、小・中連携で共通実践事項を明確にした授業改善の実施により、児童生徒の学習規律の定着、学習意欲の向上、
知識・技能の習得及び思考力・判断力・表現力等の育成に努めることができた。また、各校における県学習状況調査の分析により、課題の克服に努めるこ
とができた。

⑦英語学習の目標設定と外国語習得
意欲の向上に向けた英語検定料全額
補助（中２・中３）

⑧プログラミング授業と職員研修の
実施

4
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　小・中連携に基づく学力向上（授業
力向上）を目的とした公開授業研究会
の開催

　公開研究会は、新型コロナウイルスの影響で
令和３年度に延期。

　校内研究会への指導主事活用の推進

　年間60回の指導主事訪問により、各校の実
情に応じた効果的な研修を実施することができ
た。特に、小学校では、学年部や教科部でチー
ムとして指導案作成や授業づくりに努めてお
り、授業改善に努めていた。

　ＩＣＴを活用した最新の授業研修の
実施

　教育アドバイザーを講師に迎え、リモートで
教員向けの研修会を行った。ＩＣＴを活用した
教育実践について、演習を交えて講義していた
だいた。また、最新の教育事情についても紹介
いただいた。参加者は１人１台端末時代の授業
のヒントを得ることができた。

　市内全ての小学校への指導主事訪問
による外国語・外国語活動の授業指導
及び市公開研究会の授業公開に向けた
助言

　令和２年度より全面実施となった小学校学習
指導要領に則った授業となるよう、全ての小学
校を訪問し、指導を行った。児童が場面や状況
に応じて、どのような表現を使えばよいか判断
しながら英語でコミュニケーションを行う授業
が増えてきた。
※公開研究会は新型コロナウイルスの影響で令
和３年度に延期。

　教職員との協議を通じた業務改善計
画の修正と部活動指導員の配置

　市内小・中学校が抱える各教育課題について
部門を立ち上げ、教育委員会と学校が一体と
なって解決策を見い出すための話合いを行っ
た。特に今年度は教員の多忙化防止について話
合い、令和３年度実施に向け業務改善計画を作
成することができた。

（４）教職員の資質・能力の向上

4

4

4

0
　各校の教育課題の解決
に向けた計画的、組織的
な研修の充実を図り、教
職員の実践的指導力の向
上を目指します。

①小・中連携教育を基盤にした中学
校区ブロック研修の充実と成果の発
信（輪番制による公開研究会の開
催）

②実践的指導力の向上を推進する校
内研修の充実と改善（指導主事の効
果的活用）

③今日的な教育課題に対応した研修
の充実（教育アドバイザーの活用
等）

4

重点方針に対する総合的な評価（推進施策ごとの成果等を勘案して）
　
　指導主事訪問を中心に、学力向上に向けた研修を実施することができた。また、各中学校ブロック毎に、授業研究会への参加や研修会の実施を通して、小・中
連携教育の一環として教育課題への解決に取り組むことができている。

④新学習指導要領の趣旨に基づいた
外国語・外国語活動の授業改善

⑤教職員の職務能力向上とワークラ
イフ・バランスを意識した働き方改
革の推進



主管課

教育総務課
学校教育課

実施計画 実施内容・成果、課題など

　一斉学校巡回の他、随時学校現場と
の連絡を密にした状況確認、情報収集
の実施
　老朽化した建物、設備等の改善整備
の実施

　春と秋の学校巡回のほか、学校との連絡を密
にし、施設や設備の情報収集に努め、常に学校
施設の状況を把握することができた。
　計画していた修繕や改修工事の実施のほか、
緊急発生した各種不具合にも速やかに対応し、
学習環境の低下を防ぐことができた。

　洋式トイレへの改修の実施
　令和３年度エアコン整備に向けた設
計の実施

　トイレの洋式化は年次計画による改修を進め
ることができた。エアコン整備は、小学校へ令
和３年度に整備できるよう実施設計を完成させ
ることができた。

重点方針 推進施策 評価

令和2年度点検評価票（施策別）

施策名

２．教育環境整備の推進

評価の方法

●事業の評価にあたっては達成度により点数で評価
　５＝目標以上の成果があげられた　　　　（指標　達成度１００％以上のもの）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※例えば次年度以降実施分まで実施できた、少ない支出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で達成できたなどのプラス αを加味して
　４＝目標どおり達成できた　　　　　　　 （指標　達成度　８０～１００％未満のもの）
　３＝目標を概ね達成できた　　　　　　　 （指標　達成度　６０～　８０％未満のもの）
　２＝目標の一部が達成できなかった　　　 （指標　達成度　４０～　６０％未満のもの）
　１＝目標のほとんどが達成できなかった　 （指標　達成度　　１～　４０％のもの）
　０＝他の事務・事業との関連があり、後年度で実施のため未評価（平均からも除外）
●施策評価は各事業の評価を合計した結果の平均から判断
　A＝4.1～5.0，　B＝3.1～4.0，　C＝2.1～3.0，　D＝1.1～2.0

（１）安全・安心で良質な教育環境の整備

重点方針に対する総合的な評価（推進施策ごとの成果等を勘案して）

　学校施設及び設備の適切な維持管理と計画的な改修、衛生環境の向上や防犯体制の強化に向けた整備を実施し、安全・安心な学習環境づくりを進めることがで
きた。
　また、エアコン整備事業を具体的に進めることができ、今後は、計画に基づき着実に事業を進めていきたい。

　学校施設及び設備の安
全管理に努め、適切な維
持を行うとともに、学び
の環境を改善し教育環境
の充実を図ります。

①学校施設及び設備の状況を把握
し、安全面や機能面の問題箇所に対
する適切な改善整備

4

②和式トイレの洋式化や普通教室等
へのエアコン配備を計画的に進め、
良質な教育環境を整備

4



　円滑な統合実施のための準備組織に
よる協議・調整
　スクールバス整備、校内外構整備、
校内改修の実施

　湯沢西・三関・須川小学校統合準備会は４
回、８つの専門部会では計30回会議を開催
し、円滑な統合のための協議・調整を行った。
　スクールバス車庫の建築等整備については、
計画どおりに統合に向けた事業を進めることが
できた。

　統合校の校名の決定
　円滑な統合実施のための準備組織に
よる協議・調整
　スクールバス車庫、校内改修、校内
外構整備に係る調査及び設計の実施

　稲川地域の方々から校名を募集し、準備会で
の選考を経て、令和２年９月の市議会において
条例を改正し、統合校の学校名を「稲川小学
校」と決定した。
　また、校歌については、稲川地域の小中学校
にゆかりのある方々に作詞・作曲を依頼し、令
和３年３月に完成した。校章については、稲川
地域小中学校の児童生徒からデザイン案を募集
し、選考会で細部の調整を加えた。
　稲川地域統合小学校準備会は５回、９つの専
門部会では計４回会議を開催し、円滑な統合の
ための協議・調整を行った。
　スクールバス車庫建築等整備に係る調査及び
設計等については、令和３年度に整備できるよ
う計画どおりに事業を実施することができた。

　小学校７校の機器更新による、市内
小中学校パソコン教室の全タブレット
パソコン化
　校内ネットワークの高速化及び教室
への無線LANの導入

　児童生徒用１人１台パソコンの整備と、校内
無線LAN環境及びインターネット接続環境が整
備されたことで、授業におけるＩＣＴ活用環境
が整備された。

重点方針に対する総合的な評価（推進施策ごとの成果等を勘案して）

　学校再編計画に沿った学校統合及び統合準備を行うとともに、スクールバス車庫整備や校内改修工事を行うなど、望ましい教育環境の確保に努めることができ
た。

　児童・生徒にとって望
ましい学習環境と、将来
を見据えた学校環境の整
備を進めます。

①湯沢西小学校の統合（令和３年４
月１日、三関小学校及び須川小学校
を統合）に向けた環境整備の推進

4

③学校ＩＣＴ環境の整備と推進 4

②稲川地域の小学校統合（令和４年
４月１日、稲庭小学校、三梨小学
校、川連小学校及び駒形小学校の4
校による統合校を新設）に向けた環
境整備の推進

4

（２）学習環境の改善



主管課

学校給食
センター

実施計画 実施内容・成果、課題など

　児童生徒考案メニューの献立採用
（１回）
　食事の見本となる栄養バランスの
整った献立の提供

　地元で採れた山菜（みず・わらび）を活用し
て季節感ある献立を提供した。児童生徒が考案
した献立を採用した。

　学校と連携し、誤食を防ぐための
チェックを行う。
　学校と連携し、保護者との面談を行
う。

　食物アレルギー対応マニュアルを順守して適
正に対応した。

重点方針に対する総合的な評価（推進施策ごとの成果等を勘案して）

　学校給食における食物アレルギー事故防止の徹底を図りながら、安心で安全な学校給食を提供することができた。

令和２年度点検評価票（施策別）

施策名

３．学校給食の推進

評価の方法

●事業の評価にあたっては達成度により点数で評価
　５＝目標以上の成果があげられた　　　　（指標　達成度１００％以上のもの）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※例えば次年度以降実施分まで実施できた、少ない支出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で達成できたなどのプラス αを加味して
　４＝目標どおり達成できた　　　　　　　 （指標　達成度　８０～１００％未満のもの）
　３＝目標を概ね達成できた　　　　　　　 （指標　達成度　６０～　８０％未満のもの）
　２＝目標の一部が達成できなかった　　　 （指標　達成度　４０～　６０％未満のもの）
　１＝目標のほとんどが達成できなかった　 （指標　達成度　　１～　４０％のもの）
　０＝他の事務・事業との関連があり、後年度で実施のため未評価（平均からも除外）
●施策評価は各事業の評価を合計した結果の平均から判断
　A＝4.1～5.0，　B＝3.1～4.0，　C＝2.1～3.0，　D＝1.1～2.0

重点方針 推進施策 評価

　学校給食を通して、児
童生徒の生涯を通じた健
康づくりの基礎を培い、
正しい生活習慣の形成を
図り、心身ともに健康な
人間の育成を目指す重要
な教育活動として学校給
食を実施します。

①魅力ある献立の工夫 4

②食物アレルギーへの対応 4

（１）栄養の改善及び健康の増進



　各種研修会等への積極的参加
　毎週の打ち合わせでの注意喚起

　秋田県または学校給食会主催の衛生管理講習
会等に積極的に調理従事者を参加させた。毎週
木曜日に定例の会議を行い、設備の丁寧な取扱
いと作業事故（怪我・事故）防止の注意喚起を
している。

　教科等における食に関する指導を年
間計画に基づき実施（17校、各校２時
間）

　栄養教諭２人、学校栄養士１人が授業に参画
している。延べ授業時間数は43時間。

　保護者アンケートの実施（6校）
　「給食だより」の発行（３回）

　学校給食試食会に合わせて実施した保護者ア
ンケートは、コロナ感染予防等の理由により、
２校（２回）にとどまった。
　また、給食だよりは、皆瀬給食センターにお
いて３回発行した。

　漆器食器を通常食器と同様に取扱い
ながら、秋田県漆器工業協同組合と連
携して検証する。

　学校給食センターの食器洗浄システムに適合
する漆器食器の選定に取り組み週４回使用する
汁椀食器が最も適当と組合側とも確認ができて
いる。

①調理等従事者の衛生管理の意識向
上及び徹底

（２）衛生管理の徹底

（３）『食育』の推進

重点方針に対する総合的な評価（推進施策ごとの成果等を勘案して）

　徹底した衛生管理に努め、また作業事故防止の徹底を図りながら、学校給食を提供することができた。

重点方針に対する総合的な評価（推進施策ごとの成果等を勘案して）

　食に関する指導授業は目標を超える実績を上げることができた。漆器食器の適合（採用）については今後の洗浄テストに弾みがついた。導入の適否に向けて更
なる検証を行っていく。

①湯沢市食育推進計画を踏まえ、
「栄養教諭等の教科等における食に
関する指導要請」に基づいた組織的
かつ計画的な食育の推進及び栄養教
諭・学校栄養職員の授業への参画

4

3

4

　国の「学校給食衛生管
理基準」に基づく衛生管
理を徹底し、安全で安心
な学校給食を提供しま
す。

　「食育基本法」「学校
給食法」に基づき、学校
給食を食に関する指導の
生きた教材として活用し
ます。

　ふるさとの「もの」を
活用することによりふる
さとへの理解や誇りを育
むため、学校給食食器に
漆器の導入を目指しま
す。

②学校給食試食会等を活用した保護
者との連携

①学校給食センターの食器洗浄シス
テムに対する川連漆器の適否を検証

4



　購入ルートの確立
　食材納入業者との連携

　米（週４日使用）は全て湯沢産を使用すると
ともに、農産物については、収穫時期を考慮し
ながら個人農家からの購入を図っている。

　ふるさと献立の実施（３回）及び市
特産品（せり、りんご等）の活用

　地元の山菜を使用した納豆汁やみずかやきを
提供した。また、三関セリを使用したせり蒸し
を提供した。

　備品類等の更新計画策定 ５年分
　年度計画に基く備品類等の更新
　配送車１台の更新

　配送車１台・調理員の白衣と作業靴・包丁ま
な板・食缶の更新ができたが食器の更新ができ
ていない。長期休業中を活用して維持管理に努
めた。

　納付督励の強化

　私会計時の未納に対して納付督促等を実施し
ているが、全ての解消に至っていない。しか
し、教育総務課と協力しながら訪問徴収を行っ
た結果、現年度分・滞納繰越分ともに収納率が
前年度を上回った。

　必要物品等の精査
　配送ルート、時間等の精査

　机上調査は行った。今後実際コンテナを積ん
でのテスト配送（走行）を行い精査していく。

　他自治体の状況の調査、検討

　委託方針、要求水準書、受託者選考方法等検
討を急ぐ必要がある。方針：学校再編計画（令
和元年11月策定）及び公共施設再編計画（令
和２年５月策定）

（５）学校給食センターの運営

重点方針に対する総合的な評価（推進施策ごとの成果等を勘案して）

　地元食材を積極的に使用し、季節感を感じられる特色ある学校給食を提供することができた。郷土料理を食べることで郷土に対する愛着が深まったものと期待
できる。

②郷土料理を取り入れた献立の実施 4

②学校給食費未納の早期解消

　学校給食センターを安
定的に運営します。 ①施設設備等の適正な管理 4

3

③令和４年度の共同調理場集約への
対応

重点方針に対する総合的な評価（推進施策ごとの成果等を勘案して）

　概ね安定的な運営により、また大きな事故等を起こすことなく、年間を通じ安心で安全な学校給食を提供することができた。

4

④調理及び配送へ民間活力の活用を
検討

3

3

　作り手の顔が見える食
の提供、地元産品の消費
拡大を目的に可能な限り
地産地消に努めます。ま
た、地元食材の活用を積
極的に推進することで市
民の食に対する関心を高
めます。

①地場産物食材の積極使用による安
全・安心な給食の保持と消費の促進

（４）地場産物の活用



主管課

生涯学習課

実施計画 実施内容・成果、課題など

　生涯学習推進本部会議の開催等、全
庁体制での生涯学習の推進

　各課の連携協力により、生涯学習推進本部事
業として市の取組みや暮らしに役立つ情報を発
信する「出前講座」を開催するとともに、利用
者へのアンケート実施によりニーズ把握に努め
た。今後は現役世代の利用を促進する方策が必
要である。

　第４次社会教育中期計画の策定（令
和３年度～７年度の５か年計画）

　人生100年時代を見据え時代の要請を反映し
て、令和３年度から５年間の指針となる第４次
社会教育中期計画を策定した。今後は、ＰＤＣ
Ａサイクルにより社会情勢の変化や新たな価値
観に柔軟に対応した社会教育事業の実施が求め
られる。

　湯沢市雄勝郡生涯学習奨励員連絡協
議会及び湯沢市生涯学習奨励員協議会
の活動支援

　コロナ禍により、湯沢市生涯学習奨励員協議
会の移動研修会は中止となったが、湯沢市雄勝
郡生涯学習奨励員連絡協議会の研修会、研究大
会及びサポートDay事業等の開催と参加への支
援を行い、生涯学習奨励員の資質の向上や情報
共有、相互連携を促進した。

令和２年度点検評価票（施策別）

施策名 評価の方法

４．生涯学習の推進

●事業の評価にあたっては達成度により点数で評価
　５＝目標以上の成果があげられた　　　　（指標　達成度１００％以上のもの）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※例えば次年度以降実施分まで実施できた、少ない支出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で達成できたなどのプラスαを加味して
　４＝目標どおり達成できた　　　　　　　 （指標　達成度　８０～１００％未満のもの）
　３＝目標を概ね達成できた　　　　　　　 （指標　達成度　６０～　８０％未満のもの）
　２＝目標の一部が達成できなかった　　　 （指標　達成度　４０～　６０％未満のもの）
　１＝目標のほとんどが達成できなかった　 （指標　達成度　　１～　４０％のもの）
　０＝他の事務・事業との関連があり、後年度で実施のため未評価（平均からも除外）
●施策評価は各事業の評価を合計した結果の平均から判断
　A＝4.1～5.0，　B＝3.1～4.0，　C＝2.1～3.0，　D＝1.1～2.0

評価

　生涯学習施設のネット
ワーキング促進や地域・
民間・学校・図書館等の
連携により、さまざまな
教育資源を市民一人一人
が、いつでも、どこでも
学びあえる生涯学習社会
を構築します。
　また、地域の共有課題
解決に向け、循環型の学
習成果活用による、新し
い公共の担い手づくりを
進め、市民協働の地域全
体で支えあう生涯学習の
まちづくりを目指した、
生涯学習推進体制の整備
を進めます。

①生涯学習推進本部体制の強化及び
生涯学習事業の継続と充実

3

②現代の課題に対応した社会教育活
動の充実

4

③生涯学習指導者の育成と活動支援 4

重点方針 推進施策

（１）生涯学習推進体制の整備



　多様なメニューによる出前講座の実
施及び生涯学習人材バンクを活用した
事業の検討

　出前講座は、コロナ禍により町内会等地域で
の開催回数が減った一方、感染拡大防止の観点
から実施が難しい施設見学に代わる学習手段と
して、学校からの要請が増加した。生涯学習人
材バンクは最新情報を市民に提供するため、登
録者への内容更新調査を実施したが、市民の学
習ニーズに対応した新規登録者の掘り起しが必
要である。

　市役所市民ロビー、各生涯学習・文
化施設において市民作品展・文化祭な
ど発表の機会を提供

　コロナ禍により一部中止となった事業もあっ
たが、感染防止対策を講じ、可能な限り事業実
施に努め、文化祭、市民作品展、演奏会などの
生涯学習成果の発表の場を提供して学習者の意
欲の向上を図った。

　市各課合同で、広報に夏休み期間の
小中学生、親子向けイベントの特集記
事を掲載。HP・SNSを積極的に活用
した情報の発信

　夏休み期間のイベントについて、コロナ禍に
より開催が見通せない状況等から広報特集は見
合わせた。各種イベントや講座について、市
HP・SNS等を活用して情報の発信に努めた。

　第２次子ども読書活動推進計画の策
定

　令和３年度から５年間の指針となる第２次子
ども読書活動推進計画を策定するとともに、学
校、就学前施設及び関係各課との連携を図り、
各年代対象の事業を実施して読書機会の提供に
努めた。今後は、読書関連事業の認知度を高め
る情報発信の検討が必要である

④市民の自主的な生涯学習活動等の
支援・充実を図るための、出前講
座・生涯学習人材バンクの整備拡充

3

⑤市民の生涯学習成果発表の場や機
会を提供

4

⑥庁内各課等との連携を密にし、市
民向けの講座の情報発信を拡充

3

⑦学校、家庭、地域、図書館が連携
したサービス体制整備による読書活
動の推進

4

重点方針に対する総合的な評価（推進施策ごとの成果等を勘案して）

　庁内外の連携を図りながら、最終年度を迎えた「第3次湯沢市社会教育中期計画」及び「湯沢市子ども読書活動推進計画」に掲げる各施策を実施するととも
に、次期計画を策定した。コロナ禍により、中止や規模縮小となった事業が多かったが、感染防止策を講じ、新しい生活様式に対応して可能な限り事業を実施し
た。また、読書活動の推進では、学校図書館やボランティア、子育て支援担当課等と連携し、読書機会の提供に努めた。



　公共施設再編計画による緊急度・重
要度に則した計画的な施設の環境整備
の実施

　市公共施設再編計画及び社会教育関係施設維
持管理計画に従い、重要度・緊急度・優先度を
精査しながら効果的に施設の修繕や整備を行う
とともに、駅周辺複合施設建設や湯沢文化会館
機能向上事業実施へ向け庁内の検討を進めた。

　歴史資料の展示拠点施設の整備と既
存施設の環境整備についての庁内検討

　湯沢市の歴史文化を総合的に知る、学ぶこと
のできるセンター拠点の機能を駅周辺複合施設
整備基本構想に加えることとなり、あわせて既
存4施設とのネットワークに向けた構想の検討
を進めた。

　安全・安心な環境を提
供するため、老朽化の進
んでいる社会教育施設を
計画的に整備し、施設の
特性を生かした効果的な
活用や、施設間の連携を
推進します。
　また、郷土愛を育むと
ともに地域の歴史を次世
代へ繋いでいくため、研
究機関としての役割も担
う博物館等の整備を検討
します。

①生涯学習活動の拠点となる施設に
ついて、長寿命化に向けた計画的な
改修の実施と学習の設備等の拡充

4

②歴史資料の展示拠点の整備に向け
た検討、及び既存歴史資料展示施設
の環境整備

4

（２）生涯学習環境の整備

重点方針に対する総合的な評価（推進施策ごとの成果等を勘案して）

　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一時、各施設の市民利用中止を余儀なくされたが、再開後は、万全な対策を講じ、安全・安心な学習環境を市民
に提供した。また、駅周辺複合施設整備等、市公共施設再編計画に沿った庁内協議を進め、中長期的な生涯学習環境の充実のための検討を行った。



　地域学校協働活動とコミュニティス
クールの連携

　学校運営協議会委員である地域学校協働本部
推進員間の情報共有や意見交換の場として「地
域学校協働本部推進員協議会」を開催するなど
し、地域やPTA等との連携手法及び活動推進の
考え方についての理解を深める支援をした。地
域学校協働活動とコミュニティスクールの更な
る連携のためには、各校の担当教諭以外の学校
職員が制度への理解を深められるような取組み
が必要である。

　障害者の生涯学習支援地域モデルを
探る県パイロット事業への協力

　県事業「障害者の生涯学習支援モデル事業地
域連携コンソーシアム」等に参画し、地域にお
ける障がい者の生涯学習支援のあり方を探っ
た。

　各生涯学習センター事業による開催
及び地区センター事業への支援

　コロナ禍により、計画どおり実施ができな
かった事業も多くあったが、内容や実施時期を
変更するなどして、感染防止策を講じながら可
能な限り事業を実施した。

　湯沢・雄勝２会場にて昼夜計73回開
催

　コロナ禍により、一部事業開始時期を遅らせ
たことから、２会場で計70回の開催となっ
た。日本語を母国語としない市民にそれぞれの
成熟度に応じたきめ細やかな日本語学習の機会
を提供することで、日常生活や社会参加への支
援を行った。

　講師選定等、大人向けゆざわ学事業
への協力・連携

　コロナ禍により、大人向けゆざわ学事業の実
施方法が変更され、講師選定等がなかった。

3

⑤ゆざわ学講座等、湯沢ジオパーク
推進事業との連携

0

　生涯の各時期や、現代
社会の多様で複雑な課題
解決に向けて、生きる力
を培っていくために、出
前講座や人材バンクの有
効活用を推進しながら、
生涯に渡って質の高い学
習機会を提供します。

①地域学校協働活動による学校・家
庭・地域連携総合推進事業の拡充

④日本語を母国語としない外国人に
対する日本語教室の周知と受講者の
拡大

（３）生涯学習活動の展開

重点方針に対する総合的な評価（推進施策ごとの成果等を勘案して）

　世代や国籍等に関わらず様々な立場の市民が、コロナ禍にあっても安全・安心に学ぶことができるよう生涯学習機会の提供に努めた。また、地域と学校を取り
巻く人材や各組織のネットワークの構築を目指す地域学校協働本部事業を推進したことは、地域と学校の連携・協働による学びの充実と地域課題の解決に資する
ものと評価したい。

4

②障がい者の生涯学習支援 4

③世代間交流事業への支援 3



　サマーミュージックフェスティバル
や「大いなる秋田」湯沢公演等の開催

　コロナ禍により、「大いなる秋田」湯沢公演
は中止とした。サマーミュージックフェスティ
バルは、代替事業としてウインターミュージッ
クフェステバルを開催し児童生徒の発表の機会
を確保した。また、陸上自衛隊によるコンサー
トやオービオンピアノリレー等、感染防止策を
講じ、可能な事業を実施した。

　湯沢・雄勝両文化会館の一体的・効
果的な計画による多様な催しの実施

　コロナ禍で、自主事業、共催事業共にほとん
どの公演が中止や翌年度への延期を余儀なくさ
れたが、市芸術文化協会主催による文化祭への
事業費補助により、文化活動団体への支援を継
続した。

　音楽カレンダーの全戸配布・月イチ
♪コンサート開催・音楽イベントの実
施と支援

　イベントの開催可否が見通せない状況から、
音楽カレンダーの全戸配布は見合わせた。ま
た、音楽活動する市民や団体等の発表の場でも
ある月イチ♪コンサートは、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、計画した13回のうち5
回のみの開催にとどまった。支援を予定してい
た音楽イベント等も中止が相次いだが、開催さ
れたイベントへの支援を実施した。

　文化会館において、幅
広い分野の芸術鑑賞の機
会を提供し、行政と市民
が一体となって事業展開
を進めます。
　また、「音楽のまちゆ
ざわ」を誰もが実感する
音楽にあふれた地域づく
りへと繋げます。

①文化会館における市民参加型及び
鑑賞型の文化振興事業の拡充

3

②優れた芸術文化に親しむ機会の提
供及び文化活動団体への支援

3

③音楽のまち“ゆざわ”推進体制の
拡充

4

重点方針に対する総合的な評価（推進施策ごとの成果等を勘案して）

　多くの事業が、新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止や延期となったが、感染防止策を講じ、新しい生活様式に対応して工夫を凝らし可能な限り事業実施
に努めた。
　また、FMゆーとぴあでの「＃音まちラジコン」の放送や、Facebookへの市民等の演奏動画投稿企画「FBコンサート」の開始により、発表機会が激減した児
童・生徒や一般の演奏者に新たな形の発表の機会を提供し、市民へその演奏を届けるとともに、音楽のまち“ゆざわ”を広く内外へ発信した。

（4）文化活動の展開



主管課

生涯学習課

実施計画 実施内容・成果、課題など

　文化財保存活用地域計画作成協議会
等の開催による計画の作成

　令和2年度末の成案を目指し、令和元年度か
ら進めてきたが、文化庁の指導による内容の見
直しを重ねたこともあり、令和3年12月の国認
定を目指すことになった。

　市の収蔵資料や市内の歴史資料の企
画展示や大学と連携したVRによる展
示等、リピーターを増やす企画により
集客向上を図る。

　各施設間における企画展はコロナ禍により実
施はほとんどできなかった。施設間の連携を図
るよう、センター・サテライト拠点構想を今後
図ることとする。

　歴史資料の展示拠点施設の整備と既
存施設の環境整備についての庁内検討

　湯沢市の歴史文化を総合的に知る、学ぶこと
のできるセンター拠点の機能を駅周辺複合施設
整備基本構想に加えることとなり、あわせて既
存4施設とのネットワークに向けた構想の検討
を進めた。

重点方針に対する総合的な評価（推進施策ごとの成果等を勘案して）

　市の文化財保護行政を専門的に進める計画がこれまでなかった中、文化財保護法の改正もあり、文化財保存活用地域計画を作成し、5か年の方針を示すことは
有意義なことである。今後は、実施主体が互いに連携協力しあって、計画通りに実践できるように、実施体制の仕組み構築が求められる。

令和２年度点検評価票（施策別）

施策名 評価の方法

５．文化財保護の推進

●事業の評価にあたっては達成度により点数で評価
　５＝目標以上の成果があげられた　　　　（指標　達成度１００％以上のもの）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※例えば次年度以降実施分まで実施できた、少ない支出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で達成できたなどのプラス αを加味して
　４＝目標どおり達成できた　　　　　　　 （指標　達成度　８０～１００％未満のもの）
　３＝目標を概ね達成できた　　　　　　　 （指標　達成度　６０～　８０％未満のもの）
　２＝目標の一部が達成できなかった　　　 （指標　達成度　４０～　６０％未満のもの）
　１＝目標のほとんどが達成できなかった　 （指標　達成度　　１～　４０％のもの）
　０＝他の事務・事業との関連があり、後年度で実施のため未評価（平均からも除外）
●施策評価は各事業の評価を合計した結果の平均から判断
　A＝4.1～5.0，　B＝3.1～4.0，　C＝2.1～3.0，　D＝1.1～2.0

評価

　人口減少・少子高齢化
を背景に地域の貴重な文
化財の滅失・散逸等の防
止を緊急な課題ととら
え、地域総がかりで文化
財の保護と活用を進める
ために５か年の文化財保
存活用地域計画を作成い
たします。
　文化遺産を確実に後世
に継承していくため、既
存の展示施設の環境整備
や研究機関としての役割
を担う、博物館等の中心
拠点整備を検討していき
ます。

①文化財保存活用地域計画の作成 3

②既存歴史資料展示拠点施設の環境
整備、活性化及び施設間の連携

2

③歴史資料の中心展示拠点整備に向
けた検討

4

重点方針 推進施策

（１）文化財保護の仕組みづくり



　文化財保存活用地域計画作成に係
る、指定・登録文化財の把握調査

　市内の指定・登録文化財の現状や、所有者・
管理者からの意見聴取をするための調査を実施
したが、47件の実施にとどまった。

　文化財保存活用地域計画作成に係
る、未指定文化財の把握調査

　地域との意見交換会等から把握した未指定文
化財の調査を14件実施し文化財保存活用地域
計画の作成に生かすことができた。

　稲住温泉離れ「杉亭」「嵐亭」「漣
亭」の国登録有形文化財の登録申請

　国登録に向けた資料収集等の準備を進められ
たが、コロナ禍によって、所有者の同意が得ら
れず、申請は見送られた。

（２）文化遺産の文化財指定等の推進

③建築家「白井晟一」設計建築物の
登録文化財申請の実施

0

重点方針に対する総合的な評価（推進施策ごとの成果等を勘案して）

　文化財の把握調査は、計61件実施できたが、人口減少による空き家解体等も見受けられるようになっていることから、特に、歴史的建造物の調査について、
急ぐ必要がある。また、調査により、相応しい文化財については、指定・登録を進め、市としても保存継承の支援に努めていく。さらに、調査を加速化させるた
め、未指定文化財をリスト化して進める必要がある。

①指定・登録文化財の現況調査の実
施

2

②未指定文化財の発掘・基礎調査の
実施

2

　地域の貴重な文化遺産
の保存・活用を図るた
め、重要なものを市指定
や国登録の文化財に指
定・登録していきます。
　そのため、市内に所在
する文化財の状況を把握
し、指定・登録の根拠と
なる基礎的調査を継続し
て実施していきます。



　民間による活用を前提とした、主屋
（外観・土間）修復工事への支援

　国や市の補助支援を活用して、山内家住宅の
整備を試みようとしたが、コロナ禍によって、
事業が断念され、補助支援は実施できなかっ
た。

　歴史的建造物に関する調査と保存活
用への支援

　旧妙応山金剛院屋根葺き替えや顧空庵説明版
設置への支援に加え、豪雪による文化財保存を
図る雪害補助を両関酒造本館、顧空庵、山内家
住宅に行った。

　文化財保存活用地域計画に生かして
いくための意見聴取の実施

　地域づくり協議会と連携し、市内11か所で
文化財の保存活用に係る意見交換を実施し、貴
重な意見を伺うことができた。

　民俗芸能発表会の開催
　実施に向けて準備を進めたが、コロナ禍に伴
い、来場者は不特定多数が予測されることから
中止とした。

　各小学校区での保存継承に係る現状
把握

　現在市から補助金支援をしている団体につい
ては意見聴取を実施できたが、民俗芸能発表会
の中止や有形文化財の調査が優先されたことか
ら全学区の調査までには至らなかった。

重点方針に対する総合的な評価（推進施策ごとの成果等を勘案して）

　市内に残る貴重な文化財資料を、後世に残していくため、指定・登録文化財への財政的支援を実施した。また、有形・無形に関わらず、公開・発信を、繰り返
し実施していくことで、郷土への誇りと愛着が浸透することから、社会教育、学校教育とも連携しながら、市民に知ってもらう機会を拡充していく必要がある。

　市内に所在する指定・
登録文化財を永続的に保
存・継承していくため、
保護管理・保存修理・説
明看板設置等への助成を
いたします。
　地域の民俗芸能や伝統
行事の継承を促進するた
めに、発表機会の提供や
後継者再興に向けて取り
組んでいきます。

①国登録有形文化財「山内家住宅」
修復工事への支援

0

②指定・登録文化財の維持管理等へ
の支援

4

③地域との意見交換会の開催 4

④民俗芸能発表会の開催 0

（3）文化遺用の保存・継承の充実

⑤地域の伝統行事等の実態調査の実
施

2



　既存の展示施設「雄勝郡会議事堂記
念館」「郷土学習資料展示施設」「院
内銀山異人館」におけて企画展の開催
による、湯沢の歴史文化資料を公開す
る。

　佐竹南家御日記展を雄勝郡会議事堂記念館に
おいて開催し予想以上の御来場をいただくな
ど、事業の周知が図られた。下半期はコロナ禍
により、相次いで事業実施を見合わせた。

　小中学生を対象に、長期休業中に、
郷土学習資料展示施設(ジオスタ☆ゆざ
わ)の活用促進と郷土愛の醸成を図る
「子どもゆざわ学」の開催

　夏・冬の長期休業中に、小中学生の郷土愛醸
成を図る事業として企画準備したが、夏はコロ
ナ禍、冬は豪雪により、事業実施を断念した。

　スケッチワークショップは、小中高
生に景色と文化財を一緒に記憶に留め
てもらう事業、建物探訪は、市内に残
る歴史的建造物について市民に知って
もらうための事業

　スケッチワークショップは新緑の時期の開催
を予定していたが、コロナ禍により、秋に延期
し12人の小学生・高校生の参加により実施し
た。建物探訪は、参加者が不特定多数になるこ
とからコロナ禍もあり、中止とした。

　市の文化財保存活用地域計画作成に
よる実践モデルに「山田地区」を選定
して地域との協働事業を実施した。

　京都国立博物館からの国有品(経筒)等の里帰
り展示や講演会、文化財保存活用地域計画につ
いての座談会を地域と行政とが連携して開催
し、延べ約1,200人に情報発信することができ
た。

（4）文化遺産活用の推進

重点方針に対する総合的な評価（推進施策ごとの成果等を勘案して）

　令和2年度の新規事業として、京都国立博物館（京博）からの御支援や、地元団体との協働により、コロナ禍の中、実施した山田地区モデル事業は、京博から
借用した湯沢市ゆかりの文化財を、実際に見ていただけたことに加え、行政と地域の連携のカタチを、延べ約1,200人の市民等に発信できたことは、今後の文
化財保護行政を地域・学校・民間と連携して進めていく上で大きな足掛かりに成り得た事業であった。

③歴史的建造物に親しむ「スケッチ
ワークショップ」・「建物探訪」の
開催

3

④文化財保存活用地域計画周知係る
地域モデル事業の実施

5

　地域の歴史や文化への
理解を深めてもらい、郷
土愛の醸成等を図るた
め、文化財の魅力にふ
れ、そのよさを発見でき
る機会の提供等、文化財
の積極的な活用と普及活
動、情報発信の充実を
図っていきます。

①文化財等の企画展の開催 3

②郷土の歴史を見て、触れて学ぶ
「子どもゆざわ学」の開催

0



主管課

生涯学習課

実施計画 実施内容・成果、課題など

　第４次湯沢市スポーツ推進計画（令
和3年度～令和7年度）の策定
　七夕健康マラソン大会、市民総合体
育大会、湯沢市駅伝競走大会、チャレ
ンジデーの継続開催

　スポーツ推進計画策定委員会を３回実施し、
令和３年度以後５年間の指針となる第４次ス
ポーツ推進計画を策定した。
　コロナ禍によりイベント中止になる中、予防
対策を講じながら湯沢市駅伝競争大会は実施す
ることができた。（13チーム参加）

　ニュースポーツ教室、水中ウォーキ
ング教室、アクアフィットネス教室、
生きがい健康教室の開催

　コロナウイルス感染予防対策を講じながら、
生きがい健康教室（36人）及びニュースポー
ツ教室（74人）を継続して開催した。

　JFAへの委託事業「夢の教室」の開
催
　スポーツ少年団各種競技大会等派遣
奨励交付金による活動支援

　夢の教室はコロナ禍により中止したほか、ス
ポーツ少年団の各種大会が中止になるなど大会
数が減少。令和２年度は３団体へ奨励交付金を
交付した。

　障がい者スポーツ市民サポーター育
成及び障がい者スポーツ交流大会等開
催の委託事業の実施

　予定していた障がい者スポーツ交流大会等
は、コロナ禍により中止とした。

　体育協会、スポーツ少年団本部への
スポーツ関係団体運営補助金による活
動支援

　スポーツ少年団本部や体育協会への運営補助
を行ったほか、体育協会の優秀な成績を収めた
選手へのスポーツ賞授与に協賛した。

令和２年度点検評価票（施策別）

施策名 評価の方法

６．スポーツ振興の推進

●事業の評価にあたっては達成度により点数で評価
　５＝目標以上の成果があげられた　　　　（指標　達成度１００％以上のもの）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※例えば次年度以降実施分まで実施できた、少ない支出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で達成できたなどのプラス αを加味して
　４＝目標どおり達成できた　　　　　　　 （指標　達成度　８０～１００％未満のもの）
　３＝目標を概ね達成できた　　　　　　　 （指標　達成度　６０～　８０％未満のもの）
　２＝目標の一部が達成できなかった　　　 （指標　達成度　４０～　６０％未満のもの）
　１＝目標のほとんどが達成できなかった　 （指標　達成度　　１～　４０％のもの）
　０＝他の事務・事業との関連があり、後年度で実施のため未評価（平均からも除外）
●施策評価は各事業の評価を合計した結果の平均から判断
　A＝4.1～5.0，　B＝3.1～4.0，　C＝2.1～3.0，　D＝1.1～2.0

評価

　生涯スポーツ、学校体
育、競技スポーツ、障が
い者スポーツのそれぞれ
の場面において、市民を
取り巻く様々なスポーツ
環境を整え、生涯にわた
るスポーツライフの基礎
づくり及び体力の向上を
目指します。

①スポーツ振興施策の充実及び環境
整備と体力づくりの日常化奨励

3

②中高年齢者のスポーツ参加機会拡
充

3

③地域やスポーツ団体等との連携に
よる児童生徒のスポーツ活動機会の
拡充

3

④障がい者スポーツの環境整備と支
援体制の充実強化

重点方針 推進施策

0

⑤競技スポーツ団体におけるジュニ
アからの一貫指導体制の整備充実に
向けた支援

4

（１）ライフステージに合わせたスポーツ活動の推進

重点方針に対する総合的な評価（推進施策ごとの成果等を勘案して）

　コロナ禍により予定されていた数多くのスポーツイベントや大会が中止となったほか、国内外で活躍するトップアスリートを特別講師として招き、日本サッ
カー協会と連携して実施していた「夢の教室」も中止となったが、令和３年度以後５年間の本市のスポーツ推進の指針となる第４次スポーツ推進計画を新しい生
活様式の中での感染症予防対策を含めた形で策定することができた。



　総合型地域スポーツクラブへのス
ポーツ関係団体運営補助金による活動
支援
　クラブへの各地域スポーツ大会等の
開催委託
　各生涯学習センターとの協力・連携

　コロナ禍の中で市民の健康維持や運動不足が
懸念され、安全、安心な環境において市民の運
動機会を創出し、各地域にスポーツ習慣を取り
戻すことを目的に、総合型地域スポーツクラブ
を対象に新たな運動機会創出事業費補助金を創
設し、活用が図られた。

　湯沢市スポーツ施設整備基本計画の
見直し及び湯沢市スポーツ施設整備実
施計画（後期:令和３年度～令和７年
度）の策定
　パークゴルフ場クラブハウス改修工
事及び湯沢スキー場リフト解体工事の
実施
　学校体育施設開放事業の実施
　直営施設の指定管理制度導入の検討

　計画していた改修工事及び解体工事は予定通
り実施した。
　学校施設開放事業は前期46団体、後期44団
体の登録があり、コロナ禍ではあったが施設の
有効活用が図られた。
　スポーツ施設整備実施計画については今後策
定される次期総合振興計画、老朽化調査及び健
全性評価により策定する公共施設保全計画との
整合性を図り、必要に応じて見直しを行いなが
ら改修整備に取り組むこととした。
　直営施設（総合体育館、ヘルシーパーク、稲
川スキー場スベロッタなど）の指定管理者制度
の導入について、関係機関と検討を行った。

　総合型地域スポーツクラブマネー
ジャー連絡会の開催

　市内４つの総合型地域スポーツクラブのクラ
ブマネジャーを集め、コロナウイルス感染症対
策などもあり例年より多い５回の連絡会を実施
し、情報交換及び課題共有、連携事業の検討な
どを行った。

　8人制バレーボール大会、市民体力
測定会の実施
　スポーツ指導者養成講習会等への参
加

　予定していた８人制バレーボール大会、市民
体力測定会等は、コロナ禍により中止とした。

　市民が主体的に参画す
る地域のスポーツ環境を
整備するため、スポーツ
関係団体とのさらなる連
携を推進するとともに、
総合型地域スポーツクラ
ブやスポーツ指導者の育
成、スポーツ施設の環境
整備を推進します。

①総合型地域スポーツクラブの自主
事業の充実に向けた支援とクラブ相
互の連携の促進

（２）市民が主体的に参画できるスポーツ環境の整備

重点方針に対する総合的な評価（推進施策ごとの成果等を勘案して）

　コロナ禍の中で市民の健康維持や運動不足が懸念されていたため、市民の運動機会を創出し、各地域にスポーツ習慣を取り戻すことを目的に、総合型地域ス
ポーツクラブを対象に新たな運動機会創出事業費補助金を創設し、すべてのクラブにおいて活用が図られた。

4

②施設の統廃合と整備、学校体育施
設等の有効活用、指定管理者制度の
導入

4

4

0

③スポーツ関係組織のネットワーク
づくり

④スポーツ推進委員会の組織体制強
化と委員研修の奨励



　市広報への定期掲載のほかＨＰ・Ｓ
ＮＳを積極的に活用した情報の発信

　稲川スキー場情報（積雪、滑走可否など）を
定期的にHPに掲載したほか、市フェイスブッ
クを活用した情報発信を積極的に実施した。

　日・韓・中ジュニア交流競技会（ハ
ンドボール・国際大会）及び東北中学
校体育大会ハンドボール大会開催に伴
うスポーツによる交流の充実
　東京2020オリンピック聖火リレー
実施によるスポーツ意識の高揚と地域
の活性化や賑わいの創出

　予定していた日・韓・中ジュニア交流競技会
（ハンドボール・国際大会）及び東北中学校体
育大会ハンドボール大会はコロナウイルス感染
拡大防止のため中止。東京2020オリンピック
聖火リレーは翌年に延期となった。

（３）スポーツを活用した地域の活性化

　各種スポーツ大会やス
ポーツイベント、合宿等
の誘致を推進し、スポー
ツを活用した地域づくり
を進め、競技人口の底辺
拡大や地域における賑わ
いの創出を推進します。

①市広報への定期掲載のほか、Ｈ
Ｐ・ＳＮＳを積極的に活用した情報
の発信

4

②既存スポーツ大会等の拡充とス
ポーツ交流事業の推進

0

重点方針に対する総合的な評価（推進施策ごとの成果等を勘案して）

　情報発信については、積極的に研修等に参加し、SNSを活用した情報を発信することができた。
　予定されていた大規模大会がコロナ禍により中止となり、スポーツによる交流や地域の賑わい創出など期待した成果には結びつかなかった。



 

文化財の一体的・総合的な保存と活用

把握調査・
研究
! 専門・悉皆的調査
計画・継続的実施

! 情報収集の仕組み
構築

! 文化財の調査研
究・評価

! 市外文化財との関
連調査

! 学芸員等、専門的
人材の配置検討

資料管理
! 保存環境の改善

! 文化財の評価(価
値づけ)基準の整備

! 調査研究設備と人
材の確保

保存・継承
! 指定・登録の推進
! 保存見守り体制構
築

! 所有者等の負担軽
減支援

! 所有者等との相談
体制構築

! 継承困難・消滅の
伝統芸能・年中行
事等の存続・再興
への検討

! 災害等に対応する
予防マニュアル作
成と体制整備

情報の
公開・発信
! 市民が知る喜び、
見る感動、参加す
る楽しみや興味関
心を抱くような展
示・発信

! 展示の創意工夫に
より市内の歴史文
化を深く、楽し
く、わかりやすく
発信する。

! 国宝・重文展示
等、市民に名品を
見る機会の提供

教育普及
! 文化財の活用
! 学校教育との連
携した学習支援

! 普及の担い手の
育成

! ガイド養成等、
地域住民活躍の場
の創生

! 伝統・技術等継
のための体験機会
の提供

! 佐竹南家御日記
翻刻事業の早期完
了化

総合博物館
構想の実現
! 歴史文化をいつで
も体感できる新た
な博物館（セン
ター拠点）の整備

! サテライト拠点と
なる既存歴史資料
展示施設(雄勝郡会
議事堂記念館、郷
土学習資料展示施
設、稲庭城、院内
銀山異人館)のネッ
トワーク化による
活用

重点施策

基　本　方　針

将　来　像

湯沢市の文化財の保存と活用に関する
将来像・基本的方向性・基本方針

基 本 的 方 向 性

基　本　施　策

① ②

❶ ❷ ❸ ❹ ❺

いで湯の
宝庫“湯沢”、
地熱のまち
“ゆざわ”

関連文化財群

「文化財を維持・継承し恵まれた資産を生かし、生き生きと
　笑顔とともに暮らし続けたいと思う場所」であり続けるまち

　自分たちの住んでいる場所の歴史文化を知り、学び、体験し、
大切に維持継承しながら、文化財を一体的・総合的に保存活用
し、その魅力をみんなで発信できるまちへ

歴史文化の
次代への確実な
維持・継承

郷土への誇り・
愛着の醸成と
魅力の発信

祈りの
カタチと
くらし

街道と産業
の発達

院内銀山
の繁栄

歴史文化の特徴
祈りのカタチとくらしいで湯の宝庫“湯沢”、地熱のまち“ゆざわ” 街道と産業の発達 院内銀山の繁栄

湯沢市の歴史文化の特徴を４つのテーマでストーリーにし、文化財を一体的に捉え保存活用を進めます。

把握調査・研究

資料管理 市収蔵資料管理の適正・集約化を進めます。

保存継承

　基本施策の、主な実施内容は、次のとおりです。
情報の公開・発信

教育普及

主な措置(具体的な実施内容)について 付記　＜事業優先度について＞ 
☆優先度１：計画認定後、優先して取り組む事項　　　　◯優先度３：中長期的に実施する事項 
◎優先度２：計画期間内に事業の完了もしくは　　　　　事業継続中：現在実施中の事業 
　　　　　　継続実施を可能とすることを目指す事項 

　市内全域には、過去からの火山活動が生み出した豊かな自然や、人々の
営みを体感できる見どころが存在しています。 
　奈良時代に発見された県最古の温泉地「秋の宮温泉郷」、その荒湯で形

あら ゆ

成された鮞状珪石は、地元ではブリコ石と呼ばれ、国内では、希少な岩石
じじょうけいせき

として、高く評価されています。 
　湯治場として江戸時代から続く「小安峡温泉」では、現在、温泉熱をハ

おや す

ウス栽培や乳製品の低温殺菌、乾燥野
菜、乾燥果物の製造等や地元学生の新商
品開発にも活用しています。 
　さらに市は、自然環境との調和を図り
ながら、温泉や地熱発電等、地熱資源の
活用を積極的に進め、地熱のまち“ゆざ
わ”を内外に発信しています。地熱は、
現代の私たちの暮らしに欠かせない資源
となってきています。 

　豊かな自然のもと、市内各地域・各年代において様々な信仰があり、
くらしの中でどのような祈りをささげてきたのかを歴史から垣間見ること
ができます。縄文時代の土偶からは豊穣や安産、中世・近世の仏教文化や
祭礼からは無病息災や五穀豊穣など、いつの時代も暮らしの安寧が祈られ

あんねい

ていたことが見て取れます。 
　伝統芸能の「関口ささら舞」や修験との関

しゅげん

わりを持つ「役内番楽」「板戸番楽」は、今
やくない い た ど

も受け継がれています。 
　小正月行事の「犬っこまつり」も盗難除
け、無病息災、豊作を祈るものです。 
　また、小野寺氏や佐竹氏など、為政者が宗
教的権威を通じて支配基盤を強化しようとし
た姿もうかがい知ることができます。 

　中世、長きにわたり小野寺氏がこの地を支配してきました。他勢力をけ
ん制するため多くの城が造られ、今も城跡が残っています。湯沢城址は公
園となり市民に親しまれています。 
　江戸時代、湯沢の所預として、佐竹氏がこの地を支配しました。城の麓

ところあずかり

に住居と役所を兼ねた御屋敷を構え、町割を行い
給人町の形を整えました。城を囲むように広がる
きゅうにんまち

街並みは、今も城下町の面影が残っています。「七
夕絵どうろうまつり」は佐竹南家ゆかりの祭りと

さ た けみなみけ

して市を特色づけるものです。鉄道奥羽線開通まで
は「人は街道」「荷物は船」と言われ物資の輸送
には雄物川を往来する川船が使われました。「湯

かわぶね

沢」の名のとおりの潤沢な温泉のほか、鉱山資源
と豪雪がもたらす豊かな水が農業や酒造りなどの
地場産業に結び付き、人々が文化を形成してきま

　院内銀山は、慶長11(1606)年に村山惣兵衛らによって発見されたといわ
むらやまそ う べ え

れ、開坑当初から石見・生野の銀山とともに日本三大銀山と称されまし
い わ み い く の

た。 
　一帯には、旧方式による採掘形態を伝える早房坑、唯一の鉱夫の出入り

はやぶさこう

口であり明治天皇御巡行の際の見学坑道でもあった御幸坑、銀山の総鎮守
ご じゅんこう み ゆ きこう そうちんじゅ

として藩主の尊崇の厚かった金山神
そんすう かなやま

社、石垣に銀山の鉱滓が使われた旧
こうさい

院内尋常高等小学校等があります。 
　さらに樺山発電所は明治33(1900)

かばやま

年、院内銀山に電気を供給するため
に建設され、秋田県内に現存する最
も古い水力発電所です。 

市内の文化財の把握調査や研究を加速化させます。 知的好奇心を満たす展示等、情報を公開・発信します。

文化財を活用した学習プログラムやイベント等により周知を図ります。

文化財の保存にかかわる人を増やし、継承へと繋げます。

小安峡大噴湯
だいふんとう

「懸仏（阿弥陀如来）」	
かけぼとけ

県指定有形文化財	
「一里塚」	

県指定史跡	

「旧院内銀山跡（御幸坑）」	

県指定史跡	

第４章より

第３章、第６章より

第５章より

事業
優先度

文化財
担当

他部署
担当

近現代の歴史的建造物調査
樺山発電所ほか、近代以降の歴史的建造
物調査を実施する。

◎ □ □ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

先覚者の調査
市に関連する歴史上の人物に関する調査
の実施

◎ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○

「湯ノ原の一里塚」、「赤塚白山神社のシ
ダレザクラ」樹勢回復への支援

◎ ○ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

希少動植物(イバラトミヨ、キヌガサソウ等)
に関する調査の実施

○ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○

積極的な資料管理
未だ地域に眠る新たな文化財の発見のた
め、市民に広く情報提供を求めていく。

◎ □ □ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

市民研究員制度の導入
個々のテーマに沿った調査研究活動を資
料館の内外で実施する市民研究員を募集
し、調査研究活動の裾野を広げていく。

◎ □ □ ○ ○ ○ ○

記念物等の調査・修復

市民・民

間・学校・

団体・企業

等

○
有

措置の内容

事業主体 財
政
措
置

	〇	事業主体	(◎主が文化財担当)
	□	事業支援・協力

☆優先度1
◎優先度2
○優先度3
□事業
　	継続中

行政
所有者・
保護団体

措置の名称

Ｒ
７

R
8

Ｒ
３
Ｒ
４
Ｒ
５
Ｒ
６

事業期間(年度) 次
期
以
降計画期間

～

事業
優先度

文化財
担当

他部署
担当

収集保存資料の保存管理基準
の作成

文化財の価値・評価、保管場所等一定の
基準を作成する有識者会議の開催

◎ ☆ ○ ○

保管資料の計画的集約化
新たな資料保存先の環境整備を図りなが
ら、段階的に集約化を図る。

◎ ☆ ○ ○ ○

調査研究拠点の整備
適切な保存環境のもとで、調査研究がで
きる施設整備を検討していく。

◎ □ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

Ｒ
６
Ｒ
７

R
8

所有者・
保護団体

市民・民

間・学校・

団体・企業

等

○
有
Ｒ
３
Ｒ
４
Ｒ
５

措置の名称 措置の内容

事業主体 財
政
措
置

事業期間(年度) 次
期
以
降

	〇	事業主体	(◎主が文化財担当)
	□	事業支援・協力

☆優先度1
◎優先度2
○優先度3
□事業
　	継続中

計画期間

行政

～

事業
優先度

文化財
担当

他部署
担当

文化財の見守り活動事業
地域の人材を活用し、文化財の見守り活
動を進める。（文化財保護協会等）

○ □ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

保存に関わる人口の増加を図
る

伝統行事（しん粉細工、七夕絵どうろう、伝

統芸能）等の保存継承を、地域の内外から
人を募って進める仕組づくり。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

文化財ハザードマップの作成・
配布

文化財ハザードマップを作成し、市民等に
配布する。

○ ○ ○ ◎ ○ ○

市庁内関係課所の連携体制の整備 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地域、商工、観光、行政の連携体制の整
備

○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○

文化財保存活用アドバイザー
の設置

専門的な見地と豊富な経験・実績に基づ
き、本計画の実施を指導助言するアドバイ
ザーの設置

◎ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○

計画推進の実施体制の構築

Ｒ
６
Ｒ
７

R
8

所有者・
保護団体

市民・民

間・学校・

団体・企業

等

○
有
Ｒ
３
Ｒ
４
Ｒ
５

措置の名称 措置の内容

事業主体 財
政
措
置

事業期間(年度) 次
期
以
降

 〇 事業主体 (◎主が文化財担当)
 □ 事業支援・協力

☆優先度1
◎優先度2
○優先度3
□事業
　	継続中

計画期間

行政

～

事業
優先度

文化財
担当

他部署
担当

湯沢雄勝地域の現在に至る歴史的経過を
自然環境の変遷とあわせて展示をする。

◎ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○

国宝や重文の展示により市民が国の文化
財（名品）を観覧する機会を提供する。

◎ □ ☆ ○ ○ ○ ○ ○

原始時代から現代までの通史と湯沢市を
特徴づけるテーマ展示をする。

◎ □ ☆ ○ ○ ○ ○ ○

県指定文化財「旧雄勝郡会議事堂」での
文化財展の開催

◎ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○

院内銀山異人館での「院内銀山の歴史」
を学ぶ企画展の開催

◎ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

稲庭城での「中世小野寺氏」や地域の偉
人に関する企画展の開催

〇 〇 □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

郷土学習資料展示施設の常設展の拡充 ○ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○

現代のニーズにあった施設整
備

VR・ARの活用、音声ガイダンス・多言語化
等の整備を進める。

○ ○ ☆ ○ ○ ○

Ｒ
６
Ｒ
７

R
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市民の学習意欲に応える内容
の展示

サテライト施設の特徴を生かし
た文化財展等の開催

所有者・
保護団体

市民・民

間・学校・

団体・企業

等

○
有
Ｒ
３
Ｒ
４
Ｒ
５

措置の名称 措置の内容

事業主体 財
政
措
置

事業期間(年度) 次
期
以
降

	〇	事業主体	(◎主が文化財担当)
	□	事業支援・協力

☆優先度1
◎優先度2
○優先度3
□事業
　	継続中

計画期間

行政

～

事業
優先度

文化財
担当

他部署
担当

国登録文化財の一般公開等イベントの実
施

◎ □ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

市内の国登録文化財等、歴史的建造物を
巡る歴史探訪の実施

◎ □ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

「地元を描こう!!スケッチワークショップ」イ
ベントの実施

◎ □ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小中学生の遺跡発掘体験 ◎ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

若者向けのワークショップやイベント等の
開催

○ ○ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○

文化財コラムの市広報への定期的な掲載 ◎ □ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

文化財保存活用地域計画の概要版を全
戸配布する。

◎ ◎ ○ ○

インバウンド等への対応
通信環境や多言語対応等、インバウンド
を含めた観光客への配慮・対応

◎ ○ ○ ○ ○ ○

人材の養成
市民や観光客へ案内ができる人材の養成
（観光・ジオパーク推進課との連携）

○ ○ □ ◎ ○ ○ ○ ○

学習プログラムの構築
児童生徒が歴史文化を体験活動等により
親しめる学習プログラムを学芸員と教員が
連携して作成する。

○ ○ □ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○

案内板等の現況調査の実施
統一した仕様による案内板整備に向けて
現況や土地貸借等の調査による台帳整備

○ ○ ◎ ○ ○ ○

案内板の整備
統一した仕様による誘導案内板を道路等
の主要箇所に設置する。

○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○

佐竹南家御日記翻刻事業の更
なる早期化の検討

外部委託も含めた更なる事業早期化の検
討

◎ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○

佐竹南家御日記翻刻校正作業
の後継者(裾野)を広げる取り組み

古文書初心者解読講座の開催 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　

周知機会の拡充

歴史的建造物の活用

Ｒ
７

R
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市民・民

間・学校・

団体・企業

等

○
有
Ｒ
３
Ｒ
４
Ｒ
５
Ｒ
６

措置の内容

事業主体 財
政
措
置

事業期間(年度) 次
期
以
降

	〇	事業主体	(◎主が文化財担当)
	□	事業支援・協力

☆優先度1
◎優先度2
○優先度3
□事業
　	継続中

計画期間

行政
所有者・
保護団体

措置の名称

～



計画作成の目的と期間

湯沢市文化財保存活用地域計画
ぶ ん か ざ い ほ ぞ ん か つ よ う ち い き け い か く

生かす
い

伝える
つた

守る
まも

湯沢の たからもの (歴史文化の資産)

　人口減少・少子高齢化が急激に進んでいる状況は、湯沢市におい
ても同様です。そのため、地域に残る文化財の保存継承は、困難に
なってきている現状にあります。 
　郷土の誇りとも言える貴重な地域の宝（文化財）の滅失・流出を
防ぎ、次代へ伝え残し、さらには、それらを地域の活性化へと役立
てていくため、地域住民・民間・行政とが協働で取り組む必要があ
ります。 
　本計画書は、文化財保護法(平成31年)の改正や秋田県文化財保存
活用大綱を受け、地域と行政が一体となり総がかりで文化財の保存
と活用に関する施策の実践や、情報の共有を図っていくために作成
するものです。 
　計画の期間は、令和３年度から令和７年度までの５か年としてい
ます。 
　計画の対象となる文化財には、指定・登録文化財のほか、下の図
のように、地域にとって歴史的に大切な全ての「もの」や「こと」
が含まれています。

建造物・美術工芸品 他

芸能、工芸技術

衣食住の用具 等 
風俗慣習、民俗芸能、民俗技術

遺跡、名勝地

有形文化財

無形文化財

民俗文化財

記念物

文化的景観 伝統的建造物群

文化財保護法における「文化財」

埋蔵文化財文化財の保存技術

七夕絵どうろうまつり
犬っこまつり

稲庭うどん

川連漆器

伝説 小野小町・能恵姫他

湯沢市文化財保存活用地域計画（地域計画）の「文化財」とは

小安峡大噴湯

歴史上、芸術上、学術上、鑑賞上価値の高い、人々の
生活の理解のために必要な、文化的に生み出され、作
り出されたすべてをいう。

未指定の「文化財」(例)

実施体制のイメージ図

数値で見る市の文化財

指定等 
区分 指　定 登録・記録 計

国 2 19 21

県 20 1 21

市 127 127

計 149 20 169

指定・登録(記録)文化財

未指定文化財（把握済み）
　これまで143件の未指定文化財を把握し
ています。今後も情報提供を受けながら、
把握調査や詳細調査を進めていきます。

総合博物館(センター・サテライト拠点の相互連携)構想の実現

　湯沢市の歴史文化を全体的に知る・体
験できる機能を取り入れた新たな資料館
（センター拠点）の整備と、既存の４つ
の展示施設をサテライト拠点としてテー
マ化し、センター・サテライト拠点相互
が有機的に連携し、市内の５つの拠点
を総合的に捉え学習の深化や観光拠点
としても活用できるように整備して
いくことを「総合博物館(セン
ター・サテライト拠点の相互
連携)構想」と呼び、その実現
に向かって重点的に取り組んで
いきます。 

新資料館（センター）と既存施設（サテライト）のコンセプト案と展示イメージ

株式会社 乃村工藝社

センター：新資料館

湯沢市の文化財、歴史、文化、自然科学を融合する「総合博物館」

センター：
新資料館

：文化財（現地保存）
：文化財（優品・要保存環境）
：移動

各収蔵場所からのながれ
サテライト：

雄勝郡会議事堂
記念館

サテライト：

ジオスタ☆ゆざわ

サテライト：

稲庭城 サテライト：

院内銀山
異人館

サテライト：院内銀山異人館サテライト：稲庭城

中世歴史資料館 鉱山文化資料館

サテライト：雄勝郡会議事堂記念館

テーマ博物館（建築資料館）

サテライト：ジオスタ☆ゆざわ

地質考古資料館

主に観光客をターゲ
ットに、歴史と伝統産
業を楽しく紹介した
博物館。
令和元年8月リニュー
アルオープン。

主に観光客、地域住民
をターゲットに、東洋一
を誇った銀山の歴史を
紹介し、坑道ジオラマ
などで当時の様子を
再現した博物館。

主に観光客、地域住民
をターゲットに、県内の
代表的な明治時代の洋
風官衙建築物を活かし、
その歴史を紹介した
博物館。

主に地域の児童・生徒
をターゲットに、
考古資料、ジオパーク
関連資料、民俗資料の
体験学習ができる
博物館。

措置(実施内容)について
事業

優先度

文化財

担当

他部署

担当

駅周辺複合施設への機能導入
湯沢駅周辺複合施設におけるセンター拠
点の基本計画を進める。

○ ○ ☆ ○ ○

サテライト拠点毎の特色ある展
示の検討と改修

各拠点の特色を生かした差別化を図り、学
びの深化となる展示の検討と、改修計画に
よる改修を行う。

◎ ○ □ □ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○

サテライト間を周遊できる仕組み
づくり

企画展の連携等、サテライト拠点間を移動
して学べる仕掛けづくりを行う。

○ ○ ☆ ○ ○

施設間の誘導と周遊の仕組み
構築

交通二次アクセス等と連携し、施設間の周
遊性を図る。

○ ○ ☆ ○ ○

Ｒ
７
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市民・民

間・学校・

団体・企業

等

○
有
Ｒ
３
Ｒ
４
Ｒ
５
Ｒ
６

措置の内容

事業主体 財
政
措
置

事業期間(年度) 次
期
以
降

 〇 事業主体 (◎主が文化財担当)
 □ 事業支援・協力

☆優先度1
◎優先度2
○優先度3
□事業

　 継続中

計画期間

行政
所有者・

保護団体

措置の名称

～

概要版
第４章、第５章より

文化財保存活用
アドバイザー
施策推進に関する
指導・助言

地　域 
（住民・学校）

＜各種市民組織＞ 
・文化財保護協会 
・観光団体 
・商工団体 
・ジオパーク推進協議会 
・観光ガイドの会

＜学校＞ 
・市内小学校 
・市内中学校 
・市内高等学校 

地域づくり 
協議会 

文化財 
所有者等

市民研究員

国（文化庁） 
秋田県

報
告
・
相
談
・ 

申

請

指
導
・
支
援

行　政

外部連携先
県立博物館 学術 

専門家
他地域 
博物館等 周辺 

自治体

情
報
発
信 

調
査
研
究
協
力

専
門
的 

支
援

協働による
施策実施

湯沢市

情報の周知・
公開事業等
への支援

新資料館（センター）と既存施設（サテライト）のコンセプト案と展示イメージ

株式会社 乃村工藝社

センター：新資料館

湯沢市の文化財、歴史、文化、自然科学を融合する「総合博物館」

センター：
新資料館

：文化財（現地保存）
：文化財（優品・要保存環境）
：移動

各収蔵場所からのながれ
サテライト：

雄勝郡会議事堂
記念館

サテライト：

ジオスタ☆ゆざわ

サテライト：

稲庭城 サテライト：

院内銀山
異人館

サテライト：院内銀山異人館サテライト：稲庭城

中世歴史資料館 鉱山文化資料館

サテライト：雄勝郡会議事堂記念館

テーマ博物館（建築資料館）

サテライト：ジオスタ☆ゆざわ

地質考古資料館

主に観光客をターゲ
ットに、歴史と伝統産
業を楽しく紹介した
博物館。
令和元年8月リニュー
アルオープン。

主に観光客、地域住民
をターゲットに、東洋一
を誇った銀山の歴史を
紹介し、坑道ジオラマ
などで当時の様子を
再現した博物館。

主に観光客、地域住民
をターゲットに、県内の
代表的な明治時代の洋
風官衙建築物を活かし、
その歴史を紹介した
博物館。

主に地域の児童・生徒
をターゲットに、
考古資料、ジオパーク
関連資料、民俗資料の
体験学習ができる
博物館。

新資料館(センター)と既存施設(サテライト)のコンセプト案と展示イメージ

センター：新資料館

湯沢市の文化財、歴史、文化、自然科学を融合する「総合博物館」 第８章より

第２章より

序章より
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 序 章  

 

１．計画作成の背景・目的 

 湯沢市は、平成17(2005)年３月22日に湯沢市、稲川町、雄勝町及び皆瀬村が合併し

て誕生し、秋田県の南東部、山形県と宮城県の県境に接し、奥羽山脈や出羽丘陵に囲

まれた横手盆地の南端で東北地方の真ん中あたりに位置しています。 

 一部は栗駒国定公園にも含まれており、雄大な自然と山の幸に恵まれています。 

 さらに、市の名前「湯沢」のとおり豊富な温泉に恵まれ、秋の宮、小安
お や す

峡
きょう

、泥湯等

の温泉郷が市の南端部を取り囲み、加えて、昭和40(1965)年代から進められている地

熱の活用は、東日本大震災以降、全国的にも注目され、「地熱のまち“ゆざわ”」と

して内外へ発信しています。 

 また、国指定史跡「岩井堂
い わ い ど う

洞窟
どうくつ

」をはじめとする縄文時代の遺跡が数多く残される

等、先史の時代から人がこの一帯に暮らしていたと推測されています。 

 湯沢市の歴史文化は、脈々と培われ、さまざまな伝統や産業、農作物、観光資源等

が生まれ、現代へと継承されてきています。 

 市内全域に残る特色ある地質、地形やそれらに関係する自然環境や生態系、歴史、

文化を豊富に有していることから、平成24(2012)年に日本ジオパークに認定されてい

ます。 

 文化財保護行政においては、文化財の保存と活用を通して、郷土愛の醸成や地域の

活性化を図る等、市が掲げる「あたたかな心と豊かな文化で人が集うまち」の一役を

果たしてきています。 

 一方、人口減少・少子高齢化を背景に、地域の貴重な文化財の滅失・散逸等の防止

が緊急な課題となる中、指定・登録文化財、未指定の文化財の保存と活用は、次世代

への継承、さらには地域の活性化を図る上で、ますます重要になってきていることか

ら５か年の文化財保存活用地域計画を作成します。 

 市内に点在する魅力的な文化財を、把握・調査研究等し、あわせて観光資産として

捉えながら、「歴史文化の次代への確実な維持・継承」、「郷土への誇り・愛着の醸

成と魅力の発信」により、文化財の保存と活用の持続可能性を高め、個性ある地域の

再生・活性化に資するよう、地域・民間・行政協働での取り組みを、加速化させます。 

 特に、湯沢市の中心部には、市全体の歴史について、満遍なく知り、学習できる施

設はなく、収蔵資料を適正な環境下で保存できる所がないことから、昭和40(1965)年

代以降、文化財保存団体からは、博物館整備を願う陳情が議会等へ何度もされ、採択

されてきた経緯があります。平成29(2017)年には、市内の文化財保存、商工、観光関

係の全団体から歴史資料展示施設の整備を望む声が上がったことを受け、市として整
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備に向け市民を交えた検討会や市民アンケート調査の実施等により検討してきまし

た。令和２(2020)年湯沢駅周辺複合施設整備の基本構想が策定され、収蔵庫を含めた

新たな歴史資料展示拠点（センター）の設置を加えることになりました。今後、セン

ターと既存の展示施設（サテライト）を有機的に結びつけ、市内をまち歩きしながら

歴史文化に親しみ、学ぶことのできる仕組み等の形成や保存環境の適正化を含む拠点

整備に注力して実行していきます。 

 

２．文化財とは 

 湯沢市文化財保存活用地域計画（以下 地域計画という）の中で示す「文化財」は、

文化財保護法が示すとおり、指定などの措置がとられているか否かにかかわらず、湯

沢市にとって、歴史上、芸術上、学術上又は鑑賞上などの価値が高い、あるいは人々

の生活の理解のために必要な、文化的に生み出され、作り出されたすべてを指します。 

 また、湯沢市の歴史や文化を支える人々の活動や周辺環境も含めたものを「歴史文

化」と呼ぶこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

七夕絵どうろうまつり 犬っこまつり 
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３．計画作成の体制・経過 

 

（１）作成体制 

 平成30(2018)年の文化財保護法の改正（平成31年４月１日施行）を踏まえ，湯沢

市では文化財保護法第183条の９に基づく協議会として、令和元年度より湯沢市文化

財保存活用地域計画作成協議会を設置しました。 

 全８回（うち書面決議１回）の協議会と市文化財保護審議会において審議や意見

聴取を行いました。その他、庁内検討や地域説明会・意見交換会の開催、市民アン

ケートの実施、さらには、地域モデル事業（地域と行政が一体となって国有品を含

む文化財の展示会や講演会、地域計画について考える座談会を開催）など、市民の

声を取り入れながら計画作成を行いました。 

 

（２）作成経過 

期 日 等 実 施 概 要 

平成31 

(2019)年 
４月１日 湯沢市文化財保存活用地域計画作成協議会の設置 

令和元

(2019)年 

８月26日 第１回湯沢市文化財保存活用地域計画作成協議会の開催・意見聴取 

10月28日 第２回湯沢市文化財保存活用地域計画作成協議会の開催・意見聴取 

11月18日 
～12月６日 

地域計画作成に係る地域説明会・意見交換会の開催（11か所） 

12月23日 第３回湯沢市文化財保存活用地域計画作成協議会の開催・意見聴取 

令和２

(2020)年 

２月13日 第４回湯沢市文化財保存活用地域計画作成協議会の開催・意見聴取 

３月12日 
文化財保存活用地域計画作成アドバイザーとの協議 
（文化庁派遣事業）（京都府立大学 准教授 上杉和央 氏） 

７月２日 第５回湯沢市文化財保存活用地域計画作成協議会の開催・意見聴取 

７月29日 

～８月19日 

湯沢市文化財保存活用に関する市民アンケートの実施 

（対象 15歳以上の市民1,400人） 

11月５日 第６回湯沢市文化財保存活用地域計画作成協議会の開催・意見聴取 

令和３

(2021)年 

１月６日 
～７日 

文化庁地域文化創生本部文化財調査官 岡本公秀 氏による現地指導 

１月13日 

～26日 

地域計画作成に係る地域説明会・意見交換会の開催（11か所） 

１月29日 第７回湯沢市文化財保存活用地域計画作成協議会の開催・意見聴取 

３月23日 
～28日 

地域計画作成に係る山田地区モデル事業の開催 

（文化財展・講演会・座談会） 

 

 

 

 

  

湯沢市文化財保存活用地域計画 
作成協議会の様子 

地域説明会・意見交換会の様子 
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期 日 等 実 施 概 要 

令和３

(2021)年 

５月17日 
第８回湯沢市文化財保存活用地域計画作成協議会の開催・意見聴取（書

面決議） 

７月21日 市文化財保護審議会において地域計画を審議・意見聴取 

７月27日 庁議(市庁内の決定機関)へ地域計画を協議 

７月29日 市教育委員会へ地域計画について協議 

８月２日 
～22日 

地域計画のパブリックコメントを実施(市民からの意見聴取) 

９月 文化庁へ湯沢市文化財保存活用地域計画の認定を申請 

10月 地域計画作成に係る稲川地域モデル事業の開催 

11月 全員協議会（議会）へ地域計画を報告 
 
 

湯沢市文化財保存活用地域計画作成協議会委員名簿 

 

 

 

 

 

  

令和３年３月31日現在

No. 所　属 職名 氏　　名
備　考

(交代時期)

1 秋田県教育庁生涯学習課文化財保護室 室長 武　藤　祐　浩

2 秋田県立博物館 館長　 髙　橋　　　正 会長

3 秋田県教育庁払田柵跡調査事務所　 谷　地　　　薫 副会長

4 東北歴史博物館 学芸班長 政　次　　　浩

5 公立大学法人 秋田公立美術大学 助教 阿　部　由布子

6 前湯沢市ジオパーク推進協議会 山　﨑　由貴子

7 湯沢市立駒形小学校 校長 近　田　浩　治

8 湯沢市湯沢文化財保護協会 会長 齊　藤　茂　美

9 稲川文化財保護協会 会長 松　村　政　男

10 皆瀬文化財保護協会 事務局長 高　橋　勇　一

11 一般社団法人 湯沢市観光物産協会 事務局長 佐　藤　隆　康

12 湯沢市雄勝観光協会 会長 高　橋　修　一

会長 飯　塚　哲　夫 (～令和2年5月31日)

会長 土　田　忠　明 (令和2年6月1日～)

会長 石　川　陽太郎 (～令和2年5月31日)

会長 大　山　　　茂 (令和2年6月1日～)

15 稲川地域自治連絡協議会 委員長 後　藤　昭　久

会長 戸　部　尚　武 (～令和2年11月10日)

会長代理 佐　藤　　　力 (令和2年11月11日～)

会長 生　木　政　雄 (～令和2年5月31日)

会長 小野田　敏　昭 (令和2年6月1日～)

18 湯沢商工会議所 青年部理事 京　野　健　幸

19 ゆざわ小町商工会 事務局長 佐　藤　　　聡

17 皆瀬地域自治組織

13 湯沢地区自治協議会

14 湯沢７地区自治連絡協議会

16 雄勝野づくり連絡協議会
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４．地域計画の位置付け 

 

 秋田県文化財保存活用大綱、湯沢市総合振興計画等と整合性を図り、市分野別の関

連計画とも連携を図りながら、市民及び市に関係する一人ひとりが、市内の貴重な文

化財について知り、それらを次世代に継承し、さらに次世代の人々にも、文化財を守

り、生かし、後世へ伝えていってもらうための計画として位置付けます。 

＜文化財の保存と活用に係る県の方針＞ 

計画名 概  要 

秋田県文化財

保存活用大綱 

 秋田の宝を維持・管理、修理、整備、磨き上げによる保存と魅力

発信、秋田ファンの拡大、地域経済への波及による活用とを循環
させ、観光資源としての文化財の活用や関係人口の創出・拡大を
図り、地域経済を活性化して、文化財の保存や活用につなげるこ
とを基本認識として、秋田県における文化財の保存・活用の基本
的な方向性を明確化し、今後の秋田県文化財保護行政の共通基盤
とするものである。 

 

＜市の上位計画＞ 

計画名 文化財に関する主な内容 

湯沢市総合振

興計画 

「将来像：人のつながりで磨かれる、熱（エネルギー）あふれる美
しいまち」 
あたたかな心と豊かな文化で人が集うまち 
 ・文化遺産や地域の歴史に関する認識が深まり、郷土愛を醸成

する。 
 ・伝統行事への参加者を増やし、文化活動を活性化させる。 

湯沢市教育大
綱 

歴史文化の保護・継承・活用 

 ・郷土の歴史や文化への愛着と誇りを育み、地域の活性化につ
なぐ。 

 

＜市の関連計画＞ 

計画名 文化財に関する主な内容 

湯沢市都市計
画マスタープ
ラン 

 地域の文化を支え続けるまちづくり 
 ・地域の歴史や文化をまちづくりに活かし、地域固有の文化や

地場産業などを継承し続けられるまちを目指す。 
湯沢市観光振
興計画 

 湯沢ならではの観光魅力づくり 
 ・歴史・文化の魅力向上 
 観光客受入環境向上のための基盤整備 
 ・観光インフラの整備 

 ・わかりやすい利便性の高い交通環境の整備 
 ・空き家・空き店舗等の活用 
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計画名 文化財に関する主な内容 

湯沢市公共施
設再編計画 

 博物館等（院内銀山異人館、郷土学習資料展示施設、雄勝郡会
議事堂記念館、稲庭城）についての方針 
 ・市の歴史遺産、郷土の歴史、民俗等を後世に引き継いでいく

ために必要であり継続する。 
 ・資料の収集・展示・活用方法を検討する。 
 ・事業展開や管理運営のあり方を検討する。 

湯沢市地域防
災計画 

 文化財を地震による災害から防護し、これを後世に伝えるため
に防火管理体制を確立するとともに、計画的に復元修理等の事業
を推進する。 

湯沢市社会教
育中期計画 

 生涯学習環境の整備 

 ・市組織間の連携強化による生涯学習環境の充実 
 生涯学習活動の展開 
 ・人生100年時代を見据えたキャリア形成支援の推進 
 芸術文化活動の展開 
 ・芸術文化に触れる機会と情報発信の拡充 

湯沢市まち・ひ
と・しごと創生
総合戦略 

 地域資源を活用した「自分ごとの誇れるまちづくり」の実践 
 ・「地熱」「ジオパーク」「音楽のまち」など、“ゆざわ”を特

徴づける地域資源を活かしたまちづくりを充実させること
で、郷土愛を醸成するとともに、“ゆざわ”の個性を確立し、
知名度・ブランドイメージの向上を目指す。 

 

＜その他の計画＞ 

ゆざわジオパ
ーク構想 

 ジオパークの活動計画 
「いにしえの火山の恵み あつき雪 いかして築く歴史と暮らし」 

 ジオパーク活動の目的 
 ・地域資源の再認識 
 ・地域資源の保全と活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域計画の位置付け

湯沢市文化財
保存活用

地域計画

(R3～R7)

川原毛の酸性変質帯

保存管理計画

連携

湯沢市総合振興計画 (H29～R8)

分野別の行政計画

上位計画

秋田県
文化財
保存活用
大綱

（ R3.3策定）

県策定の大綱

湯沢市公共施設
再編計画

湯沢市観光 
振興計画

湯沢市地域 
防災計画

湯沢市 
都市計画 

マスタープラン
湯沢市
社会教
育中期
計画

湯沢市まち・  
ひと ・ しごと  
創生総合戦略

関連計画

勘案

整合

措置

湯沢市教育大綱 (H29～R2)

ゆざわ 
ジオパーク  
構想

連携

その他計画

キャッチ
フレー
ズ： 
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（１）市の上位計画について 

 

 第２次湯沢市総合振興計画（H29〜R8）（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

　 　 将来像　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 まちを育てる基本理念

　 第３ 章　 ふるさとの技が光る、 存在感あふれるまち

　 　 第３ 節　 訪れたく なる動機付けと観光交流の人口の拡大

　 第４ 章　 あたたかな心と豊かな文化で人が集う まち

　 　 第２ 節　 学校教育の充実

　 　 第５ 節　 文化の保護・ 継承・ 活用

目指す状態 主な施策内容

市の魅力が誘客に結び付き市内各

地でにぎわいが創出されている。

戦略的な情報発信と連動し 、 イベント や資源へのスト ーリ ー付加によって魅力を効果

的に“見える化”し来訪者の増加を図り 、 市内各地におけるにぎわいを創出する。

受入環境の充実によって、 「 何度

も訪れてみたく なるまち」 になっ

ている。

分かり やすい案内表示やインバウンド 対応等、 来訪者の受入体制を充実させる。 ま

た、 地域の魅力を伝えるガイド の育成等、 おもてなしの心あふれるまちづく り ・ 人づ

く り を推進する。

観光拠点施設の適切な管理を行い、 常に訪れてみたい環境の維持向上に努める。

観光客の利便性向上のため観光二次アクセス（ 既存の生活交通ではカバーできない観

光地と観光地を結ぶ交通手段） の整備等により 、 観光誘客の拡大を図る。

目指す状態 主な施策内容

自然・ 伝統・ 文化に関心をもち、

自ら調べたり地域の課題や展望に

ついて考え発信したりする自主性

が育っている。

学校や地域、 企業、 行政が連携し 、 郷土への愛情を醸成するふるさ と教育、 キャリ

ア教育の充実を図る。

目指す状態 主な施策内容

文化遺産や地域の歴史に関する認

識が深まり 、 郷土愛が醸成されて

いる。

文化財の保護と活用により郷土の歴史に親しむ環境づく り を進める。

伝統行事への参加者が増え、 文化

活動が活性化している。

各地域の伝統行事を大切にし 、 積極的な参加を推進し 、 次世代への継承を進める。

ゆざわジオパークに関する調査研

究の成果により 、 地域の魅力が広

く 内外に発信されている。

郷土の地質、 歴史、 民俗等に関して、 学識者による学術的な調査研究や市民による郷

土研究を支援し 、 後世へ残すための保全計画策定・ 活用へつなげる。

　 　人のつながりで磨かれる、

　 　  熱 あふれる美しいまち
エネルギー
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 湯沢市教育大綱（H29〜R2）（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

湯沢市教育大綱

≪平成29年度～令和２ 年度≫

　 教育大綱は、 「 地方教育行政の組織及び運営に関する法律」 第1条の3の規定に 基づき、 市の教

育、 学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、 その目標 や施策の根本となる方針を定

めるもので、 本市では、 総合振興計画(平成29年度~ 令和８ 年度)と教育行政方針(年度毎に策定)の

中間に位置づけられるものです。

【 基本理念】

【 基本方針】

　 ふるさ との「 もの・ ひと ・ こと 」 を生かし 、 創意工夫に満ちた特色ある教育を推進します

◆ふるさとの自然・ 伝統・ 文化に関心をもち、 ふるさ とに生きることの誇りを育みます。

◆地域全体で学校や子どもたちの活動を支援する取組や、 地域とともにある学校づく り に努めま

す。

　 生涯にわたり主体的に学ぶことができる多様な学習機会の確保・ 充実を図ります

◆教育資源を効果的に活用し 、 いつでも、 どこでも学べる環境の構築を図ります。

◆地域の資源や人材を有効に活用しながら、 生涯にわたって質の高い学習機会の提供を進めます。

◆生涯学習施設などの計画的な改善整備により 、 快適な学びの場の提供を継続します。

◆図書館、 学校、 地域が連携して子どもの読書活動の普及推進に努めます。

　 郷土の歴史や文化への愛着と誇り を育み、 地域の活性化につなぎます

◆郷土愛を育み、 地域の歴史や文化を次世代へ引き継ぐ体制の整備を進めます。

◆文化財の保護と活用を通して、 郷土の歴史に親しむ環境づく り を進めます。

◆地域の伝統行事を大切にし 、 積極的な参加と次世代への継承を進めます。

◆「 音楽のまちゆざわ」 を推進し 、 音楽があふれる明るいまちづく り を進めます。

◆芸術鑑賞の機会の提供や自主的・ 創造的な芸術文化活動の支援に努めます

歴史文化の保護・ 継承・ 活用

生涯学習の推進

特ある学校教育

　 未来を託す子どもたちと若い世代を育み、

　 古き良き歴史と文化に満ちたふるさとに誇りをもち、

　 思いやりのあるたく ましい人づく り を目指します
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（２）市の主な関連計画について 

 

湯沢市都市計画マスタープラン（抜粋） 

 

 

  

3.1.2まちづく りの目標

　 「 第2次湯沢市総合振興計画基本構想」 では、 将来像として目指すまちの姿を5つの基本目標と

して設定し 、 その実現に向けた取組みの方向性を示しています。

　 本計画では、 この5つの基本目標を都市形成の視点から再整理し 、 都市の課題を踏まえ、 持続可

能な都市づく り に向けた目標を設定します。

【 目標1 】 市民とともに歩み愛され続けるまちづく り  

　 各市民のほか、 地域コミ ュニティ 組織や市内外のNPO組織など、 様々な社会活動を行う 人々の

積極的な参加を得ながら、 市民とともにまちづく り を行う ことで、 市民に愛されるまちを目指し

ます。

【 目標2 】 快適に住み続けられるまちづく り  

　 自動車主体の生活だけではなく 、 徒歩や公共交通を使い必要な生活サービスが利用できる環境

を創出することで、 ライフステージ※に応じた快適な生活スタイルを選択し 、 住み続けられるまち

を目指します。

【 目標3 】 産業の活力を支え続けるまちづく り  

　 広域交通網や幹線道路網を強化し 、 市内の物流や産業振興に向けた基盤が整ったまちを目指す

とともに、 地域の魅力づく り を支え、 来訪・ 回遊しやすい環境を整えることで、 訪れてみたく な

るまちを目指します。

【 目標4 】 地域の文化を支え続けるまちづく り  

　 地域の歴史や文化をまちづく り に活かすとともに、 人口減少が進展する中でも、 各地域の生活

やコミ ュニティ の維持を図り 、 地域固有の文化や地場産業などを継承し続けられるまちを目指し

ます。

【 目標5 】 豊かな自然を実感し安全・ 安心に住み続けられるまちづく り  

　 文化や風土を育む優れた自然環境を保全するとともに、 身近に自然を感じられる環境を整え、

将来にわたって自然の豊かさを実感し続けられるまちを目指します。

　 また、 生活を守る自然環境の保全や必要な対策を推進し防災性を高めると ともに、 生活に必要

な社会基盤や都市施設の必要な整備と機能を維持するための取り組みを展開し 、 安全で安心して

暮らし続けられるまちを目指します。

都市計画マスタープランの目標と総合振興計画の関係

※ライフステージ :家族における新婚期・ 育児期・ 教育期・ 子独立期・ 老夫婦期などのそれぞれの段階
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第２次湯沢市観光振興計画(H30〜R4)（抜粋） 
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湯沢市公共施設再編計画（R2〜R12）（抜粋） 

 

 

  

第２ 章　 施設分類別の再編方針 

　 2 .社会教育施設系施設 

　 （ 2 ） 博物館等 

　 　 ア　 施設概要 

　 院内銀山民俗資料並びに岩井堂洞窟考古資料等を収集、 保管及び公開し 、 歴史文化の保護伝承並びに地域の活

性化に資することを目的として「 院内銀山異人館」 を設置しています。  

　 このほか、 歴史資料や生活文化に関する資料などを保存・ 展示している施設として、 「 高松郷土学習展示資料施

設(ジオスタ☆ゆざわ)」 「 雄勝郡会議事堂記念館」 「 稲庭城」 を設置しています。  

　 　 ウ　 今後の方針とスケジュール  

　 公共施設等総合管理計画の今後の方向性に基づき、 「 施設の安全性」 、 「 施設の必要性」 、 「 施設の有効性」 、

「 管理運営の効率性」 の視点から検証し 、 分析・ 評価を行いました。 また、 分析・ 評価を  踏まえて、 施設の対応

方針を定めました。 これらの内容は次のとおり です。  

【 個別施設ごとの対応方針】  

博１ 　 院内銀山異人館 

○　 院内銀山民俗資料並びに岩井堂洞窟考古資料等を収集、 保管及び公開し 、 歴史文化の保護伝承を図るため今

後も継続します。  

○　 平成元年に新耐震基準で建設した建物であることから、 予防保全を含む計画的な改修を行い、 長寿命化を図

ります。  

集1 5 　 高松地区センター(郷土学習資料展示施設)  【 再掲】  

○　 高松地区センター内の郷土学習資料展示機能については、 ジオパーク関連資料や酒造関連資料、 埋蔵文化財

等が展示される市内唯一の機能であることから今後も継続します。  

○　 平成1 3年に新耐震基準で建設した建物であることから、 予防保全を含む計画的な改修を行い、 長寿命化を図

ります。  

○　 郷土学習資料展示施設の収蔵・ 展示を中心と し た現在の活用方法について、 国が示す体験交流型の機能を高

める工夫を行い、 利用者の増加を図る管理運営方法を検討します。  

文4 　 雄勝郡会議事堂記念館 【 再掲】  

○　 湯沢市における歴史資料の展示や市民の文化活動の場として継続します。  

○　 明治2 5年に建設した歴史的建造物と して、 文化財保護法等の規定に基づき、 必要な補修を行い保存・ 活用を

図ります。  

○　 文化財施設全体の管理運営のあり 方について検討する中で、 当該施設について、 既存の展示機能に加え、 体

験・ 交流機能を含め有効に活用する方法を検討します。  

観２ 　 稲庭城 【 再掲】  

○　 稲庭城は中世の歴史を継承する地域のシンボル施設として、 また、 地域の歴史的資料の展示や観光の拠点とし

て機能していることから継続します。  

○　 平成元年に新耐震基準で建設した建物であることから、 予防保全を含む計画的な改修を行い、 長寿命化を図

ります。  

○　 管理運営は、 指定管理者制度を継続します。  

施設No . 施設名称 所在地 地区 所管課

博1 院内銀山異人館 上院内字小沢1 1 5 院内 生涯学習課

集1 5
高松地区センター 
(郷土学習資料展示施設)【 再掲】

高松字上地6 -2 高松 協働事業推進課

文4 雄勝郡会議事堂記念館【 再掲】 北荒町2 -2 0 湯沢 生涯学習課

観2 稲庭城【 再掲】 稲庭町字古舘前平5 0 稲庭 観光・ ジオパーク推進課

【 基本的な考え方】  

○　 市の歴史遺産、 郷土の歴史、 民俗等を後世に引き継いでいく ために必要であることから、 基本的に継続し

ます。  

○　 市内に点在する生活文化や歴史資料、 埋蔵文化財などの収集・ 展示・ 活用方法について、 施設のあり方を

含めて検討します。  

　 　 また、 資料の収蔵・ 展示機能に加え、 国が示す体験・ 交流型の機能を高める事業展開を含め、 管理運営の

あり方について検討します。  
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湯沢市防災計画(令和２年２月)（抜粋） 
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（３）その他の計画について 

  
ゆざわジオパーク構想 

（ １ ） 将来像と目的

　 ①　 将来像

　 　 ゆざわジオパークが目指す将来像は、 世界中にゆざわジオパークの情報があふれ、 様々な国

や地域の方々と往来を伴った交流が盛んになっている姿である。

　 　 ジオパークの理念に沿った活動を活発に行い、 ユネスコグローバルジオパークネッ ト ワークの

中でお互いの地域の良さを認め合いながら切磋琢磨しあい、 人的交流を深め、 ユネスコグロー

バルジオパークのブランド 力と地域資源を活用して、 湯沢の生活・ 文化を飛躍的に向上させて

いく 。 そして住民みんなが地域に誇り を持ち、 郷土愛に満ちた持続可能な地域社会が形成され

ることが「 ジオパーク」 の望まれる将来像である。

　 　 ゆざわジオパークもそのよう なジオパークのひとつになっていることが望まれる。

　 　 ゆざわジオパークのキャッ チコピーである「 いにしえの火山の恵み　 あつき雪　 いかして築く

歴史と暮らし 」 は、 まさにかつて活発に活動していた火山の恵みを上手に活用しながら、 東北

日本の日本海側特有の豪雪の中で歴史と生活や産業を築いてきた、 ゆざわの特色を表す言葉で

ある。

　 　 さ らに、 サブキャッ チコピーの「 銀で築き、 清水と共に歩み、 地熱で未来を切り拓く 」 には、

過去から現在、 未来と地球からの恵みを人の営みに活かし 、 地球と共生する持続可能な地域社

会を目指すことが表現されている。

　 　 これらの標語趣旨を誰もが理解し 、 世界でただひとつの「 ゆざわ」 と して認めてもらう 状態

が理想である。

②　 目的

　 　 ジオパーク活動の目指す目的は、 次の2つである。

（  ⅰ ） 地域資源の再認識

　 　 私たちが生活する地域の資源を見つめ直し 、 その地域の持つすばらし さに住民が気付き、

「 ここに住んでいて良かった」 と思う 意識を持つこと 、 そして、 地域に住む人が自分の住む地

域の良さを知り 、 そのことで生まれる郷土愛を育み、 地域に対して誇り を持つことが目的のひ

とつである。

（ ii） 地域資源の保全と活用

　 　 地域が持つすばらしい資源を後世に残すために保護・ 保全をしながら、 一方では教育・ 研究

や地域経済に有効活用する。 「 ジオツーリズム」 や「 グリーンツーリズム」 、 「 体験学習型観

光」 などの新たな観光、 地域の産業や経済活動の活性化に活用し、 湯沢市全体を元気にするこ

とと持続可能なまちにすることが目的である。

　 　 なお、 これらの目的は、 現在国が強力に進めている「 地方創生」 と も大きく 重なっている。

ジオパーク活動を積極的に進めていく ことは、 地方創生実現への一歩になるものである。

　 ２ ． ゆざわジオパークの将来像
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５．計画期間 

 計画期間は、湯沢市総合振興計画の実施計画ともあわせ、令和３年度から令和７年

度までの５か年計画とします。 

 また、毎年度計画の進捗状況等について点検・検証するとともに、本市を取り巻く

社会情勢、法令・国の施策等、及び文化財の状況変化に応じて、計画期間内であって

も適宜見直しを図ります。 

 なお、地域計画の計画期間の変更、市内の文化財の保存に影響を与えるおそれのあ

る変更、及び地域計画の実施に支障が生じるおそれのある変更については、文化庁長

官へ変更の認定を申請することとし、上記以外の軽微な変更に該当する事項について

は、文化庁へ情報提供をすることとします。 
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 第１章 湯沢市の概要  

１．自然的・地理的環境 

 (１)地勢 

 湯沢市は、山形県、宮城県に隣接する秋田県の最南東部に位置し、県都秋田市へは

直線距離で約70km、宮城県仙台市へも同じく約95kmに位置しています。隣接する両県

とは国道13号、108号及び398号で結ばれており、秋田県の南の玄関口となっています。 

 面積は790.91k㎡で、東方から南方にかけては奥羽山脈に、西方は出羽丘陵に囲ま

れており、森林原野が総面積の82.7％を占めています。 

 湯沢市の地形的特徴は、大規模地すべりによって形成された木地山湖沼群、活断層

に沿った断層や扇状地、山岳部のＶ字谷、平野部の河岸段丘などがあります。 

 市内南東部、県境付近の西栗駒一帯は栗駒国定公園に属し、雄大な自然林を有して

いるほか、豊富な温泉群にも恵まれています。 

 市内北西部、市街地を縦断する雄物川は、山形県境に位置する大仙山
だいせんざん

(標高920ｍ)

を源流とする秋田県内最大の流域面積を持つ一級河川です。雄物川とその支流である

皆瀬川、役内川、高松川沿いに豊かな水田地帯を形成しています。 
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湯沢市の地形図         「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R2JHs 66-GISMAP44902号」 
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(２)地質 

 湯沢市の地質は、約9,700万年前にできた白亜紀後期の花崗岩類と変成岩(片岩、片

麻岩など)を基盤とし、漸新世から中新世の火山岩や堆積岩、鮮新世の火山岩と湖成

堆積岩が発達し、それらを覆う更新世の火山岩が分布しています。 

 特に鮮新世に形成された巨大な三途川カルデラ内には湖成堆積物の三途
さ ん ず

川層
がわそう

が発

達し、鮮新世の古環境を示す植物・昆虫化石を産出しています。更新世の火山活動に

よる噴気・噴湯、岩石の変質、鉱床の形成(銀、硫黄、褐鉄鉱)などの諸地質現象が見

られます。 

①鮞状珪
じじょうけい

石
せき

 

秋の宮温泉郷荒湯で形成された、温泉成分の二酸化珪素
け い そ

が細かい石片や、微小な

石英
せきえい

などを核に温泉水の中でゆっくり成長し、卵状に結晶したものです。産地は、稲
いな

住
ずみ

温泉の北東470m先の山中で、かつて盛んに温泉や蒸気を噴出していた地帯です。温

泉孔の周囲に沈殿する温泉沈殿物「珪
けい

華
か

」が長い

間に堆積し厚さ数メートルにもなっており、珪華

にはさまれて厚さ10センチメートルほどの鮞状珪

石が３層になって存在しています。この地帯には、

かつて多くの珪華や鮞状珪石が沈殿し、噴湯が数

個の噴泉塔を形成していましたが、現在はわずか

数箇所の噴湯孔がみられるのみです。 

②川原毛地獄
か わ ら げ じ ご く

（川原毛の酸性変質帯） 

周辺の地質は、三途川層が堆積する以前に、激しい火山活動で形成された虎毛山層

と呼ばれるデイサイト質凝灰岩類からなります。この一帯は、強酸性熱水と噴気作用

により変質し、石英が主成分の白色珪化帯となっています。至る所から火山ガスが噴

出し、白い山肌と奇岩に覆われ、植生の見られない荒涼とした景観がひろがっていま

す。火山ガス噴出の様子や噴出口に硫黄が結晶化した様子が間近で見られるなど、火

山活動観察の適地でもあります。沢伝いにある川原毛大湯滝
か わ ら げ お お ゆ だ き

は、落差20mの温泉が流

れ落ちる、全国でも珍しい滝壺が湯船となった野趣満点の露天温泉です。 

③小安峡
おやすきょう

温泉
おんせん

 

小安峡の地形は、皆瀬川が長い年月をかけ

て刻んだ約８㎞の険しいＶ字谷で、国道から川

底までの高低差は約60mあります。大噴
だいふん

湯
とう

は橋

の上からでも見ることができますが、谷底では

断崖絶壁の三途川層（湖成堆積層）の隙間や割

れ目から、轟音
ごうおん

と共に白煙化した高温の蒸気と

熱湯が噴き出ています。 

「川原毛の酸性変質帯」 

県指定天然記念物 

小安峡大噴湯 
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④鉱山 

 湯沢市には日本有数の院内銀山、松岡鉱山、白沢鉱山など江戸時代から採掘されて

いた鉱山が多数あります。これらの鉱山は、中新世後期の酸性火成岩の活動に伴う鉱

脈型鉱床で、金・銀・銅・鉛・亜鉛などを産出しました。 

④院内カルデラ 

 院内地区は、約800〜600万年前の火山活動で窪地になった「カルデラ」の中にあり

ます。その時に降り積もった火山灰などが固まった岩石（凝灰岩）が院内石
いんないいし

で、院内

の町を中心に直径約６km(約30km²)の範囲に盆地状(カルデラ)に分布しています。軽

石を多く含む院内石は、風化や熱に強く、酒蔵や倉庫などに利用されていました。 

⑤地熱地帯 

 約23万年前に噴火したと考えられる

高松岳一帯は日本有数の地熱地帯で、周

囲よりも地下の温度が高い地域が同心

円状に広がっています。この地域を活用

し地熱開発が進んでおり、現在、稼働し

ている地熱発電所は２か所あります。発

電出力数は74,999㎾と市町村別で全国

３番目となっています。開発調査も３地

点で行われており、再生可能な自然エネ

ルギーとして注目されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地熱開発の状況図 

温泉関係図 
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(３)気候 

 湯沢市の気候は、日本海型の冷温帯気候に属し、内陸性気候で年間の気温差が大き

く、１月と８月の月別平均気温が約25.6℃の差があり（１月平均-1.7℃、８月平均

23.9℃）、風速は一年を通して1.8m/s～2.9m/s前後となっています。 

 また、降水量は、年間1,500mm程度ですが、冬季には積雪が多く、最大積雪量は市街

地で１m超、山間地域では２mに達し、積雪期間は年間100日以上にも及ぶ特別豪雪地

帯に指定されています。昭和48(1973)年11月から昭和49(1974)年にかけての四八
よんぱち

豪雪
ごうせつ

とよばれる明治期の観測以来の記録的な大豪雪時には、山間部の皆瀬地域では324㎝

の最深積雪を記録しています。市街地の湯沢地域でも221㎝を記録し、自衛隊による

除排雪作業が行われました。令和３(2021)年１月にも最深積雪170㎝を記録し、自衛

隊へ災害派遣を要請し除排雪作業が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４)植生  

 湯沢市南東部は、日本海型のブナ－

チシマザサ型で林床にユキツバキを伴

い、ミヤマナラとハイマツが混交し、亜

高山帯針葉樹林が発達しない特異な景

観を呈しており、国定公園に指定され

ています。 

 栗駒
くりこま

国定公園内標高約580ｍに位置

するコケ沼は、ミズゴケ湿原の代表的なものとして貴重であり、壮大な浮島上の自然

景観とその構成に特色があります。特産種コケヌマイヌノヒゲをはじめ、ホロムイソ

ウ、ツルコケモモなど40数種の植物が確認されています。 

 日本最小といわれているハッチョウトンボや腹部が金色に輝くキイトトンボ、ギン

イチモンジセセリ、クロシジミなどの昆虫が多く生息しています。 

木地山のコケ沼湿原植物群落 

(cm) 
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 山形県境に位置する神室山には県の絶滅

危惧IＢ類のキヌガサソウの群生地がありま

す。 

 大滝沢
おおたきさわ

天然ブナ林は、水源の森百選にも選

ばれている大滝沢国有林内にあります。大滝

沢国有林の面積は318.9haで、標高250～600

ｍに位置し、稲川地域に供給するすべての水

道水を賄うと共に、農業用水等を下流の集落に供給していま

す。古くから水源かん養林として大切に守られてきたため、

450種以上の植物が存在します。全国的にも極めて珍しい標

高の低い場所にある天然ブナ林をもつ生態系豊かな森です。 

 丘陵地から山地帯下部は、スギ人工林をはじめ、コナラ、

ミズナラ、クリ、カスミザクラなどからなる二次林が占めて

います。トチ・ミズナラ・サワミ・クリなどの堅果類が極めて豊富で、林地内外にお

いても、各種の果実や草本類(山菜)、菌類(きのこ)が豊富に存在しています。 

 自然豊かな本市では、市街地においても特別天然記念物カモシカを見ることができ

ます。また、貴重なクマタカやイバラトミヨ（ハリザッコ）の生息も確認されていま

す。 

 このほか、ツキノワグマやニホンジカ、イノシシなどもおり、農業被害が発生して

います。 

 

 

  

キヌガサソウ 
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２．社会的状況 

 

（１）人口の動態について 

 人口は、令和２(2020)年３月31日現在、43,914人と平成17(2005)年の合併時の

56,925人から年々減少傾向が加速しており、少子高齢化が進んでいます。 

 また、社人研が公表した2040年時推計では、人口は27,143人まで減少し、65歳以上

の高齢者が51.1％を占め、人口の２人に一人が65歳以上、３人に一人が75歳以上とな

ることが予測されています。 

 一方、人口減少の中、文化財の保存継承が困難になる所有者・管理団体や、地域で

大切にのこしていきたい文化財数は今後増加していくと考えられ、それぞれの負担は

大きくなっていくと予想されることから、市全体で保存継承していく仕組みづくりが

早急に必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：「日本の将来推計人口(平成30(2018)年推
計)」 

（国立社会保障・人口問題研究所）を 
加工して作成 

出典：令和２(2020)年12月 
湯沢市住民基本台帳データから作成 

出典： 
昭和55(1980)年から平成27(2015)年まで 

国勢調査結果（総務省）を加工して作成 
令和２(2020)年 

湯沢市住民基本台帳データから作成 
2025年～2040年 

「日本の将来推計人口(平成30(2018)年推計)」 
（国立社会保障・人口問題研究所）を 
加工して作成 
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（２）土地利用 

 本市は市土面積790.91㎢を有し、平成27(2015)年における土地利用の状況は、農地

8.5％、森林81.2％、原野1.5％、水面・河川・水路3.1％、道路2.2％、宅地1.7％、そ

の他1.8％となっており、自然的土地利用の占める割合が非常に高い地域となってい

ます。 

 

区  分 
平成27(2015)年 

(ha) 
構成比 

(%) 

農 地 6,729 8.5 

森 林 64,266 81.2 

原 野 1,174 1.5 

水面・河川・水路 2,421 3.1 

道 路 1,727 2.2 

宅 地  1,342 1.7 

住宅地 858 1.1 

工業用地 48 0.1 

その他の宅地 436 0.5 

その他 1,432 1.8 

合 計 79,091 100 

市街地 289 − 

 

 

（３）交通 

 市の南北をＪＲ奥羽本線と東北中央自動車道および国道13号が縦断し、東西には国

道108号と398号が交通基盤を形成しています。 

 平成28(2016)年、高規格道路である一般国道13号院内道路の供用開始により、冬期

間の円滑な通行が確保され、市内外の地域との交流・連携による交流人口や物流の拡

大による地域経済の活性化が期待されています。 

交通機関 内  訳 

鉄道 ＪＲ奥羽本線 

①下湯沢駅 ②湯沢駅 ③上湯沢駅 ④三関駅 ⑤横堀駅  

⑥院内駅 

路線バス 羽後交通㈱ 

①湯沢小安線 ②横堀線 ③山田線 ④雄湯郷ランド循環線 

⑤湯沢横手線 ⑥岩井川線 ⑦西馬音内線 ⑧横手小安線 
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交通機関 内  訳 

コミュニティバス ①大門線 

乗合タクシー （定期路線） 

①湯沢沼館線 ②弁天線 

（予約制路線） 

①切畑線 ②石塚線 ③泥湯線 ④泥湯線（雄勝中央病院線） 

⑤岩城線 ⑥三ツ村線 ⑦東山線 ⑧秋ノ宮線 ⑨院内線 

⑩藤倉線 ⑪湯ノ沢線 ⑫若畑線 ⑬沖ノ沢線 

タクシー ４事業者 

①湯沢タクシー（車両37台） ②新生タクシー（車両10台） 

③仙秋タクシー（車両４台） ④小安タクシー（車両２台） 

福祉タクシー ２事業者 

①湯沢タクシー（車両５台） ②新生タクシー（車両１台） 

福祉有償運送 ２事業者 

①雄勝なごみ会 ②みなせ福祉会 

 

 

（４）産 業 

 

①農業 

 本市の経営耕地面積は、総面積の約６％であり、その内、水田面積が約９割を占め

る中、７割には主食用米、加工用米、酒造好適米が作付けされるなど、稲作中心の農

業構造です。また、リンゴやさくらんぼ、ぶどうなどの果樹、大豆などの土地利用型

作物、トマトやきゅうりなどの施設野菜、枝豆やねぎ、アスパラガスなどの露地野菜、

せり、ひろっこなど地域に根付いた特産野菜等の栽培もあわせて行われています。 

 

②商工業 

 800年の歴史と伝統をもつといわれる川連
かわつら

漆器
し っ き

、400年の酒造業や稲庭
いなにわ

うどん等全国

に誇れる優れた地場産業を有しています。 

 地熱の活用は昭和40(1965)年代から、自然環境との調和と再生可能エネルギーの普

及促進の両立を目指して、積極的に進められています。東日本大震災以降は全国的に

も注目され、稼働中の２か所の地熱発電所に加え、市内他地域でも更なる事業拡大に

向けた調査が実施されるなど、「地熱のまち“ゆざわ”」として内外へ発信していま

す。 
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③観光 
 県境付近の西栗駒一帯は雄大な自然林を有し、秋には見事な紅葉を楽しむことがで

きる上、小安峡大噴湯や川原毛地獄、川原毛大湯滝などの自然景観にも恵まれていま

す。 

 また、豊富な温泉も有し、小安峡
おやすきょう

温泉、秋の宮温泉郷、泥
どろ

湯
ゆ

温泉などの秘湯、名湯

が点在します。 

 平安時代の歌人「小野小町」生誕の地と伝えられ、小町の郷ではその歴史をたどる

ことができるほか、夏の夜を彩る七夕絵どうろうまつりや、豪雪地帯ならではの冬の

民俗行事犬っこまつりなど、連綿と受け継いできた湯沢の文化や歴史に触れる四季

折々の伝統行事があります。 

 観光施設や観光行事に年間100万人以上の観光客が訪れています。 

 特に、夏の「七夕絵どうろうまつり」や、冬の「犬っこまつり」は、伝統行事とし

の知名度や人気が高く、県内外から20万人もの見物客が訪れます。 

 

 観光入込客数（人） 

項目／年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 

観光施設入込客数 490,666  563,722  518,458  604,196  597,979  

観光行事入込客数 748,020  741,640  564,795  514,000  565,000  

観光入込客数 1,238,686  1,305,362  1,083,253  1,118,196  1,162,979  

※平成28(2016)年度の観光入込客数は、第139回秋田県種苗交換会入込客数を除く 

 

 観光施設入込客数（人） 

主な観光施設名／年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 

川連漆器伝統工芸館 11,073  10,372  9,608  7,368  6,362  

道の駅おがち「小町の郷」 440,735  442,338  412,808  419,383  417,649  

小安峡温泉総合案内拠点施設 7,180  7,740  8,960  10,876  6,685  

市民プラザ 13,899          

湯沢駅観光案内施設   85,692  68,692  72,354  71,445  

 

観光行事入込客数（人） 

主な観光行事名／年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 

七夕絵どうろうまつり 250,000  266,000  204,000  120,000  165,000  

犬っこまつり 210,000  200,000  160,000  164,000  170,000  

雄勝花火大会 120,000  100,000  60,000  100,000  100,000  

小町まつり 35,000  30,000  30,000  30,000  30,000  
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(５)文化財展示施設について 

 市内には、文化財やその関係資料を展示するための施設が４か所あります。 

 

①雄勝郡会
お が ち ぐ ん か い

議事堂
ぎ じ ど う

記念館
き ね ん か ん

 

 展示施設として最も古く、昭和50(1975)年に県指定を

受けたのち、復元工事等により昭和60(1985)年に記念館

として開館しました。市内の中心地に位置する利便性か

ら、建物の見学と合わせ、文化財展等の企画展に内外か

ら来館されています。 

 

②郷土
き ょ う ど

学習
がくしゅう

資料
し り ょ う

展示
て ん じ

施設
し せ つ

(愛称：ジオスタ☆ゆざわ) 

 建物は、高松地区の長蓮寺遺跡の中に配置さ

れています。当初、旧高松小学校として建築さ

れましたが、学校統合により廃校となり、その

後、一階部分を地区センター、二階部分を、埋

蔵文化財やジオパークに関連する資料の展示施

設として活用しています。市内の小学生の郷土

学習や考古学・ジオパークに興味を持つ方々に

多く利用されています。 

 

③院内
い ん な い

銀山
ぎ ん ざ ん

異人館
い じ ん か ん

 

 奥羽本線のJR院内駅と併設して建築され、外観

の基調はレンガ風で、異人館を想像する佇まいと

なっています。館内には、雄勝地区の歴史文化を

表現する、院内銀山に関する資料や岩井堂洞窟等

の考古資料が常設展示しています。 

 

雄勝郡会議事堂記念館 

郷土学習資料展示施設 

（ジオスタ☆ゆざわ） 

院内銀山異人館 
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④稲庭
い な に わ

城
じょう

 

 稲庭城跡内に建つ観光施設です。お城のイメージそ

のものに、山の高台にそびえ、遠方からも外観が見ら

れ、稲庭地区のランドマークとなっています。展示は、

稲川地域に由来する、中世小野寺氏時代の歴史資料等

が常設されています。 

 

 ＜各施設の状況＞ 

施設名称 建築年月 
延床面積

(展示面積) 

年度別入館者数(人) 

平成28
年度 

平成29
年度 

平成30
年度 

令和元
年度 

雄勝郡会議事堂記念館 明治24(1891)年１月 499㎡ 2,264 2,217 2,066 1,875 

郷土学習資料展示施設 

（ジオスタ☆ゆざわ） 
平成13(2001)年１月 (848㎡) 1,180 1,256 966 1,135 

院内銀山異人館 平成元(1989)年４月 435㎡ 3,257 2,362 2,784 1,765 

稲庭城 平成元(1989)年９月 474㎡ 7,319 8,446 8,325 5,331 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

稲庭城 
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３．歴史的背景 

 

（１）湯沢の通史 

①原始 

 市内の遺跡からは旧石器時代の遺物が発見されていますが、ごくわずかに留まりま

す。約16,000年前に始まったとされる縄文時代の遺跡については、市内全域にわたっ

て多数発見されています。 

 国指定史跡である「岩井堂洞窟
い わ い ど う ど う く つ

」は縄文・弥生・平安時代の三時代からなる複合遺

跡です。洞窟は、約80mに及ぶ厚い凝灰岩の露頭に大小４か所あり、昭和37(1962)年か

ら昭和51(1976)年まで８次に渡り調査が行われました。約8000年前の縄文時代早期の

尖底
せんてい

土器等が出土するなど、県内の数少ない洞窟遺跡

として貴重な史跡です。 

 市内の多くの遺跡は山麓や川の周辺部に分布して

います。昭和48(1973)年に圃場
ほじょう

整備中に発見された

鐙
あぶみ

田
でん

遺跡では、木製遺物を含む縄文晩期最終末期の

遺物が多量に発見されました。河川を中心に、その周

辺で竪穴住居をつくり、人々は生活していました。

一方で、鐙田遺跡は祭祀的区域、もしくは生活のた

めの場所として使用されたのではないかとも考えら

れます。この鐙田遺跡から出土した２点の土偶には特徴的

な髪の表現がされており、「結髪
けっぱつ

土偶
ど ぐ う

」と呼ばれています。 

 秋ノ宮地区の稲
いな

住
ずみ

温泉敷地内で発見された「魚形文刻
ぎょけいもんこく

石
せき

」

は４匹の魚形が刻まれており、同じような刻石が県内各地

で発見されています。この魚形文は単なる文様として刻ま

れたのではなく、魚の供養碑、豊かな川の恵みを願ってつ

くられたものと考えられ、縄文人の精神文化をうかがい知

ることができます。 

 一方、弥生時代の遺跡として判明したのは、岩井堂洞窟、掵上
はばうえ

遺跡などに止まって

おり、加えて古墳時代の遺跡は確認されていません。 

 

②古代 

 奈良時代に入り、天平宝字３(759）年に雄勝
お が ち

城
じょう

が築城されという記述が「続日本記」

にあります。雄勝城は雄勝・平鹿郡内にあったと考えられていますが、どこに築かれ

ていたのかは未だ不明であり、さまざまな説が提唱される等、調査研究が進められて

います。 

「鐙田遺跡出土土偶」 

県指定有形文化財（考古資料） 

「魚形文刻石」 

県指定有形文化財（考古資料） 
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 蝦夷の蜂起を起因として、延暦16(797)年に坂上田村麻呂が蝦夷征討に乗り出しま

した。須川
す か わ

地区の東鳥海神社や稲庭地区の長楽寺
ちょうらくじ

は坂上田村麻呂が開基したとする伝

承があり、三関地区の関口ささら舞も伝えたと言われています。また、蝦夷の首領・

阿黒王（悪路王）が坂上田村麻呂に追われ、山田地区に潜んだという伝説が残ってい

ます。雄勝城は蝦夷征討において重要な役割を担ったとされ、延暦21(802)年には、雄
お

勝
がち

城
じょう

兵の食料として越後国、佐渡国から米や塩を運んだ記録もあります。 

 山田地区には、平安時代作とされる白山

神社の「女
じょ

神像
しんぞう

」や土沢神社の「木造
もくぞう

十一
じゅういち

面
めん

自在
じ ざ い

観音
かんのん

」(元は天台宗土
つち

沢山
さわさん

安楽寺
あ ん ら く じ

の御本

尊)が祀られています。同地区の白山
はくさん

(標高

289ｍ)は古くから信仰の中心地とされ、当

時、神社の麓には松岡寺
まつおかてら

と、その宿坊は10か

所を超え、信仰の山としてにぎわっていた

と推察されます。白山南東裾の丘陵には

松岡
まつおか

経塚
きょうづか

遺跡
い せ き

があり、寿
じゅ

永
えい

３(1184)年、建
けん

久
きゅう

７(1196)年の銘が刻まれた銅製の経
きょう

筒
づつ

が出土しています。建久７(1196)年の経筒

には「山北
せんぼく

雄勝
お が ち

郡
ぐん

松
まつ

丘
おか

□□ 藤原女人」の文字が刻まれており、経筒を埋納できる権

力層がこの地に存在したことを示しています。 

 

③中世 

 鎌倉時代より約400年にわたってこの地を支配してきたのが小野寺氏です。地頭に

命じられた後、稲庭城や湯沢城等を築きました。小野寺氏は下野
しもつけの

国
くに

（栃木県）に本拠

があったため、その一族が当地に入部したと考えられます。 

 小野寺氏ははじめ居城を稲庭城としていました。居城は時代とともに他の地域へ北

上しましたが、市内各地域には、城館が多く建てられ、小野寺氏の重臣が居城しまし

た。 

 小野寺
お の で ら

道
みち

俊
とし

が大永７(1527)年に奉納したと考えられる懸

仏３面は、それぞれの銘文からこの地に熊野三山信仰が伝

えらえたことを物語っており、宗教的権威を通じて支配基

盤を強化する中世武士団の姿がうかがえます。現在でもそ

れぞれの地区で祭礼時には社殿に移し、参拝されています。 

 湯沢市の伝統工芸である川連漆器は、鎌倉時代、小野寺

氏が家臣に武具に漆を塗るよう命じたことが始まりとさ

れ、江戸時代には椀・膳・重箱などの幅広い漆器が作られ

るようになりました。 

「松岡経塚遺跡」市指定史跡 

「懸仏（阿弥陀如来）」 

県指定有形文化財 

（彫刻） 
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 この時代に建てられた板碑が市内全域にわたって多く現存しており、正和５(1316)

年～延文５(1360)年にかけて16基が市指定文化財

となっています。同時期には、造営年代がわかるも

のとしては県内最古の磨
ま

崖
がい

があり、元享２(1322)年

の紀年銘を刻しています。これらの資料からは、当

地の仏教伝播の経緯を見てとることができます。 

 また、旧山田
きゅうやまだ

八幡
はちまん

神社
じんじゃ

に納められていた獅子頭に

は「永和２(1376）年」の銘があり、昭和30(1955)年

代まで獅子まわしが行われていました。紀年のある

ものとしては県内最古のものです。 

 

 

④近世 

 戦国期を迎え、この地に最上軍勢が侵攻してきました。天正９(1581)年、小野寺領

であった山形県最上郡真室川
ま む ろ が わ

町の鮭
さけ

延
のべ

城が最上軍によって攻められ、城主鮭延秀綱
さけのべひでつな

が

降伏しました。天正14(1586)年、小野寺義道
お の で ら よ し み ち

は領地を取り戻そうと最上領に侵攻しま

した（有谷峠
ありやとうげ

合戦）が、かないませんでした。 

 小野寺氏の支城はことごとく落城し、大森城（横手市）と横手城（横手市）を残す

のみとなりました。落城後の湯沢城は最上勢の楯岡豊前守満重
たておかぶぜんのかみみつしげ

、岩崎城には原田
は ら だ

大膳
だいぜん

が居城しました。 

 慶長７(1602)年、佐竹義宣
さ た け よ し の ぶ

が秋田遷封となり、佐竹南家三代義
よし

種
たね

が、最上・伊達氏

に近く領内南部の要所であるこの地に湯沢城代として入ります。南家支配の下、羽州

街道・小安街道の整備や人工水路である湯沢
ゆ ざ わ

大堰
おおぜき

の開削等により、産業や流通経路が

発達しました。愛宕町の一里塚は、江戸時代初期、羽州
うしゅう

街道
かいどう

の湯沢の南の入口に築か

れたもので、当時は街道の両側に対をなしていましたが、現在は、街道の西側のみが

残っています。 

 慶長11(1606)年には日本三大銀山の

一つである院内
いんない

銀山
ぎんざん

が発見されまし

た。年間産出量日本一を記録するなど、

秋田藩の財政を支える財源として貴重

な鉱山でした。天保13(1835)年には、

久保田城下を凌ぐほど隆盛を極めまし

た。院内銀山という大量消費地を抱え

たこの地では、酒造が盛んになり、元

和元(1615)木村角右衛門
き む ら か く え も ん

によって市内

「旧山田八幡神社獅子頭」 

県指定有形民俗文化財 

 

院内銀山町全盛期街並(明治28年頃) 
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最古の酒蔵が創業を始めました。最盛期には20種を超える銘柄があったといわれてい

ます。 

 元禄５(1702)年、南家七代義安
よしやす

に、京都より鷹司家
たかつかさけ

諸大夫の娘が輿入れします。京

都の雅さを偲ばれる奥様の様子に心を痛め絵どうろうを飾るようになったことが、

「七夕絵どうろうまつり」の起源といわれています。また、「犬っこまつり」も佐竹

氏の時代を起源とし、元和(1615～1623)年間にこの地を襲った大盗賊「白討」をお殿

様が退治して以降、平穏を願った民が

魔除けや厄払いのために餅で小さな

犬を作り飾ったのが始まりとされま

す。愛宕
あ た ご

神社
じんじゃ

祭典
さいてん

では、古くから

神渡行列
しんとぎょうれつ

が行われていて、江戸時代末

期から町人による大名行列が合わせ

て行われるようになりました。明和３

(1766)年の「佐竹南家日記
さ た け み な み け に っ き

」にお殿様

がご覧になったという記述があり、歴

史ある祭礼です。 

 慶長(1596〜1614)年間に小安
お や す

温泉が

開発されます。元禄５(1702)年に

新五郎が湯
ゆ

ノ
の

岱
たい

に湯を開いたとさ

れています。寛政９(1797)年に富

谷松之助が川原毛硫黄山を請山と

しており、その頃より泥湯温泉は

使用されていました。 

 天明４(1784)年に紀行家菅
すが

江
え

真澄
ま す み

が幡
はた

野
の

地区に入り、市内を周

遊しています。著作「雪の出羽路
い で わ じ

 

雄勝郡
お が ち ぐ ん

」には「小安
お や す

峡
きょう

大噴
だいふん

湯
とう

」や

「川原毛
か わ ら げ

地獄
じ ご く

」が描かれています。 

 慶応４(1867)年に戊辰戦争が勃

発し、湯沢・雄勝地域が戦場とな

りました。市内には戊辰戦争の慰

霊碑が各所に建立されています。 

 

 

 

義
舜

よ
し
き
よ

義
篤

よ
し
あ
つ

義
昭

よ
し
あ
き

義
重

よ
し
し
げ

15代

16代

17代

18代

初代

義
里

よ
し
さ
と

義
尚

よ
し
ひ
さ

2代

3代

義
種

よ
し
た
ね

4代

義
章

よ
し
あ
き

義
著

よ
し
つ
ぐ

5代

義
敞

よ
し
と
し

6代

義
安

よ
し
や
す

7代

義
伯

よ
し
の
り

8代

義
持

よ
し
も
ち

9代

義
舒

よ
し
ゆ
き

10代

義
良

よ
し
さ
ね

12代

義
珍

よ
し
は
る

13代

義
孟

よ
し
た
け

14代

義
誠

よ
し
な
り

15代

義
隣

よ
し
ち
か

16代
（
早
川
氏
）

義
以

よ
し
こ
れ

11代
（
早
川
氏
）

義
雄

よ
し
お

17代
（
早
川
氏
）

女

義
質

よ
し
も
と

18代
（
早
川
氏
）

義
輔

19代

よ
し
す
け

義
惇

20代

よ
し
あ
つ

義
宏

21代

よ
し
ひ
ろ

佐竹南家

佐竹宗家

「愛宕神社祭典（神渡行列並びに大名行列）」 

市指定無形民俗文化財 

佐竹南家の系図 
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⑤近代・現代 

 明治３(1870)年に岩崎
いわさき

藩が成立し、その後廃藩置県により岩崎県が誕生します。し

かし、翌年には秋田県に統合され、岩崎県は

短命に終わってしまいます。 

 明治14(1881)年の東北御巡幸の際、明治

天皇が院内銀山を視察した９月21日は「鉱

山記念日」とされているほか、入坑した坑口

は「御幸坑
み ゆ き こ う

」と名付けられました。 

 昭和９(1934)年には「山内家
や ま う ち け

住宅
じゅうたく

」が竣工

しています。山内家は文化元(1804)年から

昭和にかけて呉服商を営んでいました。建

設当時は世界恐慌、昭和東北
とうほく

大飢饉
だ い き き ん

といった出来事が重なった時期であり、地域労働

者を救うための雇用対策として私財を投じた社会貢献が大きな目的であり４年の歳

月をかけて建築されました。 

 昭和21(1946)年に松岡
まつおか

鉱山
こうざん

が休山、昭和29(1954)年には院内銀山が閉山、昭和

41(1966)年に川原毛硫黄山が閉山するなど、かつて隆盛を築いた鉱山が相次いで閉山

し、その役目を終えています。 

 昭和29(1954)年に湯沢市制が施行されます。昭和30(1955)年には院内
いんない

・横堀
よこぼり

・秋
あき

ノ

宮
みや

・小野
お の

が合併し雄勝
お が ち

町
まち

が誕生しました。また、昭和31(1956)年に稲庭
いなにわ

、川連
かわつら

、三
みつ

梨
なし

、

駒形
こまがた

が合併し稲庭
いなにわ

川連
かわつら

町
まち

が誕生、昭和41(1966)年には稲川町
いなかわまち

に改称しました。 

 平成に入り、平成17(2005)年に湯沢市・稲川町・雄勝町・皆瀬村
み な せ む ら

が合併し、現在の

湯沢市が誕生しました。平成24(2012)年にはゆざわジオパークに認定されています。 

  

「旧院内銀山（御幸坑）」県指定史跡 
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（２）産業史 

 

①農業史 

 湯沢市は東方から南方にかけての奥羽山脈、西方の出羽丘陵に囲まれ、それらの

山々を源に、南北に貫流する雄物川と、その支流である皆
みな

瀬川
せ が わ

や役
やく

内川
ないがわ

沿いに豊かな

水田地帯を形成する穀倉地帯です。本市の農業は、西栗駒一体の豊富な水系による豊

かな土壌や内陸性気候による寒暖差を活かした作物の生産が盛んで、県内でも有数の

農産物の産地として発展してきました。 

 古くから稲作が行われており、佐竹義宣
さ た け よ し の ぶ

が秋田に入部して以降は、慶長８(1603)年

から行われた先竿、慶長19(1614)年頃から行われた中竿、正保４(1647)年から行われ

た後竿と呼ばれる検地によって、年貢が算出されました。市内には、年貢や物納、労

働義務の規定等が書かれた「御黒印御定書
ご こ く い ん お さ だ め が き

」が残っている地域もあります。 

 江戸時代末期から明治時代にかけて、秋田県を代表する２人の老農、高橋正作
たかはししょうさく

は肝

煎を務めた際、凶作時に献身的な農民救済を行って村を救いました。糸井茂助
い と い も す け

は「糸

井豆」と呼ばれる多収品種の大豆を作り上げたほか、県内の様々な地域で農家に指導

を行いました。この両人は明治12(1879)年に秋田県勧業課御用係に任命されるなど、

農業振興に尽力しました。同じく明治時代に、「農聖」と呼ばれた石川理紀之助
い し か わ り き の す け

や地

域の農業指導者が北海道からサクランボやリンゴ、西洋ナシなど、西洋果樹の苗木を

買い付けました。当初、西洋果樹は異国のモノであることや栽培方法が不明なことも

あり、地域の人々から敬遠されていましたが、秋ノ宮地区で実験栽培が成功したこと

から普及し始めました。三関
みつせき

地区では東鳥海山
ひがしちょうかいさん

の扇状地を利用

したサクランボ栽培やリンゴ栽培が盛んになりました。現在で

も、沿道はフルーツラインと呼ばれており、湯沢市は県内にお

けるサクランボ栽培の５割以上を占める主要産地です。 

 また、三関地区ではセリ栽培も盛んです。扇状地から湧き出

る豊富な伏流水を利用した品質のよい「三関せり」は、冬の伝

統野菜として県内外から注目されています。 

 菅和三郎
す が わ さ ぶ ろ う

氏が創設した「秋の宮いちご生産出荷組合」の手掛

けるいちごは、特別豪雪地帯の寒冷地であることを利用し、い

ちごの出荷を遅らせることに成功しました。全国的にハウスを

利用した栽培が主流である中、湯沢市における露地の作付面積

は全国最大級を誇ります。 

 現在、湯沢市では農家戸数や農業就業人口ともに加速的な減少傾向にあり、米価の

下落による稲作農業の衰退や担い手の不足など、農業を取り巻く情勢は厳しさを増し

ています。   

サクランボ 

 

リンゴ 
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②商工業史 
＜稲庭うどん＞ 

 日本三大うどんのひとつに数えられる稲庭う

どんは、寛文(1661～1672)年間に稲庭字小沢の

佐藤市兵衛
さ と う い ち べ え

が始めたと言われています。原材料

となる小麦が作られた背景には、産地の三梨町

宮田、京政地区はかつて水利が悪く稲作には困

難な事情があったからと伝えられています。文

化11(1814)年にこの地を訪れた菅
すが

江
え

真澄
ま す み

は、「雪

の出羽路 雄勝郡」の中に、「御用、粟索麺
あわそうめん

、ま

た小豆索麺
あ ず き そ う め ん

、百合麺、かたくりを、もても、索麺
そうめん

を索
な

うやどあり、佐藤長太郎という」

と記しています。また、佐藤清司
さ と う せ い じ

著『稲庭古今
い な に わ こ こ ん

事蹟誌
じ せ き し

』(市指定有形文化財)の中では、

「稲庭干温飩の製造は、小沢
こ ざ わ

の佐藤市兵衛
さ と う い ち べ え

家に始まり、元禄３(1690)年、藩主御用を

賜ったこと、その子孫長治
ちょうじ

右
え

衛門
も ん

、長太郎が跡を継いだものの、その後廃業。同時期

に佐藤吉左衛門
さ と う き ち ざ え も ん

が干温飩製造業を興した」と記しています。 

 一子相伝の製法のため、当時は生産量が限定され、ほとんどは藩への御用達でした。

その後、皇族や明治政府高官らの御用達にもなります。 

 近代に入り、好景気や生活水準の高まりの中で、稲庭うどんの需要は増していき、

製造所も増え、手軽に口にすることができる食品となりました。現在では、湯沢市を

代表する特産品として、地域経済の中心を担っています。 

 

＜酒造業＞ 

 豊臣家の重臣・木
き

村
むら

重成
しげなり

の一族が始めたとさ

れる木村酒造の創業は、元和元(1615)年と言わ

れており、秋田県内でも２番目に古い歴史を持

つ酒蔵です。 

 特別豪雪地帯である湯沢市は、冬期は寒冷な

地域で、清冽な水に恵まれています。また、院

内銀山が栄えたことで、多くのお酒が消費され

るようになり、酒蔵も増加していきました。 

 明治時代に入り、官業鉱山として、また明治17(1884)年に古河
ふるかわ

市
いち

兵衛
べ え

に払い下げら

れた後も盛況を極めた、院内銀山という大量消費地を抱え、湯沢市の酒造業は徐々に

発展していきました。明治27(1894)年の雄勝郡内の酒造税は秋田県内の６％を占め、

仙北郡に続いて２番目となっています。 

市内酒蔵の瀬戸樽 

 

 

「稲庭うどん御用版木」 

市指定有形文化財（歴史資料） 
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 酒の品質向上に努めるべく、灘や伊丹に赴き酒造りの技術を学んだり、杜氏を招い

て指導を受けたりするなど、酒の品質向上に努める酒蔵も出てくるようになりました。 

 明治40(1907)年に、「両関
りょうぜき

」(明治７(1874)年創業)が第１回清酒品評会で一等賞を

獲得、大正10(1921)年には名誉賞を受賞したほか、「爛漫
らんまん

」(大正11(1922)年創業)や

「志
し

ら菊
ぎく

」(安政２(1855)年創業)といった湯沢銘酒が次々と受賞し、東北の灘と呼ば

れ湯沢の名を全国に轟かせました。 

 第二次世界大戦後、不足する日本酒の量を補うように、全国的に増産体制が整えら

れ、日本酒作りも機械化が進み、技術も大幅に前進しました。記録では昭和28(1953)

年、湯沢市では13場が酒造りを行っています。現在も世界中の人々に愛される酒を湯

沢から発信し続けています。 

 

＜漆器業＞ 

 国の伝統的工芸品にも指定されている川

連漆器の始まりは鎌倉時代と言われていま

す。源頼朝からこの地を安堵され、稲庭城を

築いた小野寺
お の で ら

重道
しげみち

の弟、道則
みちのり

が川連
かわつら

町
まち

大舘
おおだて

の地に館を立て、家臣らに武具へ漆を塗ら

せたのが始まりとされています。文書には

秋田藩の「他領出物価付考」の中に「大舘

椀」の名前が記されているほか、髙
たか

橋
はし

利
り

兵衛
へ え

家文書にも、川連村を中心に約26戸が椀師稼業を行っていたことが記されています。

江戸時代初期は農業の傍ら椀師稼業を行った、家内工業による細々としたものでした。 

 天保の末から新たに重箱や膳などの角物にも分野が広がり、販路も拡大されました。

さらに蒔絵や沈金の技術が導入されたほか、皆瀬川を利用した原材木の運搬などによ

って大いに活況を呈しました。明治２(1868)年、漆器の生産額二千両と藩の記録に残

っています。 

 昭和30(1955)年頃からは、川連
かわつら

漆器
し っ き

の技術を活かした仏壇も製造されるようになる

など、長い歴史を持つ伝統技術は庶民の生活にも根付いています。 

  

川連漆器(経済産業大臣指定伝統的工芸品) 
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＜木工業＞ 

 湯沢市は森林地帯としての自然環境に恵まれており、古くから木挽
こ び き

の技術が発達し

ていました。三関地区には木挽師・高橋長松を称えた碑が門人によって建てられてい

ます。 

 明治38(1905)年に奥羽線が開通されると、木材の輸送が容

易になり、製材業が発達しました。明治39(1906)年には東京

の材木問屋・高橋
たかはし

徳太郎
と く た ろ う

が、湯沢の木材資源が豊富であるこ

とに着目し、製材所を創業します。 

 明治43(1910)年には沓澤熊之介
く つ ざ わ く ま の す け

が「秋田曲木製作所」を設立

しました。曲木はブナやナラを蒸して型に沿って曲げ、それ

を乾燥させて家具を作る技法です。翌明治44(1911)年には「秋

田木工株式会社」となり、これまでに公益財団法人日本デザ

イン振興会が主催する「グッドデザイン賞」を受賞する家具

を数多く制作しています。日本唯一の曲木家具専門ブランドと

して、優雅な曲線を描き、軽量で丈夫な曲木家具の技法は、湯

沢の家具職人の手により、今もなお受け継がれています。 

 

（３）災害史 

 

①飢饉 

 江戸時代の三大飢饉として、宝暦・天明・天保の飢饉があります。宝暦５(1755)年

には田植え時の低温とその後の長雨にたたられ、穂が出た９月下旬頃には雪が降りま

した。佐竹
さ た け

南家
みなみけ

日記
に っ き

にも同年８月26日（現在の10月１日頃）に「天気少風吹」の記述

があります。当時は晩稲種が多く栽培されていたので天候にも左右されがちでした。

藩では作食米（凶作・飢饉における救済のための食料）を支給しましたが、それでも

多くの死者が出ました。天明４(1691)年の飢饉も冷害であり、平坦地よりも山間部の

作柄が良くありませんでした。天保の飢饉は長期にわたり、天保２(1831)年から天保

７(1836)年にかけて天候異変により凶作や不作が続きました。 

 特に天保４(1833)年は「巳年のケカチ（飢渇）」と呼ばれ、秋田領だけでなく東北

地方全体を襲いました。食を求めてさまよい、のたれ死にした者も多くいました。 

 

②洪水・地震 

 万治３(1660)年、雄物川の濁流で川が欠け、西方へ移動しました。このとき、若狭

村が押し流され、人々は山田村上宿
やまだむらかみしゅく

と下関村本内に移住しました。この洪水は「若狭

流れ」と言われています。また、元禄14(1701)年、「白
しら

髭
ひげ

の水」と呼ばれる大洪水が

スタッキングスツール 

（秋田木工株式会社） 
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起こりました。秋ノ宮の又右衛門
ま た え も ん

の夢枕に白髭明神が立ち、使いの狐が村中を回って

異変の前兆を告げたと言われています。 

 享和元(1801)年に発生し、本荘藩や庄内藩に甚大な被害を与えた象潟
きさかた

地震
じ し ん

について、

佐竹南家日記には「夜四つ時頃地震、拙者
せっしゃ

共
ども

はしめ、いつれもお伺 罷 出 候
おうかがいまかりいでそうろう

、古来
こ ら い

稀成
まれなる

強
つよ

キ
き

地震也
じ し ん な り

」と記されています。 

 明治27(1894)年には豪雨による大水害があり、道路・橋梁
きょうりょう

の流
りゅう

亡
ぼう

決壊
けっかい

、河川堤防

の毀損
き そ ん

決壊などが発生しました。明治29(1896)年には真昼地震(六郷地震)と呼ばれる

大地震がこの地を襲いました。明治43(1910)年８月の大雨洪水では、役内川
やくないがわ

・皆瀬川
み な せ が わ

・

高松川
たかまつがわ

に続いて本流の雄物川が氾濫し、温泉宿が流されるなど死者21名、全壊３戸、

土地の流出埋没が800ヘクタール等の被害を与えました。当時田畑を失った住民は北

海道置戸町
おけとちょう

に集団移住しており、現在でも秋田地区とい

う地名が残っています。 

 昭和22(1947)年７月23日夜の大雨により雄物川が大氾

濫し、鉄道路線まで濁流がひたし、流失・冠水による水田

の甚大な被害が発生しました。その後、８月１日には再度

出水し、岩崎地区の鉄橋が落下流出しました。この洪水の

ため、８月12日に昭和天皇が山田村に御臨幸されました。

これには戦後間もない日本において、天皇自ら戦災と復

興の状況を確かめるという目的もありました。山田地区

センターの敷地内には昭和天皇の行幸記念碑が建てられ

ています。 

 

③火災 

 貞享２(1685)年６月15日、川原毛硫黄山が火災し、佐竹南家は検使の派遣や近郷に

加勢を依頼しました。消火に当たった人足は三日間で900人を数え、担当した検使の

報告では「硫黄の煙がかかった所は、草木がまるで紅葉したように赤く変わり、枯れ

果てていた。こんな光景は見たことがない。」と「佐竹南家日記」に記録されていま

す。 

 天明３(1783)年６月28日暮六つ時に田町より出火し、その後大町に飛び火し、約45

軒が焼失しました。また４人が煙に巻かれて亡くなっています。文政２(1819)年４月

８日には大町から出火し、柳町・田町・八幡宮
はちまんぐう

御堂
み ど う

等、約80戸が焼失しました。慶応

３(1867)年４月12日は雷により湯沢新地４軒が焼失、他地域でも山田村２軒、切畠村

１軒が焼失しました。慶応４(1868)年には陣宿から出火し、強風のため600軒ほどが

焼失しました。 

山田村天皇陛下行幸記念碑 
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 近代においても、明治11(1878)年湯沢地区柳町より出火し41軒が焼失したほか、大

正14(1925)年９月10日には同地区柳町より出火し、400軒が焼失しました。「湯沢大

火」と呼ばれ、警察署や郵便局も焼失しました。 

 大英帝国（現在のイギリス）出身の紀行家、イザベラ・バードは、明治11(1878)年

に来日し、７か月にわたって関東、東北、北海道、関西地方を旅行し、明治23(1890)

年に「日本奥地紀行」を出版しました。バードは明治11(1878)年７月18日に湯沢市の

院内地区に入っており、院内の景色の美しさや、当時同地区で起こった宿場の火事に

ついて記しています。 

 

④ツツガムシ 

 雄物川流域では古くからツツガムシ病の発生地として知られていました。ツツガム

シ(ケダニ)は通常、雄物川の河原に高密度に生息し、氾濫
はんらん

と同時に田畑や家屋に浸入

し、人に害を与えます。当時、ツツガムシ病は治療法もなく、死亡率も高い病気でし

た。弁天地区の角間集落は川岸にあったため、毎年のようにツツガムシに刺される人

が出ており、集落の神社には「ケダニ地蔵」が祀
まつ

られています。また、伝統文化であ

る「湯沢凧」のひとつ、「まなぐ凧」は、江戸時代にツツガムシ退治を祈願し、鬼女

の顔絵を描いたことが始まりとされています。 

 このツツガムシ病の研究に尽力したのが「ケダニ博士」と呼ばれた田中
た な か

敬助
けいすけ

氏です。

帝国大学医科大学を卒業し秋田県へ帰郷した氏は、当時「ケダニ病」と恐れられてい

たツツガムシ病の研究に着手しました。明治25(1892)年、ケダニが人間の体を刺すこ

とによって病毒が体内に送り込まれ発病するということを論文で発表しました。その

後、帝国軍人となる若者がケダニ病にかかるという事態を重く見た秋田県議会は、氏

への研究調査費の支給を決定しました。研究の結果、人間を刺すケダニと野ネズミな

どの耳に付着するケダニの種類が異なることを発見しました。氏は秋田から拠点を移

すことなく、50年以上に渡って研究を続けました。 

 現在では、ツツガムシ病に対する治療薬や診療法が開発されてい

ますが、いまだにワクチンや予防薬は開発されていません。病原菌

を持っているとされるツツガムシの種類は主にアカツツガムシ、フ

トゲツツガムシ、タテツツガムシの３種類ですが、そのうちアカツ

ツガムシによる病は、「古典型

ツツガムシ病」と呼ばれ、田中

敬助氏らの研究の甲斐もあり、

現在はこの種類による患者数は

少なくなっています。 

  

「湯沢凧（まなぐ凧）」 

市指定有形民俗文化財 

 

「ケダニ地蔵尊社」 
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（４）所縁
ゆ か り

の人物 

 

 湯沢市の歴史文化、産業振興等に、ゆかりのある代表的な人物を紹介します。 

 

①小野小町
お の の こ ま ち

(生没年不詳) 

 六歌仙、三十六歌仙に数えられる平安時代の歌人。その生涯は謎に包まれており、

全国各地に小野小町ゆかりの地があります。湯沢市小野地域も生誕・終焉の地といわ

れ、岩屋堂
い わ や ど う

などの多くの遺跡や伝承が守り継がれています。 

 

 

②了
りょう

翁
おう

道
どう

覚
かく

(1630-1707) 

 八幡
や わ た

出身の黄檗宗
おうばくしゅう

の僧侶。10代半ばから全国の寺社で厳しい修行を重ね、25歳の時

には渡来した明の高僧隠元
いんげん

禅師の弟子となり求道に励みました。35歳の時に製造を始

めた霊薬「錦
きん

袋
たい

円
えん

」が大いに売れ、その収益はすべて全国各地の寺院に寄進する大蔵

経や書籍の購入、寺院の改修、社会奉仕に費やしました。貞
じょう

享
きょう

元(1684)年には、東叡

山寛永寺に勧学講院を設立し、講堂、経堂、文庫などを築き、国内外典籍約３万巻を

寄進しました。こうした功により輪王寺宮から勧学院権大都法印に任命されました。 

 

 

③後藤
ご と う

逸女
いつじょ

(1814-1883) 

 幕末から明治にかけての領内を代表する歌人。本名は「逸
いつ

」。川連
かわつら

に生まれました。

井上武兵衛
い の う え ぶ へ い

に蒔絵を習って読み書きを覚えました。様々な習い事をした中でも和歌に

天分がありました。17歳で結婚し一子を得ましたが、夫と死別。その後久保田と往復

して、藩の見廻り役の大山
おおやま

好古
よしふる

(隼人)や村井
む ら い

政
まさ

直
なお

などから和歌や国文を学びました。 

 佐竹氏の江戸藩邸出入りを許され、農耕の傍ら歌作に励み、すぐれた歌稿歌集を数

多く残しています。農聖といわれた石川理紀之助
い し か わ り き の す け

も弟子の一人です。 
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④伊藤仁右衛門
い と う に え も ん

(1883-1961) 

 湯沢市長。九代目仁右衛門。明治の産業振興期に義弟の伊藤忠吉
いとうちゅうきち

と力を合わせて寒

地醸造法を開発、大正11(1922)年には秋田銘醸株式会社を創立してその取締役、同

15(1926)年雄平酒造組合長となり、酒造業の発展に尽力し、今日の「酒の秋田」を築

いた一人です。 

 

 

⑤山下
やました

孫
まご

継
つぐ

（1909-1978) 

 教師。湯沢市の考古学研究において、多大な影響を与えた人物。明治42(1909)年香

川県琴平町
ことひらちょう

に生まれました。昭和８(1933)年、早稲田大学を卒業後、昭和25(1950)年、

秋田県公立学校教諭となり、湯沢北高等学校に赴任。昭和26～27(1951-52)年に行わ

れた特別史跡大湯
お お ゆ

環状列
かんじょうれっ

石
せき

の発掘調査への参加を機に考古学に傾倒しました。 

 氏は、地域の発掘調査に携わり、岩井堂洞窟調査をはじめ、報告書の作成や学生へ

の遺跡調査の指導に尽力しました。 
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 第２章 湯沢市の文化財の概要と特徴  

 湯沢市にのこる貴重な文化財のうち、文化財保護法、秋田県文化財保護条例、湯沢

市文化財保護条例に則り、国・県・市あわせて169件が指定・登録されています。 

 
 

湯沢市指定等文化財一覧表 
（令和３年８月 31 日現在） 

【指定文化財】                           （単位：件） 

種   別 国指定 県指定 市指定 計 

有形文化財 

（106） 

建  造  物  2 5 7 

絵     画   7 7 

彫     刻  7 10 17 

工     芸  1 12 13 

書 籍 ・ 典 籍   7 7 

古  文  書  1 13 14 

考 古 資 料  3 15 18 

歴 史 資 料   23 23 

民俗文化財 

（13） 

有形民俗文化財  1 4 5 

無形民俗文化財   8 8 

記 念 物 

（30） 

遺     跡 1 3 15 19 

植物・地質鉱物 1 2 8 11 

計 2 20 127 149 

【登録文化財】 

 

 

 

 

【記録選択文化財】 

 

 

 

 

 

 

  

種   別 国 計 

登録有形文化財（建造物） 19(５か所) 19(５か所) 

種   別 県選択 計 

記録選択無形民俗文化財 1 1 
「山内家住宅主屋」 

国登録有形文化財 
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１．指定等文化財の概要と特徴 

 

 湯沢市には、考古資料から現代に至るまで、様々な文化財が残されており、その数

は、指定・登録をあわせ169件にのぼります。 

 指定・登録文化財には、慶長11(1606)年に発見され、日本三大銀山の一つと称され

た院内銀山の影響を受けたものが数多くあります。院内銀山は昭和29(1954)年に閉山

となるまで、日本を代表する銀山として藩の財政を支えました。明治14(1881)年９月

21日、明治天皇が御巡行の際に見学された五番坑は「御幸
み ゆ き

坑
こう

」と改められ、「金山
かなやま

神
じん

社
じゃ

」、「早房坑
はやぶさこう

」と共に当時の銀山の様子を伝えています。金山神社鳥居近くに立つ

シダレザクラもその一つです。 

 湯沢市を代表する産業、「醸造」も院内

銀山の恩恵を受けた一つであり、「両関
りょうぜき

酒造
しゅぞう

」は、明治７(1874)年に味噌から酒の

醸造に転換し、全国清酒品評会で表彰を

受けるなど、全国にその名を知らしめま

した。両関酒造本館は大正12(1923）年の

建築で、伝統的な町屋形式の意匠による

建物です。本館のほか、明治から大正期に

建てられた１号蔵から４号蔵までの５棟が、

平成８(1996)年に県内初の国登録有形文化財に登録されました。雄勝郡最古の醤油醸

造元として安政２(1855)年に創業した「石孫本店」の蔵もその後、登録されています。 

 旧院内
きゅういんない

尋常
じんじょう

高等
こうとう

小学校
しょうがっこう

校庭の石垣には院内銀山の鉱滓
こうさい

が使用されており、当時の銀

山のまちを物語る貴重なものとして現存しています。 

 また、市内には、戦後の日本を代表する

建築家、白井
し ら い

晟一
せいいち

が手掛けた建造物が多

く残されています。戦時中、白井氏が家財

道具を秋ノ宮地区の押切氏に預かっても

らったことが、湯沢市との関わりを持つ

きっかけと言われています。昭和

34(1959)年には旧湯沢酒造会館として

「四
し

同舎
どうしゃ

」が建築され、昭和28(1953)年に

東京で建築された試作
し さ く

小住宅
しょうじゅうたく

は、平成19(2007)年に湯沢市に移築され「顧
こ

空
くう

庵
あん

」と名

づけられました。これらの２棟は国登録有形文化財に登録さています。 

 市内には東鳥海神社や白山神社、稲庭地区の三嶋神社など、坂上田村麻呂が建立し

たと伝える寺社も多く存在します。岩崎
いわさき

八幡
はちまん

神社
じんじゃ

は寛治元(1087)年に源義家が建立し

「両関酒造本館」国登録有形文化財 

「四同舎（旧湯沢酒造会館）」国登録有形文化財 
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たと伝えられています。本殿は寛政２(1790)年建立であり、拝殿の屋根や扇紋は明治

４(1871)年に廃藩となった岩崎藩の藩庁を移築したものです。白山神社の社殿は延享

２(1745)年の建立で、白山神社の建つ松岡地区は古来より山岳信仰に由来する修験が

盛んな土地であり、祭神は平安時代の作と考えられる「女神像
じょしんぞう

」を祀っています。 

 内町の八幡神社の社殿は、明治14(1881)年に東北御巡幸中の明治天皇が宿泊された

行在所を移築したものです。八幡神社は、南家三代義
よし

種
たね

が常陸
ひたちの

国
くに

から奉還したと伝えらえる由緒ある神社です

が、文政２(1819)年の大火で社殿を失います。明治

15(1882)年十六代義隣
よしちか

を発起人とする八幡神社の再建

をはかる人々により、この行在所が社殿として移築保

存されました。 

 この八幡神社に南家四代義
よし

章
あき

が寛永３(1626)年に奉

納したものが八幡
はちまん

大菩薩
だ い ぼ さ つ

像
ぞう

御正躰
みしょうたい

です。一般的に八幡

神の本地仏
ほ ん じ ぶ つ

は阿弥陀
あ み だ

如来
にょらい

ですが、この御正躰は愛染
あいぜん

明王
みょうおう

とすることが特筆されます。源氏の守護神である鶴岡八幡宮の修法を先例として

おり、「源氏直系の八幡信仰」に連なる稀有な作例といえます。 

 「旧妙応山
きゅうみょうおうざん

金剛院
こんごういん

（天保10(1839)年建立）」

は、もと妙応山普徳寺と称する天台宗の寺

院で、戦国時代には鮎川(相川)城主小笠原

能登守の祈願所でした。のちに修験に改宗

して妙応山金剛院としました。明治３

(1870)年、神仏分離令により、金岡千座に

改名し神道となりました。建物は天保

10(1839)年に建てられており、当地の修験

史を知る上でも、貴重な建造物です。茅葺

の大屋根を残しつつ、今も生活の拠点とさ

れている貴重な建物です。 

 市内には平安から鎌倉時代の作とされる仏像が多く、ケヤキ材一木造の「女神像
じょしんぞう

」

（松岡白山神社）や、別名「たにし観音」として地域から愛されている丈六仏
じょうろくぶつ

の「木
もく

造
ぞう

十一面
じゅういちめん

自在
じ ざ い

観音
かんのん

」、かつて隆盛を極めた院内銀山の寺から受け継いだ「木造
もくぞう

阿弥陀
あ み だ

如
にょ

来
らい

立像
りゅうぞう

」などが県指定有形文化財に指定されています。 

 

「旧妙応山金剛院」 

市指定有形文化財（建造物） 

「八幡
はちまん

大菩薩
だいぼさつ

像
ぞう

御正躰
みしょうたい

」 

市指定有形文化財(彫刻) 



- 46 - 

 

 民俗芸能として今も語り継がれている山の神の信仰は、「番楽」として現在も各地

域で継承され祭典の際等に披露されてい

ます。慶長(1596～1615)年間に始まった

とされる「切畑番楽
きりはたばんがく

」「高松番楽
たかまつばんがく

」を始め、

「板戸番楽
い た ど ば ん が く

」「役内番楽
やくないばんがく

」など、その地域

の修験の山に集う修験者、山伏行者によ

り伝えられてきました。役内番楽は山形

県小国方面の山岳信仰の修験者、神室
か む ろ

山
さん

伏の一行によって伝えられたといい、地

域にある鏑山に祈願すれば悪病に罹るこ

と少なく、かつまた五穀豊穣の神様と崇め

奉り、祭典に舞を奉納してきました。 

 佐竹南家の御屋敷で披露されたと記録が残る「関口ささら舞」や、元禄(1688～1703)

年間が起源とされる「湯沢祇園囃子
ゆ ざ わ ぎ お ん ば や し

」もまた、長く受け継がれ、今なお地域の伝統行

事として根付いています。 

 岩崎地区の３町内で行われている「鹿嶋
か し ま

まつ

り」は、疫病などの災厄を村に入れないように、

地域住民の手で作った、それぞれ高さ４ｍ前後

の藁人形「鹿嶋様
か し ま さ ま

」を村境や道の辻に祀り、疫

病退散や家内安全、五穀豊穣を祈願してきまし

た。現在も、毎年４月に鹿嶋様の衣替えを町内

総出で行っています。近年、交通事情等による

鹿嶋様の設置場所、衣替えの回数の減少、材料

の調達方法など変わってきているものの、鹿嶋

信仰の一端をうかがわせる祭りの形態や人形製作の技術、工程等は、古来より地域住

民の間で継承されてきました。このほかにも、百万遍
ひゃくまんべん

や道祖神
ど う そ じ ん

等、市内には信仰に基

づく風習が今も根強く残っています。 

 三途川十王堂の立つ場所は、明徳年間

(1390-94)に、川原毛地獄に建立されていた霊
れい

通山
つうざん

前
ぜん

湯寺
と う じ

が再建された地です。小野寺氏は、

前湯寺を稲庭に移籍し、寺号を嶺通山
れいつうざん

広沢寺
こ う た く じ

と改め小野寺の菩提寺
ぼ だ い じ

としました。これに代

わり境内跡地に十王堂が建立され、現在にい

たります。堂宇
ど う う

には、長年にわたり信奉者がそれ

「役内番楽」市指定無形民俗文化財 

「鹿嶋まつり」市指定無形民俗文化財 

「三途川十王堂伝来諸像」 

市指定有形文化財（彫刻） 
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ぞれに奉納したとみられる、素朴な十王像が安置されています。 

 稲川・皆瀬地域に伝わる「懸仏
かけぼとけ

」には、中世にこの地を支配していた小野寺氏の刻

銘があり、宗教的権威を通じて支配基盤を強化しようとした豪族の姿をうかがい知る

ことができます。 

 仏画では、『奥羽永慶軍記』を記した戸部一憨
と べ い っ か ん

斎
さい

の作と伝わる「涅槃図
ね は ん ず

」が市内の

寺社に多く残っています。 

 また、最上軍と上杉軍の合戦を描いた「長谷堂
は せ ど う

合戦図
か っ せ ん ず

屏風
びょうぶ

」も同氏の作と言われて

います。 

 稲川地域川連地区の日吉神社に奉納されている厨子は明治28(1895)年につくられ、

当時の川連漆器の技術の粋を尽くした作品であり、技術の伝承の歴史を語る上で貴重

なものです。 

 また、江戸朱座の出羽国取扱所にもなった

髙
たか

橋
はし

利
り

兵衛
へ え

家
け

から市に寄贈された古文書も、

川連漆器産業の変遷や郷土の歴史を読み解く

ことができる貴重な資料です。 

 市を代表する古文書資料として、県指定「佐

竹南家日記」があります。天和２(1682)年から

慶応４(1868)年まで、江戸時代における187年

間の御用座で書かれた公文書的記録であり、総

数は271冊に及びます。南家家臣団の動きのほ

か、町方や村方の様子、訴訟や気象、災害など多岐にわたって記されており、湯沢市

の歴史を読み解くうえで貴重な資料です。貴重な史料を広く公開し歴史研究にも資す

るよう、古文書原文を忠実に翻刻する「佐竹南家御日記(全26巻の叢書
そうしょ

)」翻刻事業を

平成３(1991)年から開始しました。平成６(1994)年度の第１巻からこれまでに13巻を

発刊し、今後も継続発刊の予定です。 

 佐竹南家の御屋敷の広さは約130m四方といわれ、東と南には城山へと続き、西と北

には堀が築かれていました。御屋敷のあった一帯には、現在、市役所や生涯学習セン

ターが建っています。 

 御屋敷の西方には佐竹南家重臣が居住する内郭を築き、そこを中心に内町と称する

武家の居住区が伸びていました。家臣団は「組下」と呼ばれる藩主直臣と、「家中」

と呼ばれる佐竹南家家臣に分けられており、「組下」は南館五町（新町
しんちょう

、荒町、上町、

下町、御足軽町）、「家中」は内舘
うちだて

町の一部、内郭
うちぐるわ

、根小屋町
ね ご や ま ち

、荒町、金池町、大工

町、浦町に居住していました。享保13(1728)年に藩庁の命により描かれた「湯沢絵図」

には、家臣団の戸数は約370件ほどであることが見て取れます。 

「佐竹南家日記」 

県指定有形文化財（古文書） 
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 寺町は浦町におかれ、多くの寺院の場所は現在も変わりありません。町人は羽州街

道沿いの外町（吹張
ふっぱり

、田町、大町、柳町、前森町、平清水）が居住区であり、宿場の

中心を成していたことが「湯沢外町絵図
ゆ ざ わ と ま ち え ず

」からも見て取れます。参勤交代の際には、

秋田藩主、津軽、六郷、岩城の各大名が湯沢を通り、御本陣や宿が利用されていまし

た。このほかにも、江戸時代から明治時代に作成された絵図が多く残っており、かつ

ての町や村の様子をうかがい知ることができます。 

 現存する工芸品についても、佐竹南家にゆかりのものが多く、儀礼用に使用された

「横矧
よこはぎ

桶側
おけがわ

胴
どう

具足
ぐ そ く

」や「手水鉢
ちょうずばち

」などがあります。

院内の金山
かなやま

神社にある「金灯篭
かなどうろう

」や「五本骨
ご ぽ ん ぼ ね

扇紋
おうぎもん

水引幕
みずひきまく

」は、秋田藩主から奉納されたものです。

さらに、佐竹南家第19代当主佐竹義輔
さ た け よ し す け

氏より市に

寄贈された「佐竹南家関係資料」は「南家家紋揚羽
み な み け か も ん あ げ は

蝶
ちょう

紋付
もんつき

黒漆塗
くろうるしぬ

り飲食器具」や当主の肖像画など

61点に及びます。 

 慶長７(1602)年佐竹義宣
さ た け よ し の ぶ

の秋田転封に伴い、佐

竹義種が湯沢城の城代として入り城を整備しま

した。一国一城令により、湯沢城は元和６(1620)

年に破却されましたが、本丸、二の丸、五社壇
ご し ゃ だ ん

、

馬場、見張台などの跡は、市指定史跡「湯沢城址」

として今もその地形を残しており、散策コースと

しても市民に親しまれています。 

 慶長９(1604)年、幕府は全国の街道に江戸日本橋を基点とする一里塚の設置を命じ

ました。湯沢地区の旧羽州街道の愛宕町には樹齢約400年、旧
きゅう

小安
お や す

街道
かいどう

の湯ノ原には

樹齢約370年といわれるケヤキの一里塚が残っており、今も地域を見守る存在となっ

ています。 

 このように佐竹南家由来の文化財が多く残されていることから、この地域の民衆と

根強く結びつきがあったことを示しています。 

 佐竹義宣は、最上氏の押さえとして院内城に箭
や

田野
だ の

安房
あ わ の

守
かみ

義
よし

正
まさ

を配置しました。慶

長13(1608)年には、箭田野氏によって番所が設けられ、浪人等の取り締まりや院内銀

山の警備を担っていました。今も、後世の復元で

はありますが、院内番所跡の門が当時の様子を

伝えています。 

 交通の近代化遺産としては旧小安街道にある

「菅生
す ご う

橋
ばし

」があげられます。嘉永５(1852）年に

初めて木製の橋が架けられて以来、幾度となく 「菅生橋」県指定有形文化財（建造物） 

「湯沢城址」市指定史跡 

見張り台からの眺望 
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洪水による流失を繰り返してきました。昭和６(1931)年に完成した菅生橋はプラット

トラス橋として最後の時期に当たるものであり、地域にとってかけがえのないランド

マークとして愛着を持たれており、現存する土木建築の近代化遺産として、県指定文

化財になっています。 

 また、稲川地域には、各村の肝煎が保管してきた「物成
ものなり

並
ならびに

諸役
しょやく

相定
あいさだめ

条々
じょうじょう

」や「諸勧
しょかん

進合判
じんあいばん

」、検地帳が多く残っており、当時の賦課の様子などを知ることができる資料

として貴重です。また「天樹院様御用日記
て ん じ ゅ い ん さ ま ご よ う に っ き

」には、秋田藩九代藩主佐竹
さ た け

義和
よしまさ

の小安へ

向かう途中の村事情が記されています。 

 さらに、歌人、後藤逸女
ご と う い つ じ ょ

に関する資料も多く残っています。逸女は農耕のかたわら

に歌作に励み、すぐれた歌稿歌集を残し、婦道の鑑と称された人物です。「真筆
しんぴつ

歌
か

文
ぶん

集
しゅう

」は、藩主姫君の手習い師範役との書簡

文や自ら詠んだ和歌からなります。 

 市内の天然記念物の多くは過去の火山活

動と大きく関係しており、いずれも地熱地

帯に位置しています。 

 雄物川の支流高松川の上流の三途川
さ ん ず が わ

渓谷
けいこく

では、保存状態の良い植物や昆虫の化石が

見つかっています。さらに上流の地熱地域

の中心部、泥湯温泉付近には、川原毛の酸

性変質帯があります。強酸性熱水と噴気作

用により変質し、石英が主成分の白色珪化

帯となっています。一帯が白い山肌と奇岩

に覆われ、植生がほぼ見られない荒涼とし

た景観から「川原毛地獄」の名で霊地として

も知られ、古くから多くの修験者が訪れ広

く信仰を集めてきました。 

 小安峡温泉は、栗駒山から木地山高原に

続く自然豊かな山岳地帯にあり、この木地

山高原周辺の地層は、デイサイト質溶結凝

灰岩（約30万年前の火砕流堆積物）によって

形成されています。木地山高原の湖沼群は

地滑りによってでき、中でも、コケ沼湿原の

周辺には、ハッチョウトンボやキイトトン

ボなどの昆虫が多く生息するため、学術上

貴重な場所と言えます。 

「川原毛の酸性変質帯」県指定天然記念物 

「木地山のコケ沼植物群落」県指定天然記念物 

噴泉塔の様子 
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 高松岳を挟んで、小安峡温泉の反対側に位

置する、秋の宮温泉郷の稲住温泉、北東470

ｍ先の山中では、かつて盛んに温泉や蒸気を

噴出していた荒湯があり、そこでは鮞状珪
じじょうけい

石
せき

および噴泉塔
ふんせんとう

(大正13(1924)年 国指定天然

記念物)が形成されていました。鮞状珪石は、

ブリコ石とも呼ばれ、国内では湯沢のみで確

認されており、その希少性から学術上価値が

高く評価されています。 

 こうした景観だけでなく、地熱資源は、古くから私たちの暮らしにも使用されてき

ました。 

 院内石
いんないいし

は、カルデラが形成される過程で生まれた資源であり、耐火・耐水・耐圧に

優れており、平成10(1998)年頃まで採石

され、石塀や門、倉庫などに使用されて

きました。旧院内尋常高等小学校の校庭

の石垣をはじめ、今でも身近な建物に使

用されている様子を見ることができま

す。 

 関口石
せきぐちいし

もまた、湯沢を代表する石材で

す。関口石は海底に堆積した砂が固まっ

てできた砂岩で、加工しやすく、神仏の

石像作りにも利用され、三関関口地区の

香川寺
こ う せ ん じ

の弥勒大仏
み ろ く だ い ぶ つ

も関口石で作られています。 

 湯沢市には、「見えない火山」により形成された大地と、その中で築かれてきた人々

の営みを体感できる場所があります。 

 

 

２．埋蔵文化財 

 市内の遺跡には、153か所の埋蔵文

化財包蔵地が周知されており、その

中では縄文時代のものが多く発見さ

れています。 

 また、中世城館跡も多く知られて

います。 

「岩井堂洞窟」国指定史跡 

院内石が使用された旧院内尋常高等小学校の石垣 

市指定有形文化財（建造物） 

「鮞状珪石（ブリコ石）」国指定天然記念物 
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 日本考古学協会の会員であった故山下孫継
やましたまごつぐ

氏が、湯沢北高等学校（現湯沢翔北
しょうほく

高等

学校）と湯沢高等学校在職中に、各地域で発掘調査を実施し、旧石器時代から平安時

代の土器、石器等が各地域で出土しました。縄文時代中期後半から晩期の土偶も出土

されるなど、考古学上貴重な文化財が数多く出土しています。 

 昭和37(1962）年に発見された岩井堂洞窟は、翌年から昭和51(1976)年まで８次に

わたり発掘調査が実施され、縄文・弥生・平安時代の３時期の複合遺跡であることが

確認されました。それぞれの層からは各時代の土器が出土しており、石器も多数出土

しました。この遺跡は、東北地方の縄文時代早期の研究上貴重なものであり、国の指

定史跡になっています。 

 また、三関地区の堀量
ほうりょう

遺跡では縄文時代中期の集落跡、堀ノ内
ほ り の う ち

遺跡では縄文時代後

期の大規模場な墓域が発掘調査され多くの遺物が出土し

ました。そのほか、山田地区の中屋敷
な か や し き

遺跡、松岡地区の鐙
あぶみ

田
でん

遺跡、高松地区の長蓮寺
ちょうれんじ

遺跡、川連地区の欠上
かけあが

り遺跡な

ど、市内各地で縄文時代中期から晩期の遺跡も発見され

ています。東福寺
と う ふ く じ

村上
むらかみ

から出土した縄文時代中期の土偶

や鐙田遺跡から出土した縄文時代晩期の結髪土偶は、類

例が少ない貴重な遺物として、県指定有形文化財に指定

されています。 

 市内で発見された遺跡の多くは雄物川及びその支流に

より形成された河岸段丘上に立地しています。沖積
ちゅうせき

低地
て い ち

に立地する鐙田遺跡では自然遺物も多く出土されてお

り、自然豊かな場所で生活していたと考えられる痕跡が

残っています。 

 現在、湯沢市では高速道路の開発工事が盛んに行われており、平成30(2018)年度の

県の調査では横堀地区の赤塚
あかつか

遺跡、院内地区の山口
やまぐち

遺跡など、新たな遺跡が発見され

ました。令和２(2020)年度は横堀地区の中屋敷
な か や し き

遺跡の発掘調査が行われ、縄文時代の

水場遺構が発見されました。今後も新たな遺跡の発見が期待されています。 

 加えて、市内には多くの城館跡も確認されています。湯沢地域には、岩崎城跡、湯

沢城址などがあります。稲川地域は、平城跡、三梨城跡等のほか、稲庭城跡の二の丸

跡には歴史観光施設、現稲庭城が平成元(1989)年に建築されました。雄勝地域の館
たて

堀
ぼり

城跡は発掘調査され鎌倉から室町時代の多数の遺構が発見されました。さらに小野城

址、法領館
ほうりょうだて

跡、皆瀬地域の八幡館跡など、小野寺氏、佐竹氏の時代を象徴する館跡が

あり、各地域でその情景を感じとることができます。 

  

「東福寺村上出土土偶」 

県指定有形文化財（考古資料） 
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３．未指定文化財の概要と特徴 

 

 これまでの調査から、143件の未指定文化財を把握しており、佐竹南家や院内銀山

ゆかりのもの、白井晟一設計の建造物などが多い傾向にあります。 

 

（１）把握状況について 

 

①佐竹南家 

 近世に描かれた「湯沢外町絵図」には、羽州街道沿いの町人の居住区、外町（吹張、

田町、大町、柳町、前森町、平清水）が描かれてお

り、宿場の中心を成していたことが見て取れます。

このほかにも、雄物川舟運の港を示す「柳田村
やなぎたむら

絵図
え ず

」

や御屋敷の間取りを記した「佐竹
さ た け

南家
みなみけ

御屋敷
お や し き

絵図
え ず

」

等、江戸時代から明治時代に作成された絵図が多く

残っており、かつての町や村の様子をうかがい知る

ことができます。また、市内を約4.5ｋｍにわたって

南北に流れる「湯沢
ゆ ざ わ

大堰
おおぜき

」も佐竹南家の時代に整備

されたものです。御囲地
お か ち

町
まち

に「木山方
もくざんかた

」と称する藩

営の御材木場が設置され、上流からは木材が運ばれ

てきました。現在も農業用水や防火用水等として、

人々の生活に根付いています。 

 

②民俗行事 

 湯沢市の伝統行事「七夕絵どうとうまつ

り」や「犬っこまつり」もまた、佐竹南家の

時代を起源としています。夏を彩る「七夕絵

どうろうまつり」は、町の中心部に浮世絵や

美人画が描かれた大小数百機の絵どうろう

が飾られます。冬の風物詩「犬っこまつり」

は、市内各地に雪のお堂っこがつくられ、雪

でつくった犬っこ神社で行われる愛犬祈願

祭には多くの愛犬家が訪れます。 

 ほかにも、新婚夫婦や厄年のお祓いを受けた人がじぇんこ（小銭）を撒く、弁天地

区の「じぇんこまき」や裸男衆がえびす俵を奉納し水神社の境内で揉み合う、岩崎地

区の「初
はつ

丑
うし

まつり」等、近世から続く民俗行事が市内各地で行われています。 

じぇんこまき 

柳田村絵図 
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③院内銀山 

 秋ノ宮地区には、かつて院内銀山の動力源

として稼働していた明治33(1900)年建設の

樺山
かばやま

発電所があります。建物は院内石を積み

上げた石造り平屋建てで、窓は縦長を基調と

して上部を半円のアーチ状に施し、洋風の雰

囲気を醸し出しています。県内に現存する水

力発電所の中で最も古く、現在も稼働してい

ます。 

 

④建造物 

 白井晟一設計の建造物として、稲住温泉の離れ「杉亭
さんてい

」「嵐亭
らんてい

」「漣亭
れんてい

」３棟や「旧

秋ノ宮村役場」、高久酒造の茶室「琅玕席
ろうかんせき

」、「鷹の湯温泉」も現存しています。明

治時代創業の稲住温泉は古くから多くの著名

人が逗留
とうりゅう

しており、戦時中に疎開してきた武

者小路実篤はこの地で「稲住日記
い な ず み に っ き

」を記してい

ます。白井晟一は、戦時中に道具等を疎開させ

てもらったことが縁で、稲住温泉の増築設計を

依頼されたり、秋ノ宮村役場の設計者に推挙さ

れたりする等、湯沢市との親交が深まり、この

地に多くの作品を残しています。 

 このほかの建造物では内蔵が多く残ってお

り、雪国である湯沢市の特徴の一つといえます。1867(慶応３年)年創業の「ヤマモ味

噌醤油醸造元」内蔵からは1894(明治27年)年の棟札が、「奥山家住宅」内蔵からは明

治36年の棟札が見つかっています。 

 

⑤先覚者 

 先覚者
せんかくしゃ

に関連
かんれん

する資料
しりょう

や遺跡
い せ き

も残っています。東叡山
とうえいざん

寛永寺
か ん え い じ

（東京都）に勧学講院
かんがくこういん

を設立した了
りょう

翁
おう

禅師
ぜ ん じ

（道
どう

覚
かく

）の位牌
い は い

や関係資料、幕末から明治初期にかけて歌人とし

て活躍した後藤逸女
ご と う い つ じ ょ

の歌集や書、農
のう

聖
せい

・石川
いしかわ

理
り

紀之
き の

助
すけ

の師である高橋
たかはし

正作
しょうさく

の住処
す み か

や書

籍等が、生まれた地域を中心に伝わっています。このほか、思想家・大山
おおやま

幸太郎
こ う た ろ う

や雄

勝地域にリンゴ農園を開拓した中山
なかやま

林蔵
りんぞう

等、建立からの年月を経て文字の判読が困難

なものも見られますが、先人たちの顕彰碑も数多く残っています。 

  

稲住温泉離れ「嵐亭（らんてい）」 

樺山発電所 
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⑥埋蔵文化財 

 埋蔵文化財については、現在、高速道建設工事のほか、開発工事などで新たな縄文

時代の遺跡が発見されています。新たに発見された「赤塚
あかつか

遺跡」からは、縄文時代中

期後葉に広く東北地方でつくられた「複式炉」が多数見つかりました。 

 また、中世にこの地を治めていた小野寺氏やその家臣の居城であった中世城館跡が

市内各地で発見されています。 

 

⑦文化・産業 

 豪雪地帯での生活に根ざした発酵醸造文化をベースとした、酒、味噌、醤油、漬物

等の「食文化」も特徴的です。酒造業者から市に寄贈された酒造用具からは、今もな

お湯沢市を支える主要産業の技術の変遷が見て取れ、一部の資料は郷土学習資料展示

施設（ジオスタ☆ゆざわ）で展示されています。 

 

 

 

 

  

酒造用具 後藤逸女画賛秋田蕗刷りの襖絵 
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調査等で把握した市内文化財の件数 

 

 これまでの調査で把握した文化財の総数は312件で、その内容は次の表のとおりで

す。 

（令和３年８月31日現在） 

類  型【種別】 
把握済 

件 数 

未指定 

件 数 

指定(登

録)件 数 

有形文化財 

建造物 

寺 社 11 7 4 

近代化遺産 21 7 14 

住 宅 12 4 8 

その他 1 1  

絵 画 8 1 7 

彫 刻 
仏 像 21 4 17 

その他 2 2  

工 芸 14 1 13 

書籍・典籍 7  7 

古文書 14  14 

考古資料 
板 碑 11 1 10 

その他 8  8 

歴史資料 44 21 23 

民俗文化財 
有形民俗 20 15 5 

無形民俗 22 13 9 

記 念 物 

遺 跡 

集落跡    

遺物包含地 4 1 3 

館 跡 5 3 2 

その他 20 6 14 

街道・舟運 5 5  

名勝地 13 13  

動植物 
動 物 1 1  

植 物 14 6 8 

地質鉱物 
地 質 1  1 

鉱 物 1  1 

その他 湧 水 31 31  

 気候・地形 1  1 

文化的景観    

伝統的建造物群    

先 覚 者    

合  計 312 143 169 
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今後、詳細調査予定の未指定文化財一覧 

No. 名 称 類 型 年 代 備 考 

１ 八幡神社 建造物 近世 幡野八幡地区 

２ 東鳥海神社 建造物 近代 須川田畑中山地区 

３ 奥山家住宅 建造物 近代 明治初頭建築の商家 

４ 稲住温泉離れ「杉亭
さんてい

」 建造物 近代 白井晟一設計 

５ 稲住温泉離れ「嵐亭
らんてい

」 建造物 近代 白井晟一設計 

６ 稲住温泉離れ「漣亭
れんてい

」 建造物 近代 白井晟一設計 

７ 旧秋ノ宮村役場 建造物 近代 白井晟一設計 

８ 高久酒造茶室「琅玕席
ろうかんせき

」 建造物 近代 白井晟一設計 

９ 鷹の湯温泉 建造物 近代 白井晟一設計 

10 樺山発電所 建造物 近代 県内最古の水力発電所 

11 番楽面 彫刻 中世 須川地区 

12 獅子頭 彫刻 中世 三梨地区 

13 川連漆器 工芸 近世 工芸技術 

14 柳田村絵図 歴史資料 近世 幡野柳田地区 

15 湯沢城址絵図 歴史資料 近世  

16 外町絵図 歴史資料 近世 佐竹南家時代の町割 

17 了翁禅師関係の位牌 歴史資料 近世  

18 後藤逸女 倭歌
わ か

 藻塩草
も し お ぐ さ

 鈔
うつし

 歴史資料 近世  

19 後藤逸女 倭文 花月帖 歴史資料 近世  

20 後藤逸女画賛秋田蕗刷りの襖絵 歴史資料 近世  

21 佐竹南家御屋敷絵図 歴史資料 近代  

22 酒造用具 歴史資料 近代  

23 近代児童作品 歴史資料 近代  

24 初丑まつり 無形民俗 近世 岩崎地区 

25 じぇんこまき 無形民俗 近世 弁天地区 

26 七夕絵どうろうまつり 無形民俗 近代  

27 犬っこまつり 無形民俗 近代  

28 キヌガサソウ 記念物  －  

29 城館跡 埋蔵文化財 中世 市内一円 

30 湯沢大堰 建造物 近世  
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 第３章 歴史文化の特徴  

 

１．湯沢市の歴史文化の特徴 

 「第１章 湯沢市の概要」では、自然的・地理的環境、社会的状況、歴史的背景を、

「第２章 湯沢市の文化財の概要と特徴」では、指定・未指定文化財の観点から、その

概要と特徴を述べました。これらを踏まえると、湯沢市の歴史文化は、次のように整

理できます。 

 

（１）いで湯の宝庫“湯沢”、地熱のまち“ゆざわ” 

 湯沢市の位置する西栗駒一帯は、日本でも有数の地熱賦存地帯と言われています。 

約23万年前に噴火したと考えられている火山である高松岳周辺の地下を中心として、

周囲よりも地下の温度が高い地域が同心円状に広がっており、市内の各温泉郷、大地

の恵みを受けた湖沼群等の文化財は、この地熱地帯を中心に広がっています。 

 

（２）祈りのカタチとくらし 

 豊かな自然のもと、市内各地域・各年代において様々な信仰があり、くらしの中で

どのような祈りをささげてきたのかを歴史から垣間見ることができます。縄文時代の

土偶からは豊穣や安産、中世・近世の仏教文化や祭礼からは無病息災や五穀豊穣など

の思いが込められており、いつの時代も暮らしの安寧
あんねい

が祈られていたことが見て取れ

ます。 

 また、小野寺氏や佐竹氏など、為政者が宗教的権威を通じて支配基盤を強化しよう

とした姿もうかがい知ることができます。 

 

（３）街道と産業の発達 

 太古の火山活動等によりつくり上げられた大地では、「湯沢」の名のとおりの潤沢

な温泉のほか、鉱山資源と豪雪がもたらす豊かな水が農業や酒造りなどの地場産業に

結び付き、人々が文化を形成してきました。 

 中世に、源頼朝によって雄勝郡の地頭に任命されて以降、長きにわたり小野寺氏が

この地を支配してきました。他勢力をけん制するために多くの城が造られ、今もなお

城跡が残っており、居城であった稲庭城や湯沢城は公園等として整備され、市民に親

しまれています。 

 江戸時代に入り佐竹氏が秋田転封となると、佐竹義種
さ た け よ し た ね

が湯沢の所 預
ところあずかり

としてこの地

を支配しました。入部当初から城の麓に住居と役所を兼ねた御屋敷を構え、町割を行

って給人町の形を整えました。城を囲むように広がる街並みは、現在も城下町の面影
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を残しています。佐竹南家を由来とする祭りも多く、湯沢市を特色づけるものとなっ

ています。 

 

（４）院内銀山の繁栄 

 江戸時代後期の最盛期に「銀」産出量日本一を誇っていた「院内銀山」は、院内カ

ルデラを形成した火山活動によってできた銀鉱脈と考えられています。発見から閉山

まで、約350年続いた我が国有数の銀山で、地域の産業や経済はもちろん、秋田藩の財

政を支える財源としても貴重な鉱山でした。 

 そして地熱資源は、地熱発電など地域の未来へ可能性を与えてくれます。 

 これらの豊富な資源をもとに、平成24(2012)年に「ゆざわジオパーク」に認定され、

「いにしえの火山の恵み あつき雪 いかして築く歴史と暮らし」をテーマに活動を

展開しています。 

  

「院 内 銀 山 真 景 甲 子 春 月 図
いんないぎんざんしんけいきのえねしゅんげつず

」（部分） 

市指定有形文化財（歴史） 
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 第４章 文化財の保存と活用に関する将来像・ 

     基本的な方向性 
 

１．湯沢市の文化財の保存と活用に関する 

  将来像、基本的な方向性・基本方針・施策 

 

（１）将来像 

 湯沢市の文化財の保存と活用の持続可能性を高めていくために描く、将来像は、「文

化財を維持・継承し恵まれた資産を生かし、生き生きと笑顔とともに暮らし続けたい

と思う場所であり続けるまち」とします。 

 

 

（２）基本的方向性 

 文化財の保存と活用に関する将来像にたどり着くには、自分たちの住んでいる場所

の歴史文化を知り、学び、体験し、大切に維持継承しながら、文化財を総合的・一体

的に保存活用し、その魅力をみんなで発信できるまちへとしていくことが大切になっ

てきます。 

 

（３）基本方針 

 将来像・基本的方向性を実現可能とする、基本方針は「歴史文化の次代への確実な

維持・継承」、「郷土への誇りと愛着・醸成と、魅力の発信」とします。 

 

①歴史文化の次代への確実な維持・継承 

 歴史文化を次代、またその次の代へ、確実に維持・継承していくためには、「把握

調査・研究」、「資料管理」、「保存継承」の施策が必要となります。 

 「把握調査・研究」とは、地域と行政が一体となって、地域資産の把握による文化

財調査を進め、情報の公開・発信に備えて研究する活動のことです。 

 「資料管理」は、主に市が収蔵する資料を適正な環境のもとで適切に保存管理を進

めます。 

 「保存継承」は、守るべき市内の文化財を、所有者・管理者の意向に配慮しながら、

地域・行政・民間が連携協力し、それぞれが役割を果たしながら、歴史文化を受け継

いでいきます。 
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②郷土への誇りと愛着・醸成と、魅力の発信 

 「郷土への誇り・愛着の醸成と魅力の発信」では、文化財の保存と活用をうまく両

立させ、伝統文化に触れる機会を増やすなど、文化財を見て、知って、親しんでもら

うことを継続することで、市民の当事者意識と理解を深め、郷土への誇りや愛着を持

ち、知的好奇心をくすぐるような地域の魅力を、発信できるようにしていくため、「情

報の公開・発信」と「教育普及」を施策とします。 

 「情報の公開・発信」では、調査研究に基づく成果や、文化財を観光資産としても

捉え、市内の文化財情報を内外へ発信していきます。 

 「教育普及」は、文化財を知る・学ぶ機会の提供を通して、文化財保護への関心と

理解・郷土愛の醸成が高まるように、社会教育や学校教育との連携により進めていき

ます。 

 

③総合博物館（センター・サテライト拠点の相互連携）構想の実現 

 湯沢市の歴史文化を全体的に知る・体験できる機能を取り入れた新たな資料館（セ

ンター拠点）の整備と、既存の４つの展示施設をサテライト拠点としてテーマ化し、

センター・サテライト拠点相互が有機的に連携し、市内の５つの拠点を総合的に捉え

学習の深化や観光拠点として活用できるように整備していくことを「総合博物館構想」

と呼ぶこととし、その実現に向かって重点的に取り組んでいきます。 

 

④関連文化財群によるストーリーの展開 

 さまざまな文化財を、一体的・総合的に保存と活用を図っていくため、湯沢市の歴

史文化の魅力について、４つのストーリーにしました。 

 ストーリーを構成する文化財を関連文化財群として、今後、地域と行政の協働によ

る維持保存、市民への普及啓発、及び観光振興に生かすなど、個性ある地域の再生に

つなげていきます。 
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文化財の一体的・ 総合的な保存と活用

祈り の

カタ チと

く ら し

街道と

産業

の発達

院内銀山の

繁栄

把握調査・
研究
� 専門・ 悉皆的調査計
画・ 継続的実施

� 情報収集の仕組み構
築

� 文化財の調査研究・
評価

� 市外文化財と の関連
調査

� 学芸員等、 専門的人
材の配置検討

資料管理

� 保存環境の改善

� 文化財の評価（ 価値
づけ） 基準の整備

� 調査研究設備と 人材
の確保

保存・ 継承

� 指定・ 登録の推進

� 保存見守り体制構築

� 所有者等の負担軽減
支援

� 所有者等と の相談体
制構築

� 継承困難・ 消滅の伝
統芸能・ 年中行事等
の存続・ 再興への検
討

� 災害等に対応する予
防マニュ アル作成と
体制整備

情報の
公開・ 発信
� 市民が知る喜び、 見
る感動、 参加する楽
し みや興味関心を抱
く よう な展示・ 発信

� 展示の創意工夫によ
り 市内の歴史文化を
深く 、 楽し く 、 わか
りやすく 発信する。

� 国宝・ 重文展示等、
市民に名品を見る機
会の提供

教育普及

� 文化財の活用

� 学校教育と の連携し
た学習支援

� 普及の担い手の育成

� ガイ ド 養成等、 地域
住民活躍の場の創生

� 伝統・ 技術等継のた
めの体験機会の提供

� 佐竹南家御日記翻刻
事業の早期完了化

総合博物館
構想の実現
� 歴史文化をいつでも
体感できる新たな博
物館 （ セ ン タ ー 拠
点） の整備

� サテラ イ ト 拠点と な
る既存歴史資料展示
施設（ 雄勝郡会議事
堂記念館、 郷土学習
資料展示施設、 稲庭
城 、 院内銀山異人
館） のネッ ト ワーク
化による活用

重点施策

基　 本　 方　 針

将　 来　 像

　 「 文化財を維持・ 継承し恵まれた資産を生かし 、 生き生きと

　 笑顔とともに暮らし続けたいと思う 場所」 であり続けるまち

湯沢市の文化財の保存と活用に関する
将来像・ 基本的方向性・ 方針

　 　 自分たちの住んでいる場所の歴史文化を知り 、 学び、 体

　 験し 、 大切に維持継承しながら、 文化財を一体的・ 総合的に

　 保存活用し 、 その魅力をみんなで発信できるまちへ

歴史文化の

次代への確実な

維持・ 継承

郷土への誇り ・

愛着の醸成と

魅力の発信

基 本 的 方 向 性

基　 本　 施　 策

① ②

     

いで湯の宝庫
　  “湯沢”、
 地熱のまち
　  “湯沢”

関連文化財群

将来像・基本的方向性・方針等の関係図 
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 第５章 文化財の保存・活用に関する方針と措置 

 湯沢市では、これまでも文化財の保存と活用を通して、郷土愛の醸成等を図ってき

ていますが、文化財の取り巻く状況を俯瞰的に捉え、長期的な方針のもとで施策を展

開する実践計画が不足していると考えられます。 

 今後、地域総がかりで、行政と市民が一体となって課題を解決していくためには、

本計画を互いに共有し、当事者意識をもって、効果的に進める必要があります。 

 また、措置の財源については、国・県・市の補助金や地方創生推進交付金の活用を

図ります。 

 なお、災害への備え、防災等の対応については、「第７章 文化財の防災・防犯」

によります。 

 

１．歴史文化の次代への確実な維持・継承 

 

（１）把握調査・研究について 

＜現状＞ 

 文化財情報には、既に指定・登録がされている文化財の現況や所有者等に関する情

報、既に一度調査され内容がある程度把握されている文化財の現況情報、これまで調

査が十分にされておらず、所在等の基礎的情報がほとんど知られていない文化財に関

する情報があります。文化財種別毎に把握調査状況を整理すると次ページの表のよう

になります。有形文化財 彫刻（仏像）、記念物（湧水）、及び絵画についての把握調

査はある程度実施されています。 

 また、記念物（遺跡包含地、館跡）については、昭和40(1965)年代から県・市で把

握調査が行われ、現在はデータベース化までされています。記念物（名勝地、植物、

地質、鉱物、気候・地形）についても、観光やジオパーク部門において、把握調査が

行われています。 

 その他、考古資料（板碑）については、昭和49(1974)年から把握調査が行われてい

ますが、その後の風化等の劣化状況等の把握は不十分です。 

 市内では人口減少に伴い、空き家が増え、雪による維持管理に苦慮して土蔵等の家

屋を解体される事例も目立ってきていることから、歴史的建造物の把握調査や地域分

布状況等の把握が求められています。加えて地域のおまつり等の伝統行事も存続が危

ぶまれる状況です。 

 文化財に関する情報は、これまで文化財の維持管理等の必要に応じて現況を把握し

たり、国県等の文化財調査に合わせて悉皆
しっかい

的調査を行って新たな文化財の所在情報を
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収集したりしてきましたが、恒常的に文化財の現況を把握するためのしくみや体制、

計画的に市内所在文化財の悉皆的な調査を行う取り組み、関係団体や市民から広く文 

化財情報を得る仕組み等の構築が不十分です。 

 また、調査結果の整理、データベース化等が進んでおらず、調査の成果に基づく展

示会や調査結果報告書等の刊行物による市民への発信も行われていない状況です。 

 

 

 

＜課題＞ 

  ①文化財に関する専門・悉皆的な調査が不十分な分野・地域、情報が古いもの等

が散見されることから文化財の現状把握が必要である。 

  ②歴史的建造物や伝統行事、記念物等、人口減少や自然環境の変化で滅失のおそ

れがある文化財の把握調査を実施していく必要がある。 

  ③調査を計画的・継続的に実施し、価値を見出し、調査結果の整理やデータベー

ス化により情報を蓄積する必要がある。 

  ④文化財の保存・活用に必須である文化財情報の把握・蓄積・分析を適切に行う

ための仕組みづくりや人的体制の整備が必要です。 

  ⑤調査研究結果を刊行物等により、市民に情報発信していく必要がある。 

  ⑥調査研究活動の裾野を広げるため、市民研究員制度の導入を検討する必要があ

る。 

  

類  型【種別】 
調査の

状況 

有形文

化財 

建造物 寺 社 × 
近代化遺産 △ 
住 宅 △ 
その他 × 

絵 画 △ 
彫 刻 仏 像 ○ 

その他 × 
工 芸 × 
書籍・典籍 × 
古文書 × 
考 古 資

料 

板 碑 △ 
その他 × 

歴史資料 △ 
民俗文

化財 

有形民俗 △ 
無形民俗 △ 

類  型【種別】 
調査の

状況 

記 念

物 

遺 跡 集落跡 × 
遺物包含地 ○ 
館 跡 ○ 
その他 × 

街道・舟運 △ 
名勝地 △ 
動植物 動 物 × 

植 物 △ 
地 質 鉱

物 

地 質 △ 
鉱 物 △ 

その他 湧 水 ○ 
 気候・地形 △ 

文化的景観 △ 
伝統的建造物群 × 
先 覚 者 △ 

調査の状況欄… 〇：調査済み △：調査途中 ×：未調査 
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＜方針＞ 

 文化財の保存活用のためには、文化財の現況、所在等に関する基本的情報の収集・

蓄積・分析が大前提であることを踏まえ、既存文化財の現況等や所有者等の状況に関

する情報や、新たな文化財の所在情報等について、その量・内容・質ともに十分に把

握し、適切に蓄積し分析するための方策を講じます。 

 特に、人口減少や自然環境の変化に起因して滅失のおそれがある、歴史的建造物や

伝統行事、記念物等の把握調査を進めていきます。 

 文化財の調査研究は、展示等による「公開」、講座等による「普及」、保存科学等、

諸事業の基盤であるという認識のもと、文化財の価値を適正に評価できるように方針

を定め、客観的かつ精確に実施し、調査結果の整理やデータベース化による情報の蓄

積を継続して進めます。 

 さらに、市内にある文化財の価値を客観的に評価するために、他地域の文化財との

関連についても調査を行っていきます。 

 文化財の保存・活用は調査研究により得られた客観的かつ精確なデータに基づい

て、諸事業を立案・遂行する必要があります。そのため、広く市民や関係団体・機関

と連携した情報収集体制の構築や、多様な展示を可能とする各分野（歴史・文化史・

自然史・教育普及【イベント・アートマネジメント、学校連携ほか】・博物館情報シ

ステム、保存科学等）に精通した学芸員等専門職員の配置や調査研究活動の裾野を広

げる市民研究員等による人的体制の整備を図ります。 

 

  ①計画的な悉皆把握調査、イベント開催時における所在確認調査、及び研究者等

専門家の研究成果の収集を行う。 

  ②歴史的建造物や伝統行事、記念物等、人口減少や自然環境の変化に起因して滅

失のおそれがある文化財の把握調査を実施していく。 

  ③調査研究の成果は、研究紀要の刊行及び国内外の学術雑誌への発表等により学

術的評価を行い、展示や教育普及活動につなげていく。 

  ④内外の教育・研究機関との連携及び、各分野・地域の専門家の指導や提言を受

ける機会の充実や情報の交換・共有ができる体制等の環境を整える。 

  ⑤現地踏査・近隣住民からの情報収集、所有者等との情報交換機会の創設、地域

意見交換会の開催、関連諸団体との連携・協働体制等、仕組みの構築により、

情報の把握・蓄積・分析を適切に行う。 

  ⑥調査研究の体制を確立するため専門職（学芸員）等、スタッフの配置、外部委

託に加えて、市民研究員制度の導入やボランティア等、市民を巻き込んだ組織

を整備する。 
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＜措置＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
付記 

＜事業優先度について＞ 

☆優先度１：計画認定後、優先して取り組む事項 

◎優先度２：計画期間内に事業の完了もしくは継続実施を可能とすることを目指す事項 

○優先度３：中長期的に実施する事項 

事業継続中：現在実施中の事業 

  

事業
優先度

文化財

担当

他部署

担当

1 近現代の歴史的建造物調査
近代以降の建造物調査を実施する。（奥山
家住宅・樺山発電所・料亭石川外別紙未指
定文化財リスト参照）

◎ □ □ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 寺社仏閣の調査
寺社仏閣の建物調査を実施しデータベー
ス化する。

◎ □ ○ ○ ○ ○

3 板碑・石碑等の調査
地域毎、年代毎に整理できるようにデータ
ベース化と現況調査を進める。

◎ □ □ ○ ○ ○ ○

4 美術工芸品の調査
未指定文化財（川連漆器）の文化財指定も
視野に入れた資料収集を実施する。

◎ □ ○ ○ ○ ○

5 彫刻、仏像等の調査
県の仏像調査を基に、所有者の意向に配
慮しながら、公開に向けた 資料のデータ
ベース化を進める。

◎ □ ○ ○ ○ ○

6 中世の城館調査 提供情報に基づく調査を実施する。 ◎ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 先覚者の調査
市に関連する歴史上の人物に関する調査
の実施

◎ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 遺跡発掘調査 開発事業対応や保存のための調査実施 ◎ □ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9
「湯ノ原の一里塚」、「赤塚白山神社のシダ
レザクラ」樹勢回復への支援

◎ ○ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10
希少動植物(イバラトミヨ、キヌガサソウ等)に
関する調査の実施

○ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 おまつりの調査
小町まつり、七夕絵どうろうまつり、犬っこま
つりほか、未調査の地域の祭り・行事に関
する調査を実施する。

○ ○ □ ○ ○ ○ ○

12 その他歴史文化の悉皆調査
専門家を交えた歴史文化の悉皆調査を行
う。(石造物、街道、郷土食、近代以降の文
化財等)（ジオカルテとの連携）

○ ○ □ □ ○ ○ ○ ○ ○

13 他地域の文化財との関連調査
他地域の類似文化財との関連を調査し客
観的事実の把握に努める。

◎ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14 積極的な資料管理
未だ地域に眠る新たな文化財の発見のた
め、市民に広く情報提供を求めていく。

◎ □ □ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15
収 集 保存 、調 査研 究情 報の
データベース化

酒造用具・民具等の収蔵資料や、調査研
究情報の公開を前提とした民俗資料（酒造
用具）のデータベース化を行う。

◎ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 調査研究を担う学芸員の配置
調査研究による客観的事実把握を担う学
芸員等の人材配置を検討する。

◎ □ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

17 市民研究員制度の導入
個々のテーマに沿った調査研究活動を資
料館の内外で実施する市民研究員を募集
し、調査研究活動の裾野を広げていく。

◎ □ □ ○ ○ ○ ○

措置の名称
措
置
No.

記念物等の調査・修復

措置の内容

事業主体 事業期間(年度) 次
期
以
降

 〇 事業主体 (◎主が文化財担当)
 □ 事業支援・協力

☆優先度1
◎優先度2
○優先度3
□事業

　 継続中

計画期間

行政
所有者・

保護団体

市民・民

間・学校・

団体・企業

等

Ｒ
３

Ｒ
４

Ｒ
５

Ｒ
６

Ｒ
７

R8

財
政
措
置

○
有

～
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（２）資料管理について 

＜現状＞ 

 これまで、文化財の収集や保存に関しては、明確な方針等がないまま、その時々の

状況に応じた対応を行ってきた結果、収蔵資料は市内14か所に点在し、各保存場所は

飽和状態となっています。 

 また、市町村合併等による資料移動を繰り返したことにより、資料整理やデータベ

ース化が整っていない状況にあります。 

 人口減少を背景に、所有者の代替わりの際などにおける寄贈の申し出は、年々増加

傾向にありますが、収集方針や保管場所がないことから適切な資料の管理をすること

ができない状況が続いています。 

 保存場所は、いずれも湿度・温度管理等が施されておらず、保存環境としては劣悪

な状態にあり、漆器類の中にはひび割れや変形したものも散見されます。このような

資料を今後公開するにあたり、修復や燻蒸等の措置を必要とするものは相当数に上り

ます。 

 さらに、市収蔵資料の収集保存は、市文化財保護室がすべてを担っていますが、保

存科学に精通した管理体制とは言えない現状にあります。 

 

＜課題＞ 

  ①保存環境を早急に改善していく必要がある。 

  ②文化財の評価や価値付できる基準・体制の整備が必要である。 

  ③適切な保存環境と調査研究設備が整った施設と体制の整備が必要である。 

 

＜方針＞ 

 文化財をどのような方針で収集や保存すべきかの基準を定め、基準に則ってデータ

ベース化や価値づけを行い、今後、文化財が消失・滅失・流出しないよう積極的な資

料管理に努めていきます。そのためには、前段として、市所有文化財の保存環境の把

握と改善を行う必要があります。 

 また、文化財を的確に保存していくため、適切な保存環境と調査研究設備が整った

施設及び人材と体制の整備を早急に行っていきます。 

  ①資料管理基準を定めて収集や保存を実施する。 

  ②文化財資料の価値づけを評価基準によって評価をし、適正な収蔵場所に保存す

る。 

  ③資料の購入・寄付採納・寄託の受け入れは、多様なテーマによる専門・悉皆的

な調査及び調査結果に基づいて判断する。 

  ④市が定める収集方針に当てはまらない資料等の取扱いも併せて検討する。 
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  ⑤保存は適正な理論、収蔵設計及び空調管理等に基づく収蔵・調査研究設備が整

った施設とする。 

  ⑥収蔵施設は、文化財の保管・保存に対応するため、資料の素材等に応じて、最

適な保存環境を構築・維持する。 

 

＜措置＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付記 

＜事業優先度について＞ 

☆優先度１：計画認定後、優先して取り組む事項 

◎優先度２：計画期間内に事業の完了もしくは継続実施を可能とすることを目指す事項 

○優先度３：中長期的に実施する事項 

事業継続中：現在実施中の事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業
優先度

文化財
担当

他部署
担当

18
収集保存資料の保存管理基準
の作成

文化財の価値・評価、保管場所等一定の
基準を作成する有識者会議の開催

◎ ☆ ○ ○

19 文化財の市の受贈基準作成 ◎ ☆ ○ ○

20 保管資料の計画的集約化
新たな資料保存先の環境整備を図りなが
ら、段階的に集約化を図る

◎ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21
指定・未指定文化財の調査状
況等の履歴を管理する台帳の
整備

文化財に対する調査実施履歴等の情報が
恒久的に受け継がれるような文化財基礎台
帳の整備

◎ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○

22 収蔵保管場所の確保
市遊休施設の活用等、収蔵資料の保管先
を確保する。

◎ ☆ ○ ○

23 調査研究拠点の整備
適切な保存環境のもとで、調査研究ができ
る施設整備を検討していく。

◎ □ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

措置の内容

事業主体 財
政
措
置

事業期間(年度)

措
置
No.

次
期
以
降

 〇 事業主体 (◎主が文化財担当)
 □ 事業支援・協力

☆優先度1
◎優先度2
○優先度3
□事業

　 継続中

計画期間

行政
所有者・
保護団体

市民・民

間・学校・

団体・企業

等

○
有

Ｒ
３

Ｒ
４

Ｒ
５

Ｒ
６

Ｒ
７

R8

措置の名称

～
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（３）保存継承について 

＜現状＞ 

 市民の文化財の保存継承への認識は高いものの、人口減少や後継ぎ（承継）不足等

により、文化財を維持管理する文化財所有者個人の負担が、年々増加しており、中に

は文化財の消失、流出、風化等の事例も見られます。 

 地域の伝統行事も後継者不足、少子化等の影響により、廃止や簡素化せざるを得な

い状況になっている所も少なくなく、継続して実施している地域においても、高齢化

や原材料の調達に苦慮する状況にあります。 

 このような状況に対し、地域の枠を超え、市全体で保存継承を検討していく必要が

あります。 

 

＜課題＞ 
  ①文化財の適正な評価・価値づけにより、市として貴重なものと認められる場合

は、積極的に指定・登録制度を活用し保存していく必要がある。 

  ②行政は、現状に即し、所有者・保存団体へ国・県・市の補助金のほか民間助成

活用による支援を推進する必要がある。 

  ③伝統芸能保存団体や原材料調達等、無形民俗文化財保存継承活動への支援をし

ていく必要がある。 

  ④行政・地域が一体となって、文化財を見守っていく体制を構築していく必要が

ある。 

  ⑤文化財所有者等、市民からの情報収集、相談体制を十分に整える必要がある。 

 

＜方針＞ 

 文化財の適正な評価・価値づけにより、市として貴重なものと認められる場合は、

積極的に指定・登録を進めていきます。 

 文化財の保存継承について、史跡等、風化や劣化が想定される箇所については、地

域や関係団体が連携して見守る体制づくりを進めます。あわせて所有者や保存団体の

負担感を軽減するため、公的補助金による財政的支援や民間助成活用を含めた協力を

図っていきます。 

 地域での継続が困難であったり、消滅してしまったりした、伝統芸能・行事等につ

いて、地域の枠組みの見直しや、用具購入費、原材料の調達費等への支援等、存続・

再興に向けて地域・学校・行政が連携して検討していきます。 

 加えて、文化財所有者等、市民からの現状把握に努めると共に、保存に係る相談体

制を整えていきます。 

  ①文化財の適正な評価・価値づけにより、市として貴重なものと認められる場合

は、積極的に指定・登録を進める。 
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  ②史跡等、風化や劣化が想定される箇所は地域と関係団体の連携による見守り体

制の構築を実施する。 

  ③所有者や保存団体の負担感を軽減するクラウドファンディング等、資金調達方

法への支援や協力を図る。 

  ④地域での継続が困難または消滅した伝統芸能・行事等の存続・再興に向けて用

具購入費、原材料の調達費等への支援等を含め地域・学校・行政が連携して取

り組む。 

 

＜措置＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

付記 
＜事業優先度について＞ 
☆優先度１：計画認定後、優先して取り組む事項 

◎優先度２：計画期間内に事業の完了もしくは継続実施を可能とすることを目指す事項 
○優先度３：中長期的に実施する事項 
事業継続中：現在実施中の事業  

事業
優先度

文化財

担当

他部署

担当

24 文化財情報の収集
未指定文化財の情報収集・価値づけ・評価
を専門家に依頼して実施する。

◎ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

25 文化財の指定・登録等の推進
調査による価値づけが明確な文化財の指
定・登録を進める。

◎ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

26 文化財の見守り活動事業
地域の人材を活用し、文化財の見守り活動
を進める。（文化財保護協会等）

○ □ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

27 文化財修復・活用への支援
指定等文化財の保存修理・活用への支援
や助言(両関酒造、石孫本店、山内家住
宅、四同舎、顧空庵 他）

◎ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

28
文化財所有者へ保存環境に関
する指導や助言の実施

保存環境の適正化を図るための指導マ
ニュアル作成

◎ □ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29 学校郷土芸能クラブ運営への財政的支援 □ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

30 発表機会の提供 □ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

31 地域学校協働本部との連携事業の展開 ○ ○ □ □ ○ ○ ○ ○ ○

32
財政的支援、発表機会の提供、及び継承
の支援

◎ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

33
保存継承が危ぶまれる団体への支援策を
検討する。

◎ ○ ◎ ○ ○ ○

34 保存に関わる人口の増加を図る
伝統行事（しん粉細工、七夕絵どうろう、伝統

芸能）等の保存継承を、地域の内外から人
を募って進める仕組づくり

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

35
創作活動の中核を担う市民・市
民団体の育成及び連携（七夕絵
どうろうの保存継承）

七夕絵どうろうの絵師を養成していく。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

36
保存継承に伴う原材料確保へ
の支援

鹿嶋様の藁や茅葺き屋根の茅等、原材料
確保への支援策を検討する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

37
文化財所有者へ保存環境に関
する指導や助言の実施

保存環境の適正化を図るための指導マ
ニュアル作成

◎ □ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

38 保存管理計画の整備
関係者による保存管理協議会と設置等し保
護を図る。

◎ □ □ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○

39 相談体制の構築整備
文化財所有者等の保存に関する相談体制
の構築

◎ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40 市庁内関係課所の連携体制の整備 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○

41 地域、商工、観光、行政の連携体制の整備 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○

42
文化財保存活用アドバイザーの
設置

専門的な見地と豊富な経験・実績に基づ
き、本計画の実施を指導助言するアドバイ
ザーの設置

◎ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○

計画推進の実施体制の構築

措置の名称

無形民俗文化財保護管理団体
への支援

小中学校での伝統芸能継承活
動の支援

措
置
No.

措置の内容

事業主体 財
政
措
置

事業期間(年度) 次
期
以
降

 〇 事業主体 (◎主が文化財担当)
 □ 事業支援・協力

☆優先度1
◎優先度2
○優先度3
□事業

　 継続中

計画期間

行政
所有者・

保護団体

市民・民

間・学校・

団体・企業

等

○
有

Ｒ
３

Ｒ
４

Ｒ
５

Ｒ
６

Ｒ
７

R8～
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２．郷土への誇り・愛着の醸成と魅力の発信 

 

（１）情報の公開・発信について 

＜現状＞ 

 湯沢市内の、既存の歴史資料展示施設である「郷土学習資料展示施設(ジオスタ☆

ゆざわ)」「院内
いんない

銀山
ぎんざん

異人館
い じ ん か ん

」「稲庭
いなにわ

城
じょう

」「雄勝郡会議事堂記念館
お が ち ぐ ん か い ぎ じ ど う き ね ん か ん

」において、展示

または保管され、各々の施設の方針に基づく、常設展や企画展を開催していますが、

市全体として俯瞰した場合に展示方針等の統一した観点や概念、施設間のネットワー

ク化は不十分であり、市全体の歴史やその価値、魅力を十分に分かりやすく伝える情報

発信が効果的とは言えません。 

 市による収蔵資料の整理、調査研究の成果をもとにした企画展示等は、展示方針や

専門的体制がないことから、全施設の累計でも年数回に止まっており、大規模なイベ

ント・巡回展も実施できていない現状です。 

 なお、市内展示施設を相互に有機的な活用を図っていくことについては、「（３）

総合博物館構想の実現」において記載いたします。 

 

＜課題＞ 

  ①文化財に関する市民への周知（情報発信）を積極的に図る必要がある。 

  ②既存展示施設の特徴づけを明確にした有機的な活用・整備が必要である。 

  ③既存の歴史資料展示施設を利用する人を増やす必要がある。 

 

＜方針＞ 

 展示活動は、常設展・企画展を問わず、文化財の調査・研究の成果に基づきながら、

誰もが湯沢を「知る」「発見する」「創る」「発信する」ことができるような、市民

の学習意欲に応える内容とするように努めていきます。 

 そのために、既存の４つの展示施設は、多様な文化財を効果的に展示し、湯沢の魅

力をわかりやすく内外に紹介できるよう、各施設の特徴を明確にし、ネットワーク化

を前提とした展示内容の検討を進めます。 

  ①展示は、資料の調査結果や現代的なニーズを踏まえ、多くの市民が知るよろこ

び、見る感動、参加する楽しみ・興味関心を抱くことのできる内容とする。 

  ②展示を創意工夫し、湯沢市の歴史文化を深く・楽しく・分かりやすく、発信で

きるようにする。 

  ③常設展示には、原始時代から現代までの通史と湯沢市を特徴づけるテーマ展示

を組み込んだ内容にする。 
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  ④湯沢雄勝地域の現在に至る歴史的経過を自然環境の変遷と合わせて展示し、地

域の魅力を再認識する機会につなげる。 

  ⑤国宝・重要文化財の特別企画展示等、市民に名品を見る機会を提供する。 

  ⑥展示の企画では、世界から見た日本、秋田、湯沢といった俯瞰の視点も持つよ

うにする。 

  ⑦展示手法は、教え込むのではなく、クイズや謎解きのように楽しんで学べるよ

うな視点とする。 

  ⑧既存展示施設を特色ある専門的施設へのリニューアルと施設間のネットワー

ク化構想の検討を進める。 

 

＜措置＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
付記 

＜事業優先度について＞ 

☆優先度１：計画認定後、優先して取り組む事項 

◎優先度２：計画期間内に事業の完了もしくは継続実施を可能とすることを目指す事項 

○優先度３：中長期的に実施する事項 

事業継続中：現在実施中の事業 

  

事業
優先度

文化財
担当

他部署
担当

51
湯沢雄勝地域の現在に至る歴史的経過を
自然環境の変遷とあわせて展示する。

◎ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○

52
国宝や重文の展示により市民が国の文化
財（名品）を観覧する機会を提供する。

◎ □ ☆ ○ ○ ○ ○ ○

53
原始時代から現代までの通史と湯沢市を特
徴づけるテーマ展示をする。

◎ □ ☆ ○ ○ ○ ○ ○

54 文化財の活用　展示
松岡経塚遺跡出土物「経筒」のレプリカ・復
元品の作成

◎ □ ◎ ○ ○

55
県指定文化財「旧雄勝郡会議事堂」での文
化財展の開催

◎ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○

56
院内銀山異人館での「院内銀山の歴史」を
学ぶ企画展の開催

◎ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

57
稲庭城での「中世小野寺氏」や地域の偉人
に関する企画展の開催

〇 〇 □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

58 郷土学習資料展示施設の常設展の拡充 ○ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○

59 現代のニーズにあった施設整備
VR・ARの活用、音声ガイダンス・多言語化
等の整備を進める。

○ ○ ☆ ○ ○ ○

措
置
No.

市民の学習意欲に応える内容
の展示

サテライト施設の特徴を生かした
文化財展等の開催

Ｒ
６

Ｒ
７

R8

措置の名称 措置の内容

事業主体 財
政
措
置

事業期間(年度) 次
期
以
降

 〇 事業主体 (◎主が文化財担当)
 □ 事業支援・協力

☆優先度1
◎優先度2
○優先度3
□事業
　 継続中

計画期間

行政
所有者・
保護団体

市民・民

間・学校・

団体・企業

等

○
有

Ｒ
３

Ｒ
４

Ｒ
５

～
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（２）教育普及について 

＜現状＞ 

 市内に所在する指定・登録文化財を写真と解説により、市民をはじめ内外に知って

いただくため「図録 湯沢市の文化財」を平成29(2017)年３月に発刊しました。 

 また、県指定文化財「佐竹南家日記
さ た け み な み け に っ き

」は、江戸時代の湯沢での出来事等が書かれた

もので、平成３(1991)年からは、貴重な史料を広く公開し歴史研究にも資するよう、

古文書を原文のまま翻刻した「佐竹南家御日記
さ た け み な み け ご に っ き

（全26巻の叢書）」出版を市の単独事

業として開始し、令和元(2019)年度、第13巻が発刊されました。事業開始から30年を

迎え、事業完了の早期化を望む声が多くなっています。 

 「図録 湯沢市の文化財」・「佐竹南家御日記」の出版にあわせて、指定・登録文化

財にさらに興味関心をもってもらえるよう、指定文化財展を期間限定で開催していま

す。 

 学校でも湯沢市の歴史文化について学習する機会はありますが、教員が歴史資料保

存展示施設に出かけたり、直接見て触れる等の体験をしたりしている例は少なく、地

域に継承されている指定・登録文化財・先人や歴史等に関して学習を効果的に進める

上での情報が不足しています。 

 歴史的建造物の活用については、雄勝郡会議事堂記念館や国登録有形文化財「山内

家住宅」の公開企画展示・イベントの開催のほか、スケッチワークショップ等が、文

化財保護の大切さや郷土愛の醸成を図ることを目的に実施されていますが、観光や地

域住民との連携による地域活性化につながる取り組みは、まだ少ない状況です。 

 

＜課題＞ 

  ①文化財のことを後世へ伝える人材を育成していく必要がある。 

  ②産業や観光と連携した事業の実施により地域活性化につなげる必要がある。 

  ③市民からの情報収集、保存活用に係るニーズ把握が必要である。 

  ④文化財までの案内板や説明板の整備が必要である。（不足、見にくい等の解消） 

  ⑤防災・防犯への取り組みが十分でなかったことを踏まえ対応をしていく必要が

ある。 

  ⑥「佐竹南家御日記」翻刻事業を早期完了に向けて進める必要がある。 

 

＜方針＞ 

 教育普及活動は、学校教育と連携した学習支援を充実させることはもちろん、地域

住民の地域学習（暮らし・住まい、習俗・習慣、無形文化財、祭礼・儀礼等）の継承

や支援を進めていきます。 
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 そのためにも、市が主催する事業と、市民ならびに市民団体が主体となって推進し

市が運営を支援する事業とを実施し、同時に普及の担い手の育成や地域住民の活躍の

場を創生できるように努めていきます。 

 特に、特色ある自然環境については、環境の再現等による体験的学習やワークショ

ップ等を含む、自然環境に対する意識の深化に資する仕組みが必要であり、特色ある

伝統工芸、特産品、無形文化財、習俗・習慣及び祭礼・儀礼等について、伝統及び技

術等の継承のため、体験や参画の機会を提供していきます。 

 若者を中心とする市民から、情報の収集や保存活用に係るニーズの把握をし、現代

にあった多様な事業を展開していきます。 

 文化財までの案内板や説明板が足りない、見にくい等の要望にそった環境整備を進

めます。 

 「佐竹南家御日記翻刻事業」は、市が編纂翻刻する唯一の学術書（叢書
そうしょ

）であり、

調査研究資料にも資するよう早期の事業完了を目指して進めていきます。 

  ①市民と協働で行う調査研究、フィールドワークなどの活動を実施する。 

  ②今日的な視点に基づいて、文化財を生かした新たな付加価値を創出し、産業や

観光と連携した地域活性化を図る事業を企画する。 

  ③文化財の情報のデータベース化（展示物、収蔵物、文献等）と、それらを自由

に閲覧できる環境を構築する。 

  ④調査研究成果による図録、調査報告書、資料集、史料翻刻等を、普及活動の内

容として伝えていく。 

  ⑤収集や保存する資料の価値や保存の必要性を周知するため、調査結果（根拠）

によるデジタル公開や展示公開を適宜実施し、情報の発信に努める。 

  ⑥通信環境（Wi-Fi等）の充実、多言語パンフレットの準備、及びデジタルコンテ

ンツの積極的な活用等により、インバウンドを含めた観光客へも対応していく。 

  ⑦個々の児童生徒が、感性に基づき楽しみながら、歴史文化のあり方を見出せる

学習プログラムを作成する。 

  ⑧文化財を活用した学習プログラムの開発や児童生徒向けのリーフレット作成

を学芸員と教員とが協力して実施する。 

  ⑨学芸員が学校にゲストティーチャーとして出向いて、地域の歴史文化を伝える

仕組みを整備する。 

  ⑩講座、ワークショップ、探訪ツアー、出張展示、現地見学会、地場産業の制作

実演や実演体験等の教育普及活動を充実させる。 

  ⑪創作活動の中核を担う、市民ならびに市民団体の育成及び連携を図る。 

  ⑫市民の自発的・自律的な創作活動（アート制作やワークショップ等のイベント）、

創作成果の公開、アーティストとの協働等の場の提供及び活動の運営支援を進

める。 

  ⑬観光振興計画とも連動した、観光客と市民との交流可能な場を提供していく。 

  ⑭若者を主体に、市民からの情報の収集や保存活用に係るニーズを把握し、現代

にあった多様な事業を展開する。 
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  ⑮文化財までの案内板や説明板の新設・改修等の環境整備を進める。 

  ⑯「佐竹南家御日記翻刻事業」の早期完了に向け、校正者等の体制の整備を進め

ると共に古文書解読講座の開催、現代語訳版の発刊等、事業の周知をしていく。 

 

＜措置＞ 

 

  

事業
優先度

文化財

担当

他部署

担当

60
国登録文化財の一般公開等イベントの実
施

◎ □ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

61
市内の国登録文化財等、歴史的建造物を
巡る歴史探訪の実施

◎ □ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

62
「地元を描こう!!スケッチワークショップ」イベ
ントの実施

◎ □ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

63 市収蔵資料の公開展示 ◎ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○

64 収蔵資料保管施設の見学会の開催 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

65 小中学生の遺跡発掘体験 ◎ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

66
若者向けのワークショップやイベント等の開
催

○ ○ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○

67
文化財の見て歩き体験と健康づくりの連携
講座開催

○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

68
カフェ、レンタルスペース、宿泊施設等、民
間での活用への支援

○ ○ ○ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○

69
レンタルスペースサイトへの掲載による活用
推進

○ ○ ○ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○

70 他分野との連携事業
文化財、観光、産業が有機的に連携した事
業企画の立案と実施

○ ○ □ ◎ ○ ○ ○ ○

71
文化財情報のデータベース化と
公開

文化財情報のデータベース化（展示物、収
蔵物、文献等）とそれらを自由に閲覧できる
環境を構築する。

◎ □ ◎ ○ ○ ○

72
調査研究成果を定期的に発表する場の提
供

◎ □ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

73
他機関との情報連携による史実の深化を図
る。

○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

74
図録、調査報告書、資料集、史料翻刻等を
普及活動の内容として伝えていく。

◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

75 文化財コラムの市広報への定期的な掲載 ◎ □ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

76 SNSに特化した情報周知と拡散 ◎ □ ○ ○ ○ ○ ○

77 新規指定・登録文化財への標柱設置 ◎ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

78 伝統芸能発表会の開催 ◎ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

79
市内遺跡情報の周知のためHP等へ公開し
ていく。

◎ ○ ○ ○

80
文化財保存活用地域計画の概要版を全戸
配布する。

◎ ◎ ○ ○

81
展示会等の開催を効果的に周知する情報
戦略の実施

◎ ○ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

82 郷土の先覚者に関する周知
中世以降の市にゆかりのある偉人展を開催
する。

◎ ○ □ □ ◎ ○ ○ ○

83
地域住民企画の地域モデル事
業

地域と市が協働で実施する文化財展示会
等の開催

◎ □ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

84 インバウンド等への対応
通信環境や多言語対応等、インバウンドを
含めた観光客への配慮・対応

◎ ○ ○ ○ ○ ○

85
自然環境の再現による体験提供やワーク
ショップ開催

○ ○ □ ○ ○ ○ ○

86 文化財写真コンクール・展覧会の開催 ◎ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

自然環境に対する意識の深化

周知機会の拡充

歴史的建造物の活用

措置の名称
措
置
No.

調査研究結果の活用

☆優先度1
◎優先度2
○優先度3
□事業

　 継続中

計画期間

行政
所有者・
保護団体

Ｒ
５

Ｒ
６

Ｒ
７

措置の内容

事業主体 財
政
措
置

事業期間(年度)

R8

次
期
以
降

 〇 事業主体 (◎主が文化財担当)
 □ 事業支援・協力

市民・民

間・学校・

団体・企業

等

○
有

Ｒ
３

Ｒ
４

～
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付記 

＜事業優先度について＞ 

☆優先度１：計画認定後、優先して取り組む事項 

◎優先度２：計画期間内に事業の完了もしくは継続実施を可能とすることを目指す事項 

○優先度３：中長期的に実施する事項 

事業継続中：現在実施中の事業  

事業
優先度

文化財

担当

他部署

担当

87
専門家の調査研究、住民の創
意工夫によるフィールドワーク

地域（地区別）街歩きマップの発行（再編
集）

◎ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

88
資料のデジタル化等を実施し、学校と連携
した出前授業を実施する。

○ ○ □ ◎ ○ ○ ○ ○

89 子どもゆざわ学の開催 ◎ □ □ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

90
音楽のまちゆざわ推進協議会と連携したコ
ンサート等の実施

○ ○ □ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○

91 観光客と市民の交流
口述等、情報の拡散を住民に行ってもらう
仕掛けづくり

◎ □ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

92 伝統野菜体験活動 ○ ○ □ ○ ○ ○ ○

93 稲庭うどん製作体験 ○ ○ □ ○ ○ ○ ○

94 川連漆器体験 ○ ○ □ ○ ○ ○ ○

95
ジオパーク普及・啓発イベントの開催
（観光・ジオパーク推進課との連携）

○ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○

96
郷土料理の周知や調理体験ワークショップ
の実施（学校給食センター・生涯学習セン
ターとの連携）

○ ○ □ ○ ○ ○ ○

97 現代アートとの融合
文化財と現代アートを融合した市民の取り
組みへの支援

○ ○ □ ○ ◎ ○ ○ ○ ○

98 人材の養成
市民や観光客へ案内ができる人材の養成
（観光・ジオパーク推進課との連携）

○ ○ □ ◎ ○ ○ ○ ○

99 保全・清掃活動の実施
史跡等の清掃活動を通した文化財とふれ
あう機会の創出

◎ □ □ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

100 学習プログラムの構築
児童生徒が歴史文化を体験活動等により
親しめる学習プログラムを学芸員と教員が
連携して作成する。

○ ○ □ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○

101 若者の声を聞く仕組みづくりを進める。 ○ ○ □ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

102
文化財の保存活用に関する住民アンケート
の実施

◎ □ ○ ○ ○

103 案内板等の現況調査の実施
統一した仕様による案内板整備に向けて現
況や土地貸借等の調査による台帳整備

○ ○ ◎ ○ ○ ○

104 案内板の整備
統一した仕様による誘導案内板を道路等
の主要箇所に設置する。

○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○

105 説明板の整備
老朽化した説明板の改修、不足している箇
所への新規設置

◎ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

106 　　毎年度の発刊 校正作業の効率化による毎年度の発刊 ◎ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

107 　　更なる事業早期化の検討
外部委託も含めた更なる事業早期化の検
討

◎ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○

108
　　後継者(裾野)を広げる取り
　　組み

古文書初心者解読講座の開催 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

109 　　現地見学会の実施
御日記に書かれた場所を訪ねるイベントの
開催

○ ○ □ □ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

110 　　周知機会の拡充 新巻発刊に合わせた現代語訳版の発行 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

111
　　研究資料としての価値の
　　発信

歴史研究資料としての価値をHP等で公開
し発信する。

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

112
　　佐竹南家御屋敷跡への
　　看板設置

実際に御日記が書かれた御屋敷跡へ説明
板を設置し市民への周知を図る。

◎ ◎ ○ ○

　

措置の名称
措
置
No.

講座、ワークショップの開催

体験・参画機会の提供
（地場産業の制作体験）

住民ニーズの把握と調査の実施

措置の内容

事業主体 財
政
措
置

事業期間(年度) 次
期
以
降

 〇 事業主体 (◎主が文化財担当)
 □ 事業支援・協力

☆優先度1
◎優先度2
○優先度3
□事業

　 継続中

計画期間

行政
所有者・

保護団体

市民・民

間・学校・

団体・企業

等

○
有

Ｒ
３

Ｒ
４

Ｒ
５

Ｒ
６

Ｒ
７

R8～

佐
竹
南
家
御
日
記
翻
刻
事
業
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（３）総合博物館（センター・サテライト拠点連携）構想の実現 

 

＜現状＞ 

 市中心部に、市の歴史を総合的に知る、学ぶことのできる展示機能がないことは長年の

懸案事項となっています。 

 また、昔の暮らしや道具に関する収蔵資料は多数保有していますが、市内には常設

の展示・解説をしている施設がないため、市内の学校が他市町村へ行って学習せざる

を得ない状況です。 

 市内の文化財、歴史、文化、自然科学を融合する「総合博物館構想」は、新たに資

料館を湯沢駅周辺複合施設内に整備（センター拠点）し、既存の４か所の資料展示施

設と有機的に連携を図るもので、センター拠点はサテライト拠点がもつ情報の集約や

結節点となる統括機能を果たす拠点であり、サテライトは特定の分野に差別化した、

専門的博物館と位置付けるものです。 

 想定される各施設が果たす機能については、令和２年４月に湯沢市歴史文化懇話会

から提出された、「歴史資料保存・展示のあり方に関する提言書」から引用します。 

 

＜課題＞ 

  ①市全体の歴史を一か所で学ぶことができる新たな拠点の整備が必要である。 

  ②既存展示施設（サテライト拠点）の統括的結節点となる、新たな中心的展示施

設（センター拠点）が必要である。 

  ③既存展示施設の特徴づけを明確にした有機的な活用・整備が必要である。 

<(1)情報の公開・発信から再掲> 

 

＜方針＞ 

 市内には、豊富な自然資源や、歴史ある文化と伝統が数々残されているが、それら

を総合的に見る、感じる、知る、学べる場所がないことから、古代から現代までのあ

り様、繋がってきた伝統文化等、地域に根差した貴重な歴史文化を学べるセンター拠

点と位置付けて整備します。 

 合わせて、市内に残る貴重な文化財や関連資料の保存環境は、温湿度・光・防虫等

への配慮が不足していることから、これ以上の劣化や損傷を防ぎ、次代に継承してい

くため、適切な保存環境のもと特に脆弱な資料を保管できる収蔵庫、及び調査研究拠

点についても整備していきます。 

 また、既存の展示資料施設は、施設間の連携等はないままに従来の展示を継続して

いる状況にあることから、各施設を特色ある専門展示施設としていくために、新たな

センター拠点から既存の施設（サテライト拠点）へと誘導や、施設間を周遊して学ベ
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る仕組みづくりや社会教育・学校教育と連携した多様な学習プログラムの提供を検討

します。 

  ①新たな歴史資料の展示機能拠点（センター拠点）を湯沢駅周辺複合施設内に整

備していく。 

  ②センター拠点には展示機能に加え、適切な保存環境を保つ、収蔵庫や調査研究

拠点もあわせて整備していく。 

  ③既存展示施設（サテライト拠点）を特色ある専門的施設へのリニューアル構想

に向けた計画作成及び改修の検討を進める。 

  ④センター拠点からサテライト拠点への誘導、及びサテライト拠点間を周遊でき

る仕組みを構築する。 

 

＜措置＞ 

 

 

 

 

 

 

 

付記 

＜事業優先度について＞ 

☆優先度１：計画認定後、優先して取り組む事項 

◎優先度２：計画期間内に事業の完了もしくは 

      継続実施を可能とすることを目指す事項 

○優先度３：中長期的に実施する事項 

事業継続中：現在実施中の事業 

 

 

 

  

事業
優先度

文化財
担当

他部署
担当

113 駅周辺複合施設への機能導入
湯沢駅周辺複合施設におけるセンター拠
点の基本計画を進める。

○ ○ ☆ ○ ○

114 既存施設活用の検討
遊休施設活用について検討する。（現湯沢
図書館等）

○ ○ ○ ○

115
サテライト拠点毎の特色ある展
示の検討と改修

各拠点の特色を生かした差別化を図り、学
びの深化となる展示の検討と、改修計画に
よる改修を行う。

◎ ○ □ □ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○

116
サテライト間を周遊できる仕組み
づくり

企画展の連携等、サテライト拠点間を移動
して学べる仕掛けづくりを行う。

○ ○ ☆ ○ ○

117
施設間の誘導と周遊の仕組み
構築

交通二次アクセス等と連携し、施設間の周
遊性を図る。

○ ○ ☆ ○ ○

措置の名称
措
置
No.

措置の内容

事業主体 財
政
措
置

事業期間(年度) 次
期
以
降

 〇 事業主体 (◎主が文化財担当)
 □ 事業支援・協力

☆優先度1
◎優先度2
○優先度3
□事業
　 継続中

計画期間

行政
所有者・

保護団体

市民・民

間・学校・

団体・企業

等

○
有

Ｒ
３

Ｒ
４

Ｒ
５

Ｒ
６

Ｒ
７

R8～
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「歴史資料保存・展示のあり方に関する提言書」（令和２年４月 湯沢市歴史文化懇話会）から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湯沢市の未来を見据えた 

湯沢市歴史資料展示施設のあり方について 
 

 保存・展示等の望ましいあり方や将来の湯沢市を総合的に勘案し、新たな歴

史資料の展示施設を設置することが必要と思われます。 

 また、既存の展示施設も生かしながら、新たに拠点を設置する「センター・

サテライト型」が望ましいと思われます。 

セ
ン
タ
ー 

 文化財等の評価、収集、保存、展示、教育普及、地域連携を担う 

 知の拠点 

主な機能 

❖国・県・市指定文化財やぜい弱な文化財等の収蔵保管 
❖文化財等の調査研究 
❖通史展示や特集展示を意識した常設展示 
❖自主企画展、巡回展の開催 

❖重要文化財や国有品の公開 

 

サ
テ
ラ
イ
ト 

施 設 名 
雄勝郡会 

議事堂記念館 

郷土学習資料 

展示施設 
稲 庭 城 

院内銀山 

異人館 

所 在 地 北荒町 2-20 
高松 

字上地 6-2 

稲庭町 

字古舘前平 50 

上院内 

字小沢 115 

延床面積 499㎡ 848㎡ 752㎡ 435㎡ 

用  途 県指定文化財 博物館系 観光施設 博物館系 

現状機能 

・指定文化財展 

・市民作品展示 

・指定文化財写真

展 

・音楽イベント 

・会議場 

・埋蔵文化財 
（主に長蓮寺遺跡） 

・ジオパーク関連 

・酒造用具 

・地熱関連 

・小野寺氏(中世) 

 の歴史 

・稲川地域の歴史 

・皆瀬地域の歴史 

・院内銀山の歴史 

・雄勝地域の歴史 

新 機 能 

建築資料館 地質考古資料館 中世歴史資料館 鉱山文化資料館 

・市民作品展示 

・指定文化財写真

展 

・音楽イベント 

・会議場 

・埋蔵文化財 

・ジオパーク関連 

・地熱関連 

・小野寺氏(中世)

の歴史 

・稲川地域の歴史 

・皆瀬地域の歴史 

・院内銀山の歴史 

・雄勝地域の歴史 

備  考 
・指定文化財展は

センター機能へ 

・酒造用具はセン

ター機能へ 
  

 
※ センター・サテライトは共に連携し、センターはサテライトが有する情報

の集約、結節点といった統括機能を果たす拠点であり、サテライトは特定分

野の専門博物館と位置づけられます。 
 
※ サテライト施設のほか、川連漆器類の伝承・展示については、川連漆器伝

統工芸館においても実施されています。  

- 10 -
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センター施設の機能について 

 

◇市全体を俯瞰的に知ることが出来る展示・解説（成り立ち、自然のありよ

う、歴史・文化の変遷、先人たちの営み、自然との共生・利用等）する機能 

◇文化財等の魅力を生かした企画展を実施する機能 

◇新たな付加価値の発信を目的とした事業展開を実施する機能 

◇利用者の疑問や質問に気軽に対応できる、相談窓口の機能 

◇学校・地域社会との連携による生涯学習の実現を図る機能 

◇域外からの集客を目的とした情報発信機能 

◇サテライト施設へ誘導できるような展示や紹介をする統括機能 

◇将来、収蔵資料の増加時に対応する機能 

 

 

 

センター施設の展示内容について 

 

◇展示構成は、常設展及び企画展とする。 

◇湯沢雄勝地域の通史の展示（ジオラマ・デジタルコンテンツ併用）をする。 

 ①現湯沢市に限らず、湯沢雄勝地域の現在の姿（産業、物産、生活文化、文

化遺産、芸術文化、気風など） 

 ②現在の姿が生み出され形作られてきた歴史的経過 

 ③歴史的経過の契機となり持続させてきた自然環境（ビオトープ） 

 ④湯沢のお祭りの紹介 

◇湯沢地区の自然と歴史 

 ①佐竹南家が育んだ湯沢の文化 

 ②商都湯沢の繁栄の姿 

 ③城下町と商都がこの地に形成された契機となり持続させてきた自然環境 

◇湯沢の歴史を市民に伝える、代表的な資料を展示する。 

◇災害との対峙等を含む、自然と人間の共生について（通史＋テーマ展示）の

展示をする。 

◇湯沢の歴史をソースとして編集・生成した、現代アート分野の作品展示と合

わせて、デザイン性の高い商品企画を行う。 

◇センターからサテライトに行きたくなるよう、パネル展示等、センターから

誘導する仕組みを構築する。 
  

- 11 -
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その他 

 

◇センターは、市内でも人口が多い地区で、最も多数の湯沢市民が訪れやすい

利便性の高い所に設置する。 

◇センターの立地は災害（雪害、水害、土砂崩れ等）による被害が少ない場所

が望ましいと思われる。 

◇センターの位置は、交通の結節点、バス・自家用車利用への配慮、立地の歴

史性や風致地区との密接な連携、災害対応等を考えると、現湯沢市役所周辺

が望ましいと思われる。 

◇センター施設は学校教育や生涯学習、観光等で活用されることを想定し、地

域のガイドや教職員にも意見を出してもらい、多くの人が活用しやすい施設

にする必要がある。 

◇センター・サテライト施設間を、学習・観光等の目的で周遊する見学者の多

様なニーズに応えるため、テーマ別、時間数別等のコースを多数用意し利用

促進を図る。 

◇センター・サテライト型により、中心市街地と周辺地域の交流・回遊の実現

を図る必要がある。 

◇センターとサテライト、及び観光地等を結ぶ、安価な料金設定のシャトルバ

スの運行や交通手段の明示等、交通弱者にも配慮する必要がある。 

 

 

- 12 -
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第６章 文化財の一体的・総合的な保存と活用 

１．関連文化財群に関する事項 

 

（１）関連文化財群とは 

 関連文化財群とは、地域の多種多様な文化財を歴史文化の特徴に基づくテーマやス

トーリーに沿って一定のまとまりとして捉えたものです。まとまりをもって扱うこと

で、未指定文化財についても構成要素としての価値づけが可能となり、また、相互に

結びついた文化財の多面的な価値・魅力を発見することができます。 

 

（２）関連文化財群の設定と考え方 

第３章でまとめた湯沢市の歴史文化の特徴は、① いで湯の宝庫“湯沢”、地熱のま

ち“ゆざわ”、② 祈りのカタチとくらし、③ 街道と産業の発達、④ 院内銀山の繁栄

の４つです。これら４つの歴史文化の特徴をテーマに関連する文化財を群として捉え、

ストーリー化したものを関連文化財群とします。 

 

（３）関連文化財群とその課題・方針・措置 

 

① いで湯の宝庫“湯沢”、地熱のまち“ゆざわ” 

 

 湯沢市では、過去から現在まで続く火山活動が生み出した豊かな自然、大地の恵

みを受け、植物や動物が豊かな生態系を築き、それを地域に住む人間が利用し、産

業を起こし、経済活動を行い、様々な文化を築いてきました。その営みを体感でき

る見どころが市内全域に点在しており、ゆざわジオパークとして、その活動に力を

いれています。 

 奈良時代に発見され、秋田県最古の温泉地として知られる秋の宮温泉郷、その山中

の荒湯で形成された鮞状珪石
じじょうけいせき

は、その形状から地元ではブリコ石と呼ばれており、国

内では、ほとんど見つけられていない非常に希少性のある岩石として、学術上価値が

高く評価されています。 

 江戸時代にはすでに湯治場として開けていた小安峡温泉では、平成の時代から温泉

熱を利用したハウス栽培や乳製品の低温殺菌、乾燥野菜、乾燥果物の製造等、様々な

産業が行われており、地元の高校生による新しい商品の開発にも取り組んでいます。 

 そして今、湯沢市では、自然環境との調和を図りながら、地熱のまち“ゆざわ”と

して、温泉や地熱発電等、地熱資源の活用を積極的に推進しており、現代の私たちの

暮らしに欠かせないものとなっています。 
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＜構成文化財＞ 
№ 

構成文化財 地域 区分 
指定

等 

QR コ

ード 

№ 
構成文化財 地域 区分 

指定

等 

QRコ

ード 

１ 
鮞状珪石およ

び噴泉塔 
雄勝 

天 然 

記念物 
国 

 
２ 

川原毛の酸

性変質帯 
湯沢 

天 然 

記念物 
県 

 

３ 
木地山のコケ

沼植物群落 
皆瀬 

天 然 

記念物 
県 

 
４ 

川原毛大湯

滝 
湯沢 記念物 

  

５ 秋の宮温泉郷  雄勝 記念物  

 

６ 泥湯温泉 湯沢 記念物 

  

７ 小安峡温泉  皆瀬 記念物  
 

８ 
小安峡大噴

湯 
皆瀬 記念物 

  

９ 院内カルデラ 雄勝 記念物  
 

10 三途川渓谷 湯沢 記念物 
  

11 湯の又大滝 雄勝 記念物  
 

12 
大滝沢天然

ブナ林 
稲川 記念物 

  

13 
女滝沢天然林

遊歩道 
皆瀬 記念物  

 
14 

関口石・採

石場跡 
湯沢 記念物 

  

15 
院内石・採石

場跡 
雄勝 記念物  
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＜主な構成文化財＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜現状と課題＞ 

 温泉や酸性変質帯、湖沼群等、火山活動を受けた本市特有の自然環境は、これまで

観光資源として活用されてきましたが、文化財としてのなじみは薄いものでした。 

 こうした自然環境を守り活用していくために、湯沢市ジオパーク推進協議会などの

庁内関連部局や地域住民、各種団体との連携体制を整備する必要があります。 

 拠点施設の展示方法や内容を検討し、来訪者に分かりやすい展示を行う必要があり

ます。また、ガイドの体制を整え、運用する必要があります。 

 案内板の現況調査を行い、経年劣化しているものは更新し、不十分な箇所には整備

していく必要があります。 

  

No.15 院内石 

No.5 秋の宮温泉郷
 

No.15 院内石

No.1 鮞状珪石 
   および噴泉塔 

No.2 川原毛の酸性変質帯 

No.3 木地山のコケ沼 
   植物群落 

No.8 小安峡大噴湯 
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＜保存活用の方針＞ 

 これら関連文化財について、自然環境を守り活用していくために、庁内関連部局や

地域住民、各種団体との連携体制を整備し、関係者による保存管理協議会を設置し、保

護を図ります。 

 また、庁内関連部局等と連携して参加型イベントを実施し、ジオパークの見どころ

や文化財に触れる機会を提供します。 

 そして、この地域の回遊拠点となる郷土学習資料展示施設の展示物について、より

魅力的な内容となるよう常設展の見直しを行います。 

 

＜計画期間中の措置＞ 

課 

題 

措
置
№. 

措置の内容 

事業主体 事業期間（年度） 
 ○事業主体(◎主が文化財担当) 
 □事業支援・協力 

計画期間 

行政 
所
有
者 

保
護
団
体 

市民・民
間・学校・
団体・企業
等 

Ｒ 
３ 

Ｒ 
４ 

Ｒ 
５ 

Ｒ 
６ 

Ｒ 
７ 

R8 

〜  
文化財 
担当 

他部署
担当 

 

保
存
・ 

継
承 

25 

関係者による保存管理協

議会を設置し、保護を図

る。 

◎  □  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

情
報
の
公
開 

・発
信 

58 
郷土学習資料展示施設

常設展の充実・拡充 
○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

教
育
普
及 

72 

ジオパーク等、調査研究

成果を定期的に発表す

る場の提供 

◎   □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

67 

「文化財の見て歩き体

験」と健康づくりの連携

講座開催 

○ ○    ○ ○ ○ ○ ○ 

98 
市民や観光客へ案内が

できる人材の養成 
○ ○  □   ○ ○ ○  

95 
ジオサイト訪問イベントの

開催 
○ ○ □ ○     ○ ○ 

86 

天然記念物、ジオサイト

の写真コンクール・展覧

会の開催 

◎   □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

103 
案内板等の現況調査の

実施 
○ ○    ○ ○ ○   
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② 祈りのカタチとくらし 

 

 湯沢市には、縄文時代の遺跡・遺物が多くあり、代表的なものとして、国指定史跡

岩井堂
い わ い ど う

洞窟
どうくつ

、４匹の魚形が刻まれた魚形
ぎょけい

文刻石
もんこくせき

(県指定)、結髪土偶
け っ ぱ つ ど ぐ う

(県指定)が出土し

た松岡地区の鐙田遺跡
あぶみでんいせき

などがあげられます。 

 平安時代になると、愛宕神社・東鳥海神社（延暦20(801)年）が創立されたと伝えら

れています。中世には、山田松岡地区の白山神社に「女神像
じょしんぞう

」が、近世になると、岩

崎地区で「鹿嶋様
か し ま さ ま

」が祀られるようになり、それぞれ地域のシンボルとして、今も大

切に守られてきています。 

 川原毛の酸性変質帯は、その異様な景観から川原毛地獄の名で霊地としても知られ、

古くから多くの修験者が訪れ広く信仰を集めてきました。 

 また、川原毛地獄にほど近い三途川十王堂
さんずがわじゅうおうどう

には、長年にわたり信奉者がそれぞれに

奉献したものとみられる素朴な十王像が納められています。三途川の地名は、高松川、

湯尻川、桑ノ沢の三つの川が合流し、かつ霊場川原毛に由来します。 

 伝統芸能には、坂上田村麻呂に由来するといわれる、「関口ささら舞」や修験との

関わりを持つ「役内
やくない

番
ばん

楽
がく

」、「板戸
い た ど

番
ばん

楽
がく

」が、今もなお受け継がれてきています。 

 また、湯沢地域の小正月行事「犬っこまつり」は、盗難除け、無病息災、豊作を祈

るものです。 

 市内に残る遺跡や今も伝わる祭祀、地名などから、この地に先史時代から人が住み、

時代とともに疫病退散、五穀豊穣を神仏に願いながら、様々な信仰が継承されてきた

と推察されます。 

また、小野寺氏や佐竹氏など、為政者が宗教的権威を通じて支配基盤を強化しよう

とした姿もうかがい知ることができます。 
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＜構成文化財＞ 
№ 

構成文化財 地域 区分 
指定

等 

QRコ

ード 

№ 
構成文化財 地域 区分 

指定

等 

QRコ

ード 

１ 白山神社 湯沢 
有 形 

(建造物) 
市 

 
２ 

旧妙応山金

剛院 
湯沢 

有 形 

(建造物) 
市 

 

３ 東鳥海神社 湯沢 
有 形 

(建造物) 
 

 
４ 懸仏(３面) 

稲川 

皆瀬 

有形 

(彫刻) 
県 

 

５ 
木造十一面自

在観音 
湯沢 

有形 

(彫刻) 
県 

 
６ 女神像 湯沢 

有形 

(彫刻) 
県 

 

７ 
三途川十王堂

伝来諸像 
湯沢 

有形 

(彫刻) 
市 

 
８ 

八幡大菩薩

像御正躰 
湯沢 

有形 

(彫刻) 
市 

 

９ 番楽面 湯沢 
有形 

(彫刻) 
 

 
10 

鐙田遺跡出

土土偶 
湯沢 

有形 

(考古) 
県 

 

11 
鐙田遺跡出土

の遺物 
湯沢 

有形 

(考古) 
市 

 
12 

高松長蓮寺

跡の板碑 
湯沢 

有形 

(考古) 
市 

 

13 
阿弥陀堂境内

の板碑 
湯沢 

有形 

(考古) 
市 

 
14 嘉暦元年碑 皆瀬 

有形 

(考古) 
市 

 

15 永和二年碑 湯沢 
有形 

(考古) 
市 

 
16 応永七年碑 雄勝 

有形 

(考古) 
市 

 

17 嘉暦二年碑 雄勝 
有形 

(考古) 
市 

 
18 暦応元年碑 雄勝 

有形 

(考古) 
市 

 

19 嘉暦元年碑 雄勝 
有形 

(考古) 
市 

 
20 建武元年碑 湯沢 

有形 

(考古) 
市 

 

21 建武二年碑 湯沢 
有形 

(考古) 
市 

 

22 

旧山田八幡

神社獅子

頭・鉾 

湯沢 
有形 

民俗 
県 

 

23 しんこ細工 湯沢 
有形 

民俗 
 

 
24 鹿嶋まつり 湯沢 

無形 

民俗 
市 

 

25 関口ささら舞 湯沢 
無形 

民俗 
市 

 
26 

湯沢祇園囃

子 
湯沢 

無形 

民俗 
市 

 

27 切畑番楽 湯沢 
無形 

民俗 
市 

 
28 高松番楽 湯沢 

無形 

民俗 
市 

 

29 板戸番楽 皆瀬 
無形 

民俗 
市 

 
30 役内番楽 雄勝 

無形 

民俗 
市 

 

31 犬っこまつり 湯沢 
無形 

民俗 
 

 
32 岩井堂洞窟 雄勝 史跡 国 

 

33 磨崖 雄勝 史跡 県 
 

34 
松岡経塚遺

跡(構え森) 
湯沢 史跡 市 

 

35 鐙田遺跡 湯沢 史跡  

 

36 

川原毛地獄

(川原毛の酸

性変質帯) 

湯沢 
天 然 

記念物 
県 
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＜主な構成文化財＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜現状と課題＞ 

 地域での継続が困難または消滅した伝統芸能・行事等の存続・再興に向けて用具購

入費、原材料の調達費等への支援等を含め地域・学校・行政が連携して取り組んでい

く必要があります。 

 遺跡発掘調査地は、現在、造成されているため、現地に赴いた来訪者が遺跡の広が

りやその意義を知ることができる仕組みが必要です。 

 未指定文化財については、現状把握が不十分であるため、悉皆調査等を行う必要が

あります。 

No.1 白山神社 

No.2 旧妙応山金剛院 

No.32 岩井堂洞窟 

No.33 磨崖 
No.10 鐙田遺跡出土土偶 

No.25 関口ささら舞 



- 89 - 

 

＜保存活用の方針＞ 

 現在調査中の遺跡の発掘体験等を実施し歴史文化に触れる機会を作ります。また遺

跡情報等を市のホームページ等で公開し、周知を進めていきます。このほか、各地域

に点在する、仏教の伝播を示す中世の磨崖や板碑について、現況調査とデータベース

化を進めます。 

 坂上田村麻呂に由来する関口ささら舞、修験者によって伝授されたといわれている

番楽などの無形民俗文化財について、保護管理団体への支援のほか、学校ごとに取り

組んでいる伝統芸能の継承活動が学校統廃合で途絶えることのないよう支援してい

きます。また、今後も機会を捉え、伝統芸能発表会を開催します。 

 当地の修験史を知るうえでも貴重な建造物旧妙応山
きゅうみょうおうざん

金剛院
こんごういん

、疫病退散や五穀豊穣を

祈願して村境に藁
わら

人形
にんぎょう

を祀る岩崎地区の鹿嶋
か し ま

まつりなどについて、原材料である茅や

藁の確保への支援をしていきます。 

 

＜計画期間中の措置＞ 

課 

題 

措
置
№. 

措置の内容 

事業主体 事業期間（年度） 

 ○事業主体(◎主が文化財担当) 
 □事業支援・協力 

計画期間 

行政 
所
有
者 

保
護
団
体 

市民・民
間・学校・
団体・企業
等 

Ｒ 
３ 

Ｒ 
４ 

Ｒ 
５ 

Ｒ 
６ 

Ｒ 
７ 

R8 

〜  
文化財 
担当 

他部署
担当 

 

把
握
調
査
・
研
究 

3 

板碑・石碑等を地域毎、
年代毎に整理できるよう
に調査、データベース化
を進める。 

◎  □ □   ○ ○   

5 

県の仏像調査を基に、公
開に向けた仏像関係資
料のデータベース化を進
める。 

◎  □   ○ ○    

保

存

継

承 

29 
学校郷土芸能クラブ運営
への財政的支援 

□   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

30 
学校郷土芸能クラブ発表
機会の提供 

□   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

31 
地域学校協働本部との
連携による事業展開 

○ ○ □ □   ○ ○ ○ ○ 

32 

無形民俗文化財保護管
理団体への財政的支
援、発表機会の提供、及
び継承の支援 

◎  ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

33 
保存継承が危ぶまれる団
体への支援策の検討 

◎  ○   ○ ○ ○   

34 
伝統行事等の保存継承
を、地域の内外から人を
募って進める仕組づくり 

○ ○  ○   ○ ○ ○ ○ 

36 
鹿嶋様の藁や茅葺き屋
根の茅等、原材料確保
への支援策の検討 

○  ○    ○ ○ ○ ○ 
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課 

題 

措
置
№. 

措置の内容 

事業主体 事業期間（年度） 
 ○事業主体(◎主が文化財担当) 
 □事業支援・協力 

計画期間 

行政 
所
有
者 

保
護
団
体 

市民・民
間・学校・
団体・企業
等 

Ｒ 
３ 

Ｒ 
４ 

Ｒ 
５ 

Ｒ 
６ 

Ｒ 
７ 

R8 

〜  
文化財 
担当 

他部署
担当 

 

教

育

普

及 

78 伝統芸能発表会の開催 ◎  □  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

65 
小中学生を対象にした現
在調査中の遺跡の発掘
体験の実施 

◎ □  □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

79 
市内遺跡情報の周知の
ため市ホームページ等へ
公開していく。 

◎    ○ ○     

97 
無形民俗文化財と現代ア
ートを融合した市民の取
り組みへの支援 

○ ○ □ ○    ○ ○ ○ 

 

 

 

③ 街道と産業の発達 

 鉄道奥羽線が開通するまでは、「人は街道」、「荷物は船」と言われ物資の輸送の

ほとんどは雄物川を往来する川船が使われました。下り船では、年貢米や大小豆類、

煙草、生糸その他特産物が運ばれ、湯沢への上り船には、京都・大坂方面からの珍し

い品や海の幸を運んできました。雄物川の本流や支流に多くの船着き場、渡し場があ

り、幾度かの洪水によって、栄えた船着場も変わっていったようです。 

 また、国の伝統的工芸品の川連
かわつら

漆器
し っ き

に使

われる原材木も、皆瀬地域の山間か

ら稲川地域へ皆瀬川を下って運ばれ

ていました。 

 佐竹南家はこの地に入部した

当初から、湯沢城の麓に住居と

役所を兼ねた御屋敷を構え、こ

れを中心に町割がなされまし

た。現代へつながる市の産業経

済の基盤が作られたのもこの時

代です。 

 旧市街地の一部区画には、今でもその町並みが残っており、町人の居住区であった

外町
と ま ち

がひろがる羽州
うしゅう

街道
かいどう

や、仙台方面から貴重な海産物が運ばれてきた小安
お や す

街道
かいどう

、そ

して道の脇に残るケヤキの一里塚などから、道跡を感じ取ることができます。 

『椀師作業工程絵図』より 
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 また、院内銀山の繁栄が湯沢を中継商業地として発展させ、同時に湯沢の商人も大

きく成長しました。羽州街道沿いに残る「両関
りょうぜき

酒造
しゅぞう

本館
ほんかん

」や商家として栄えた「山内
やまうち

家
け

住宅
じゅうたく

」など、国登録等の歴史的建造物が往時を偲ばせます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜構成文化財＞ 

№ 構成文化財 地域 区分 
指定
等 

QRコー
ド 

№ 構成文化財 地域 区分 
指定
等 

QRコー
ド 

１ 奥山家住宅 湯沢 
有 形 

(建造物) 
  ２ 川連漆器 稲川 

有形 
(工芸) 

 
 

３ 佐竹南家日記 湯沢 
有形 

(古文書) 
県 

 
４ 

天樹院様御
用日記 

稲川 
有形 

(古文書) 
市  

５ 湯沢絵図 湯沢 
有形 
(歴史) 

市 
 

６ 
湯沢外町絵
図 

湯沢 
有形 
(歴史) 

  

７ 柳田村絵図 湯沢 
有形 
(歴史) 

  ８ 
愛宕町の一
里塚 

湯沢 史跡 県 
 

９ 
湯ノ原の一里
塚 

湯沢 史跡 市 
 

10 湯沢城址 湯沢 史跡 市 
 

11 稲庭城跡 稲川 遺跡   12 
佐竹南家御
屋敷跡 

湯沢 遺跡   

13 両関酒造本館 湯沢 
有 形 

(建造物) 

国登
録 

 
14 山内家住宅 湯沢 

有 形 
(建造物) 

国登
録 

 

15 羽州街道 
湯沢・
雄勝 

   16 小安街道 
湯沢・稲
川・皆瀬 

   

17 本荘街道 湯沢    18 
イザベラ・バ
ードの旅路 

湯沢・
雄勝 

   

19 湯沢大堰 湯沢    20 湯沢銘酒 湯沢   
 

21 
七夕絵どうろ
うまつり 

湯沢 
無形 
民俗 

 
 

  

「愛宕神社祭典（神渡行列並びに大名行列）」 

市指定無形民俗文化財 
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＜主な構成文化財＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜現状と課題＞ 

 街道については前回調査から30年以上経過し、現状把握が不十分であるため、悉皆

調査等を行う必要があります。 

 また、近世の外観をとどめる商家や陣屋などはないので、繁栄したまちの姿がわか

る施設や仕組みが求められます。 

 案内板の現況調査を行い、経年劣化しているものは更新し、不十分な箇所には整備

していく必要があります。 

 「佐竹南家御日記」翻刻事業について、事業を早期に実現し活用していく必要があ

ります。 

  

No.13 両関酒造本館 

No.15 羽州街道 

No.17 本荘街道 

No.8 愛宕町の一里塚 

No.3 佐竹南家日記 

No.16 小安街道 

No.14 山内家住宅 

No.9 湯ノ原の一里塚 
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＜保存活用の方針＞ 

 旧羽州街道や旧小安街道等について、専門家を交えた歴史遺産の悉皆調査を行いま

す。合わせて、一里塚の象徴となるケヤキの延命化を図るための樹勢調査を継続して

実施します。 

 江戸時代より商家として栄えた山内家住宅はじめ、市内の歴史的建造物を巡る歴史

探訪や湯沢城址等の「文化財の見て歩き体験」を行います。御屋敷周辺の町歩きマッ

プの作成、案内板の整備、ガイドの人材育成等、来訪者が散策しやすい環境づくりを

進めます。 

 また湯沢城址等を市民や観光客へガイド案内できる人材を養成します。 

 佐竹南家の御用座
ご よ う ざ

で書かれていた公用日記「佐竹南家御日記」翻刻事業の早期化を

検討します。また、歴史研究資料としての価値を周知するとともに、古文書初心者向

けの解読講座を実施するなど、新たな読者を増やす取り組みを進めます。 

 皆瀬川を利用した原材木の運搬などによって発展した国の伝統的工芸品の川連漆

器について、歴史的調査ならびに工芸品的価値を見据え資料収集を行います。 

 また、院内銀山という大量消費地を抱えたこの地では酒造業が栄え、豊富な米と清

麗な水、気象条件などが合致し、おいしいお酒を作り上げてきました。収蔵する酒造

用具のデータベース化と公開展示を行います。 

 

＜計画期間中の措置＞ 

課 

題 

措
置
№. 

措置の内容 

事業主体 事業期間（年度） 
 ○事業主体(◎主が文化財担当) 
 □事業支援・協力 

計画期間 

行政 
所
有
者 

保
護
団
体 

市民・民
間・学校・
団体・企業
等 

Ｒ 
３ 

Ｒ 
４ 

Ｒ 
５ 

Ｒ 
６ 

Ｒ 
７ 

R8 

〜  
文化財 
担当 

他部署
担当 

 

把
握
調
査
・
研
究 

4 
未指定文化財(川連漆
器）の指定も視野に入れ
た資料収集の実施 

◎  □     ○ ○  

9 
「湯ノ原の一里塚」樹勢
回復への支援 

◎  ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

12 
街道について専門家を
交えた歴史遺産の悉皆
調査を行う 

○ ○ □ □    ○ ○ ○ 

15 
民俗資料(酒造用具)の
データベース化を行う 

◎  □  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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＜計画期間中の措置＞ 

課 

題 

措
置
№. 

措置の内容 

事業主体 事業期間（年度） 
 ○事業主体(◎主が文化財担当) 
 □事業支援・協力 

計画期間 

行政 
所
有
者 

保
護
団
体 

市民・民
間・学校・
団体・企業
等 

Ｒ 
３ 

Ｒ 
４ 

Ｒ 
５ 

Ｒ 
６ 

Ｒ 
７ 

R8 

〜  
文化財 
担当 

他部署
担当 

 

教
育
普
及 

60 
国登録文化財の一般公
開等イベントの実施 

◎  □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

61 
市内の国登録文化財等、
歴史的建造物を巡る歴
史探訪の実施 

◎  □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

63 
収蔵資料(酒造用具)の公
開展示を行う 

◎    ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

67 
湯沢城址等の「文化財の
見て歩き体験」と健康づく
りの連携講座開催 

○ ○    ○ ○ ○ ○ ○ 

87 
佐竹南家御屋敷周辺の
街歩きマップの発行 

◎    〇 〇 〇 〇 〇 〇 

94 川連漆器体験 ○ ○  □         ○ ○ 

98 
湯沢城址等について市
民や観光客へ案内がで
きる人材の養成 

○ ○  □   ○ ○ ○  

103 案内板等の現況調査 ○ ○    〇 〇 〇   

104 
湯沢城址散策入口まで
の案内板の整備 

○ ○    〇 〇 〇   

106 
「佐竹南家御日記」校正
作業の効率化による毎年
度の発刊 

◎   □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

107 
「佐竹南家御日記翻刻事
業」の更なる事業早期化
の検討 

◎   □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

108 
古文書初心者解読講座
の開催 

◎    ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

109 
御日記に書かれた場所
を訪ねるイベントの開催 

○ ○ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

110 
「佐竹南家御日記」新巻
発刊に合わせた現代語
訳版の発行 

◎    ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

111 

「佐竹南家日記」を歴史
研究資料としての価値を
HP 等で公開し発信す
る。 

◎    ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

112 
実際に御日記が書かれ
た御屋敷跡へ説明板を
設置し広く周知を図る。 

◎    ○           
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④ 院内銀山の繁栄 

 

 院内銀山は慶長11(1606)年に村山惣兵衛らによって発見されたといわれ、開坑当初

から石見
い わ み

・生野
い く の

の銀山とともに日本三大銀山と称

されました。 

 一帯には、旧方式による採掘形態を伝える早房

坑、唯一の鉱夫の出入り口であり明治天皇御巡行

の際の見学坑道でもあった御幸坑、銀山の総鎮守
そうちんじゅ

として藩主の尊崇
そんすう

の厚かった金山神社、石垣に銀

山の鉱滓
こうさい

が使われた旧院内尋常高等小学校等があ

ります。 

 さらに、樺山
かばやま

発電所は、明治33(1900)年、院内銀山に

電気を供給するために建設された、秋田県内に現存する最も古い水力発電所です。 

＜構成文化財＞ 

№ 構成文化財 地域 区分 
指定
等 

QRコ
ード 

№ 構成文化財 地域 区分 
指定
等 

QRコ
ード 

１ 
旧院内尋常高
等小学校及び
校庭の石垣 

雄勝 
有 形 

(建造物) 
市 

 
２ 樺山発電所 雄勝 

有 形 
(建造物) 

 
 

３ 院内番所絵図 雄勝 
有形 
(絵画) 

市 
 

４ 
木造阿弥陀
如来立像 

雄勝 
有形 
(彫刻) 

県 
 

５ 金燈篭 雄勝 
有形 
(工芸) 

市 
 

６ 
五本骨扇紋
付水引幕 

雄勝 
有形 
(工芸) 

市 
 

７ 
近松永和筆 院
内銀山真景甲
子春月図 

雄勝 
有形 
(歴史) 

市 
 

８ 
近松永和筆 
院内銀山鋪
岡略絵図 

雄勝 
有形 
(歴史) 

市 
 

９ 早房坑 雄勝 史跡 県 
 

10 御幸坑 雄勝 史跡 県 
 

11 金山神社 雄勝 史跡 県 
 

12 御膳水 雄勝 史跡 市 
 

13 
大切疎水道と御
野立所跡 

雄勝 史跡 市 
 

14 正楽寺跡 雄勝 史跡 市 
 

15 鉱山分局跡 雄勝 史跡 市 
 

16 西光寺跡 雄勝 史跡 市 
 

17 小関清水 雄勝 史跡 市 
 

18 門屋家墓所 雄勝 史跡 市 
 

19 院内番所跡 雄勝 史跡 市 
 

20 
院内所預大
山家墓所 

雄勝 史跡 市 
 

21 
院内銀山異人
館 

雄勝   
 

     
 

「院 内 銀 山 鋪 岡 略 絵 図
いんないぎんざんしきおかりゃくえず

」(部分) 

市指定有形文化財（歴史） 
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＜主な構成文化財＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜現状と課題＞ 

 湯沢市の特筆すべき事項であるものの、調査や保存活用の検討が十分ではないため、

その魅力を市内外に伝えきれていません。所有者はじめ関係団体と連携をとり、保存

管理計画を整備し取り組んでいく必要があります。 

 展示施設においては、企画展をはじめ、魅力的なプログラムを作成し、情報発信し

ていく必要があります。 

 

＜保存活用の方針＞ 

 構成文化財の「見て歩き体験」を庁内関連部局等と連携して行います。 

 また、この地域の回遊の拠点となる院内銀山異人館について、その歴史を学ぶ企画

展や周辺施設と併せて活用を図り、来訪者を増やす取り組みを進めます。 

  

No.2 樺山発電所 

No.11 金山神社 

No.21 院内銀山異人館 

No.6 五本骨扇紋付水引幕 

No.3 院内番所絵図 
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＜計画期間中の措置＞ 

課 

題 

措
置
№. 

措置の内容 

事業主体 事業期間（年度） 
 ○事業主体(◎主が文化財担当) 
 □事業支援・協力 

計画期間 

行政 
所
有
者 

保
護
団
体 

市民・民
間・学校・
団体・企業
等 

Ｒ 
３ 

Ｒ 
４ 

Ｒ 
５ 

Ｒ 
６ 

Ｒ 
７ 

R8 

〜  
文化財 
担当 

他部署
担当 

 

 

把
握
調
査
・
研

究 

1 
樺山発電所の建造物調

査を実施する。 
◎  □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

17 

院内銀山史跡に関する

市民研究員の募集と支

援 

◎ □ □     〇 〇 〇 

保
存
継
承 

38 
院内銀山における保存

管理計画の整備 
◎ □ □ □    ○ ○ ○ 

情
報
の
公
開
・

発
信 56 

院内銀山異人館での

「院内銀山の歴史」を学

ぶ企画展の開催 
◎    ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

教
育
普
及 

67 

院内銀山等の「文化財

の見て歩き体験」と健康

づくりの講座開催 

○ ○     ○ ○ ○ ○ ○ 

103 
院内銀山史跡内の案内

板現況調査の実施 
○ ○    ○ ○ ○   

総
合
博
物
館
構
想 

の
実
現 

116 

院内銀山異人館におけ

る企画展の連携等、サ

テライト拠点間を移動し

て学べる仕掛けづくりを

行う。 

○ ○     ○ ○      
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 第 7 章 文化財の防災・防犯 

１．文化財の防災・防犯に関する課題 

 「湯沢市地域防災計画」には文化財に関する取り組み等が掲載されていますが、周

知・浸透は十分とは言えない現状にあります。 

 県指定天然記念物「川原毛の酸性変質帯」については、保存管理計画に災害発生時

の対応を示す等、消防を含め関係機関で共有化されていますが、他の「記念物」には

同様の計画やマニュアルがないことから早急な対応が求められます。 

 加えて、遺跡（史跡）、記念物等は定期的なパトロールにより、地震や雪害による

危険個所の早期発見と改善に努めていく必要があります。 

 災害発生時の対応について、行政・地域・所有者等、各々の役割を検討していく必

要があります。 

 防災・防犯等への取組についても、十分ではなかったことから、今後は、国の指針

や「湯沢市地域防災計画」との整合性を図りながら、方針や措置を実施していく必要

があります。 

 

２．文化財の防災・防犯に関する方針 

 不慮の災害による文化財本体とそれを取り巻く、人・物・その他周囲への影響が極

力及ばないよう体制を含めた保存管理計画・予防（危機管理）マニュアル・ハザード

マップ等の整備を進めます。 

 建物の診断やヘリテージマネージャー等、専門家の意見も聞きながら、防火や耐震

化に向けた方策について建造物等所有者と検討を加えていきます。 

 指定（登録）文化財（建造物）等について、雪害による被害を防止するため、雪下

ろしや除排雪への支援をしていきます。 

 ①文化財防火訓練の実施に向けた検討をする。 

 ②文化財防災設備を計画的に進める。 

 ③文化財本体とそれを取り巻く周辺（人、物、その他）への影響を最小限に留め

る防災体制を構築する。 

 ④文化財防災・防犯マニュアルを作成し、所有者等へ配布する。 

 ⑤盗難防止や消火器の設置等、所有者等への注意喚起を実施する。 

 ⑥未指定文化財の悉皆調査を進め、文化財ハザードマップを作成する。 

 ⑦災害発生時の対応マニュアル整備を段階的に行う。 

 ⑧指定（登録）文化財に係る盗難防止対策を検討していく。 

 ⑨指定（登録）文化財（雪囲いを含めた建造物）の雪害対策費への支援を継続する。 

 ⑩指定記念物の保存管理計画を作成する。 

 ⑪緊急車輌進入路の確保等、消防署・警察署等、関係機関との連携を図る。 
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３．文化財の防災・防犯に関する措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付記 

＜事業優先度について＞ 

☆優先度１：計画認定後、優先して取り組む事項 

◎優先度２：計画期間内に事業の完了もしくは継続実施を可能とすることを目指す事項 

○優先度３：中長期的に実施する事項 

事業継続中：現在実施中の事業 

 

 

  

事業
優先度

文化財
担当

他部署
担当

43 文化財防火訓練の実施
市民を巻き込んでの文化財防火訓練を定
期的に実施していく。

○ ○ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○

44 文化財防災設備の整備
文化財防災設備の整備について検討して
いく。

○ ○ ○ ◎ ○ ○

45 文化財防災体制の整備
文化財防災体制整備に向けた検討をして
いく。

○ ○ ○ ◎ ○

46
文化財防災マニュアルの作成・
配布

文化財防災マニュアルを作成し、市民等に
配布する。

○ ○ ○ ◎ ○ ○

47
文化財ハザードマップの作成・
配布

文化財ハザードマップを作成し、市民等に
配布する。

○ ○ ○ ◎ ○ ○

48
災害発生時の対応マニュアル
の整備

災害発生時対応に役立つ段階的マニュア
ルを整備する。

○ ○ ○ ◎ ○

49
指定（登録）建造物の雪害対策
への支援

建造物の雪下ろしや除排雪等の経費への
支援

◎ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

50
消防署・警察署等の関係機関と
の連携

連絡体制等を構築する。 ○ ○ □ ◎ ○

次
期
以
降

R8

措
置
No.

措置の名称 措置の内容

事業主体 財
政
措
置

事業期間(年度)

 〇 事業主体 (◎主が文化財担当)
 □ 事業支援・協力

☆優先度1
◎優先度2
○優先度3
□事業
　 継続中

計画期間

行政
所有者・

保護団体

市民・民

間・学校・

団体・企業

等

○
有

Ｒ
３

Ｒ
４

Ｒ
５

Ｒ
６

Ｒ
７

～
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 第８章 文化財の保存・活用の推進体制  

１．湯沢市の体制 

 湯沢市の文化財保護に関する行政は、湯沢市文化財保護条例に基づき、湯沢市教育

委員会が担っています。教育委員会の諮問機関として、湯沢市文化財保護審議会を設

置し、御意見をいただいているほか、必要に応じて、県研究機関等と連携して各種調

査事業を行ってきています。 
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２．体制整備の方針 

 

 湯沢市文化財保存活用地域計画推進協議会（仮称）を主体としながら、各地域の文

化財保護協会、地域づくり協議会、観光団体、商工団体、各小中高の公立学校、民間

ボランティア団体等が一体となって計画を推進してまいります。 

 また、計画の推進には、「空き家」、「景観」、「道路」、「防災」、「防犯」等、

市の部署の垣根を越えた連携が不可欠です。 

 そのため、観光、産業、環境等の関連部署が、積極的に連携して取り組む体制づく

りを図っていきます。 

 

（１）地域計画推進に係る各主体の役割と外部連携について 

 

①地域（住民・学校） 

 文化財の保存活用には、市民の一人ひとりが関わっていく当事者意識をもち、身近

にある歴史文化を感じ取りながら認識を高めていきます。 

 そのためには、市内の地域づくり協議会による、地域の魅力を再発見する取り組み

や、文化財所有者、市民研究員、文化財保護協会、観光団体、商工団体、湯沢市ジオ

パーク推進協議会、観光ガイドの会等が連携して、文化財の保存継承と活用による情

報発信をしていきます。 

 学校においても、子ども達が、郷土に残る誇るべき歴史文化を、発見したり、知っ

たりすることができるよう地域学習等の体験活動の機会を作っていきます。あわせて、

地域学校協働活動等を活用しながら、地域住民、教師、児童生徒が共に学べる機会も

提供していきます。 

 

②行政 

 文化庁、県教育庁から提供される、文化財保存活用に関しての補助事業等を含めた

情報や指導助言を有効に活用していきます。 

 また、国・県・市関係部局との密接な情報交換・連携により、地域計画を円滑・効

果的に進めるとともに、観光を含む産業振興や地域の活性化にも寄与するように取り

組みます。 

 さらに、地域等各主体の取り組みを後押しするための仕組みを整備していきます。 

 

③外部連携 

 県立博物館等の専門機関や学術専門家との調査研究、情報交換、公開展示に係る文

化財の借用等、連携体制を構築していきます。 
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 周辺自治体等との連携により文化財に関する情報交換・調査研究や、広域連携した

事業の検討等も行っていきます。 

 

 

（２）文化財保存活用アドバイザーの役割について 

 地域計画の事業展開を図る上で、専門的見地と実務経験豊富なアドバイザーを置き、

計画の推進に係る指導助言を、行政・地域・学校・文化財所有者等を対象に実施しま

す。 

 特に、新たな歴史資料館（センター拠点）の整備（展示等の基本計画）や既存の展

示施設（サテライト拠点）の展示内容の見直し等による有機的な連携や相乗効果の創

出を図る役割を担います。 

 

＜具体的な業務内容＞ 

 

  

業務項目 具体的内容 

文化財資料収集（受贈）方針作成

への指導助言 

・方針作成への指導助言 

未指定文化財の調査 ・各地域から発掘された未指定の文化財資料の調

査（価値付、評価） 

文化財資料収蔵庫の最適化プラン

作成への指導助言 

・資料の取扱いに関する指導（洗浄、乾燥、燻蒸、

その他対策） 

・資料保管場所の集約化に向けた、収蔵配置計画

作成への指導助言 

駅周辺複合施設 基本計画（博物

館）準備（常設展ほか） 

・国公開承認施設相当になり得る、センター拠点

基本計画の検討（収蔵庫、一時保管場所、展示

室） 

・常設展の展示内容・ストーリー性の検討 

駅周辺複合施設（センター）と既

存展示施設（サテライト）を互い

に効果的に誘導を図る構想検討へ

の指導助言（サテライトの展示再

配置計画） 

 

 

・センターとサテライト間の誘導につなげる仕組

み等の構想作成 

・サテライト施設の展示変更計画の検討 
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業務項目 具体的内容 

企画展の開催に関する指導 ・企画立案・周知への指導 

・他館からの借用物の取扱いや留意事項の指導 

・展示キャプションへ指導 

・展示室の保存環境（温湿度等）に関する指導 

文化財所有者への保存管理に関す

る指導助言 

・文化財所有者対象の保存管理の仕方を講座形式

で開催。 

（例：軸装の巻き方、保管方法、文化財の防虫・防

菌処理講座） 

市民研究員制度（市民研究員）へ

の指導助言 

・養成講座の講師 

・市民研究員へのアドバイス 

・市民研究員の発表機会での講評・アドバイス 

各主体の関係図 



 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 編 

 

 

 
                             ページ 

１ 指定文化財一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 104 

２ 未指定文化財一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 110 

３ 地域誌等の発刊及び文化財調査実績 ・・・・・・・・・・ 116 

４ 市民アンケート報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 121 

 

 

 

  



 

-104- 

 

湯沢市内指定等文化財一覧表（指定・登録年月日順） 

  
県指定有形文化財（建造物）

No. 名           称 員数 所   在   地 所有者又は管理者 備考

1 旧雄勝郡会議事堂 １棟 北荒町２番20号 湯沢市

2 菅生橋 １基 皆瀬字下菅生 〃

市指定有形文化財（建造物）

No. 名           称 員数 所   在   地 所有者又は管理者 備考

1 八幡神社社殿 １棟 字内舘山16番地 八幡神社氏子

2 岩崎八幡神社本殿 １棟 岩崎字千年283 岩崎八幡神社氏子

3 旧妙応山金剛院 １棟 相川字外ノ目21 個人

4 旧院内尋常高等小学校及び校庭の石垣 １棟外 下院内字田用橋60-1 湯沢市

5 白山神社社殿 １棟 松岡字聖ヶ沢42 白山神社

市指定有形文化財（絵画）

No. 名           称 員数 所   在   地 所有者又は管理者 備考

1 光聚院肖像 １幅 佐竹町1-1 湯沢市

2 佐竹義處肖像 １幅 〃 〃

3 長谷堂合戦図屏風 六曲一双 内町 個人

4 楊柳観音図 １幅 金谷字水尻 金谷町内会

5 当麻曼荼羅 １幅 表町1-5-43 浄土寺

6 院内番所絵図 １幅 清水町二丁目 個人

7 涅槃図 １幅 稲庭町字万田平20 善龍寺

県指定有形文化財（彫刻）

No. 名           称 員数 所   在   地 所有者又は管理者 備考

1 懸仏 1 面 稲庭町字小沢 個人

2 懸仏 1 面 皆瀬字白沢 〃

3 懸仏 1 面 稲庭町字下桃倉、高野 〃

4 木造十一面自在観音 1 躯 山田字北土沢73 土沢神社

5 女神像 1 躯 松岡字聖ケ沢44 白山神社

6 木造阿弥陀如来立像 1 躯 下院内字新馬場153-１ 誓願寺

7 木造十一面観音菩薩立像 1 躯 上院内字町後95 愛宕神社

市指定有形文化財（彫刻）

No. 名           称 員数 所   在   地 所有者又は管理者 備考

1
歓喜天尊神社及び旧広大寺 伝来

諸像並びに棟札類

９躯及び

２枚
湯ノ原一丁目225番 歓喜天尊神社

2 三途川十王堂伝来諸像 36躯 高松字三途川98 三途川集落

3 伝千手観音菩薩立像 １躯 杉沢字野々沢山30 杉沢町内会

4 木造不動明王像及び二童子立像 3躯 吹張1-8-45 湯仙寺

5 弥勒大仏像 １躯 関口字関口156 香川寺

6 木造聖観音菩薩立像 １躯 岩崎字桂沢７ 永巌寺

7 十一面観音坐像 １躯 三梨町字御嶽堂93 桂薗寺

8 六地蔵立像 ６躯 稲庭町字万田平20 善龍寺

9 八幡大菩薩像御正躰 １面 字内館町 八幡神社氏子

10 石造仁王像 ２躯 松岡字聖ヶ沢地内 坊中自治会

指定年月日

昭和 50年 ４ 月 10日

平成 15年 ３ 月 25日

指定年月日

昭和 39年 ３ 月 26日

昭和 48年 12月 24日

昭和 44年 12月 19日

昭和 44年 12月 19日

昭和 52年 ３ 月 30日

平成 ８ 年 12月 24日

平成 16年 ２ 月 12日

指定年月日

昭和 51年 ５月 ７日

平成 16年 11月 30日

平成 30年 ８月 ８日

指定年月日

昭和 44年 12月 19日

昭和 44年 12月 19日

昭和 53年 ２ 月 14日

指定年月日

昭和 43年 12月 23日

昭和 43年 12月 23日

昭和 43年 12月 23日

昭和 46年 3 月 15日

昭和 30年 １ 月 24日

昭和 30年 １ 月 24日

昭和 30年 １ 月 24日

昭和 31年 ５ 月 21日

昭和 31年 ５ 月 21日

昭和 34年 １ 月 ７ 日

昭和 47年 5 月 29日

平成 7 年 3 月 1 日

平成 16年 2 月 12日

平成 16年 2 月 12日

平成 30年 ８月 ８日

平成 30年 ８月 ８日
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湯沢市内指定等文化財一覧表（指定・登録年月日順） 

  県指定有形文化財（工芸品）

No. 名           称 員数 所   在   地 所有者又は管理者 備考

1
刀装   銘出羽秋田住正阿弥 伝兵

衛作
１本 秋ノ宮字小沢 個人

市指定有形文化財（工芸）

No. 名           称 員数 所   在   地 所有者又は管理者 備考

1 横矧桶側胴具足 １領 前森四丁目 個人

2 松岡焼染付大皿 １枚 松岡字坊中 〃

3 佐竹南家使用の手水鉢 １鉢 字内舘町 〃

4 紅葉狩図鐔 １枚 吹張一丁目 〃

5 佐竹義睦拝領の鉢 １双 下関 〃

6 火縄銃二挺及び付属品一式 内町 〃

7 大名行列御道具 前森四丁目外 個人、 大名行列保存会

8 松岡焼染付大皿 １枚 山田字川原 個人

9 黒漆塗紺糸威五枚胴具足 １領 内町 〃

10 金燈篭 ２基 院内銀山町 金山神社

11 五本骨扇紋付水引幕 ３枚 〃 〃

12 日吉神社厨子 １基 川連町字下山王126外 日吉神社

市指定有形文化財（書跡・典籍）

No. 名           称 員数 所   在   地 所有者又は管理者 備考

1 解体新書 ５冊 字内舘町 個人

2 佐竹義和書「時習」 １幅 佐竹町1-1 湯沢市

3 見聞雑話百物語 ５冊 前森一丁目 個人

4 後藤逸女真筆歌文集 １冊 川連町字野村 〃

5 法帖 118点 字内舘町 〃

6 稲庭古今事蹟誌 21冊 稲庭町字南ケ沢 〃

7 夜籠雑談噺 1冊 佐竹町1-1 湯沢市

県指定有形文化財（古文書）

No. 名           称 員数 所   在   地 所有者又は管理者 備考

1 佐竹南家日記 271冊 佐竹町1-1 湯沢市

指定年月日

昭和 38年 2 月 5 日

指定年月日

昭和 39年 3 月 26日

昭和 42年 5 月 30日

昭和 42年 5 月 30日

昭和 59年 3 月 13日

昭和 59年 3 月 13日

平成 17年 2 月 17日

指定年月日

昭和 41年 6 月 3 日

昭和 47年 5 月 29日

昭和 44年 12月 19日

昭和 48年 2 月 12日

昭和 51年 5 月 7 日

昭和 52年 3 月 30日

昭和 55年 2 月 25日

昭和 56年 5 月 22日

昭和 60年 3 月 15日

昭和 48年 2 月 12日

昭和 58年 4 月 15日

平成 7 年 3 月 1 日

平成 16年 2 月 12日

平成 16年 2 月 12日

指定年月日
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湯沢市内指定等文化財一覧表（指定・登録年月日順） 

  市指定有形文化財（古文書）

No. 名           称 員数 所   在   地 所有者又は管理者 備考

1 大町祭賑帳 10冊 大町 大町町内会

2
大倉村物成並諸役相定条々 及び

諸勧進合判
２通 駒形町字大倉 大倉集落

3
稲庭村物成並諸役相定条々 及び

諸勧進合判
２通 佐竹町1-1 湯沢市

4
宮田村物成並諸役相定条々 及び

諸勧進合判
２通 三梨町字宮田 個人

5
三梨子村物成並諸役相定条々 及

び諸勧進合判
２通 佐竹町1-1 湯沢市

6 慶安元年大倉村検地帳 １冊 駒形町字大倉 個人

7 文化十年稲庭村検地帳 ４冊 稲庭町字稲庭 〃

8 慶長十九年稲庭村検地帳 ３冊 稲庭町字南ケ沢 〃

9 慶長十九年大舘村検地帳 １冊 川連町字麓 〃

10 御公用日記 １冊 稲庭町字稲庭 〃

11 高段稲荷修復願書 １点 三梨町字京政 〃

12 稲庭うどん朱印状 １幅 稲庭町字稲庭 〃

13 天樹院様御用日記 １冊 佐竹町1-1 湯沢市

県指定有形文化財（考古資料）

No. 名           称 員数 所   在   地 所有者又は管理者 備考

1 魚形文刻石 １基 院内銀山異人館 湯沢市

2 東福寺村上出土土偶 １点 ジオスタ☆ゆざわ 〃

3 鐙田遺跡出土土偶 ２点 秋田県立博物館 〃

市指定有形文化財（考古資料）

No. 名           称 員数 所   在   地 所有者又は管理者 備考

1 高松長蓮寺跡の板碑 ２基 高松字上地22番地 上地集落

2 山下孫継調査の遺物 ジオスタ☆ゆざわ 湯沢市

3 阿弥陀堂境内の板碑 上関字鍋ケ沢173 個人

4 鐙田遺跡出土の遺物 秋田県立博物館 湯沢市

5 嘉暦元年碑 １基 熊野神社 白沢集落

6 永和二年碑 １基 住吉神社 二井田集落

7 応永七年碑 １基 寺沢字田中地内 湯沢市

8 嘉暦二年碑 １基 寺沢字堀ノ内13 個人

9 暦応元年碑 １基 寺沢字館堀96 赤塚神社

10 嘉暦元年碑 １基 横堀字板橋40 熊野神社

11 川連遺跡出土土偶 １点 院内銀山異人館 湯沢市

12 建武元年碑 １基 相川字岩ノ沢地内 個人

13 建武二年碑 ２基 相川字中山18 〃

14 素鈕梅柏双鳥文鏡 １面 川連町字中久保 〃

15 亀座鈕蓬莱松菊双鶴接嘴文鏡 １面 川連町字中久保 〃

指定年月日

昭和 48年 2 月 12日

昭和 58年 4 月 15日

昭和 58年 4 月 15日

昭和 58年 4 月 15日

昭和 58年 4 月 15日

昭和 58年 4 月 15日

昭和 58年 4 月 15日

指定年月日

昭和 31年 5 月 21日

平成 23年 3 月 22日

昭和 58年 4 月 15日

昭和 58年 4 月 15日

昭和 58年 4 月 15日

昭和 58年 4 月 15日

昭和 58年 4 月 15日

昭和 58年 4 月 15日

昭和 61年 8 月 1 日

平成 11年 3 月 24日

平成 12年 10月 26日

平成 12年 10月 26日

平成 12年 10月 26日

平成 12年 10月 26日

平成 23年 3 月 22日

指定年月日

昭和 41年 6 月 3 日

昭和 42年 5 月 30日

昭和 46年 3 月 15日

昭和 51年 5 月 7 日

平成 12年 10月 26日

平成 15年 3 月 13日

平成 15年 3 月 13日

平成 28年 3 月 23日

平成 28年 3 月 23日
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湯沢市内指定等文化財一覧表（指定・登録年月日順） 

  市指定有形文化財（歴史資料）

No. 名           称 員数 所   在   地 所有者又は管理者 備考

1 湯沢絵図 １鋪 内町 個人

2 川原毛硫黄山の制札 １枚 字内舘町 〃

3 麗沢舎教師の墓碑 ２基 大町1-3-56 安乗寺

4 岩崎絵図 １枚 岩崎コミュニティセンター 個人

5 稲庭村郷絵図 １鋪 佐竹町1-1 湯沢市

6 三梨村絵図 １鋪 三梨町字上久保 個人

7 大舘村絵図 １鋪 佐竹町1-1 湯沢市

8 与惣右衛門堰疏水碑 １基 三梨町字京政 京政集落

9 稲庭うどん御用版木 ５点 稲庭町字小沢 個人

10 川連漆器木地師関係文書 ４点 川連町字大舘 〃

11 岩崎藩主佐竹義理書「愛日廬」 １幅 川連町字大水口 〃

12 後藤逸女頌徳碑 １基 川連町字野村９ 龍泉寺、湯沢市

13 江州木地師関係文書 12点 川連町字大舘 個人

14 八色八筋の旗 ８旈 八幡字古館90 八幡集落

15 旧川連村髙橋利兵衛家文書 21点 佐竹町1-1 湯沢市

16 木地師関係文書 ７点 川連町字大舘中野 個人

17 八口内尾張守の墓碑 ２基 秋ノ宮字内城地内 役内町内会

18 佐竹南家関係資料一式 61点 佐竹町1-1 湯沢市

19 門屋盛信、和田雙穂画賛 １幅 桑崎字中泊 個人

20 川向・畠等村境絵図 １鋪 佐竹町1-1 湯沢市

21 松岡銀山絵図 １枚 〃 〃

22
近松永和筆

院内銀山真景甲子春月図
１幅 〃 〃

23
近松永和筆

院内銀山鋪岡略絵図
１幅 〃 〃

県指定有形民俗文化財

No. 所   在   地 所有者又は管理者 備考

1 山田字上ノ宿 個人

市指定有形民俗文化財

No. 所   在   地 所有者又は管理者 備考

1 湯沢凧 市内 ー

2 六日町の市神 山田字下六日町 六日町集落

3 高倉案蔵作のまなぐ凧 佐竹町1-1 湯沢市

4 百万遍こけし 川連町字大舘 大舘集落

昭和 39年 3 月 26日

昭和 39年 3 月 26日

昭和 46年 3 月 15日

昭和 52年 3 月 30日

昭和 58年 4 月 15日

昭和 58年 4 月 15日

指定年月日

昭和 58年 4 月 15日

昭和 50年 4 月 5 日

昭和 58年 4 月 15日

昭和 58年 4 月 15日

昭和 62年 4 月 10日

昭和 62年 12月 18日

昭和 58年 4 月 15日

昭和 58年 4 月 15日

昭和 58年 4 月 15日

昭和 58年 4 月 15日

昭和 58年 4 月 15日

昭和 58年 4 月 15日

平成 3 年 3 月 19日

指定年月日

昭和 39年 3 月 26日

昭和 44年 12月 19日

昭和 47年 5 月 29日

平成 17年 2 月 17日

平成 8 年 12月 24日

平成 29年 2 月 6 日

平成 29年 2 月 6 日

平成 29年 2 月 6 日

平成 29年 2 月 6 日

指定年月日名           称

旧山田八幡神社獅子頭１頭 及び鉾１振

名           称



 

- 108 - 
  

湯沢市内指定等文化財一覧表（指定・登録年月日順） 

  
市指定無形民俗文化財

No. 所   在   地 保存団体等 備考

1 関口ささら舞 関口 関口ささら舞保存会

2 湯沢祇園囃子 ー 湯沢祇園囃子保存会

3 ー 大名行列保存会

4 切畑番楽 松岡字切畑 切畑番楽保存会

5 高松番楽 高松字上地 高松番楽保存会

6 板戸番楽 皆瀬字板戸 板戸番楽保存会

7 鹿嶋まつり 岩崎 末広町、栄町、緑町

8 役内番楽 秋ノ宮 役内番楽保存会

国指定史跡

No. 所   在   地 所有者又は管理者 備考

1 岩井堂洞窟 上院内字岩井堂外 湯沢市 外

県指定史跡

No. 所   在   地 所有者又は管理者 備考

1 磨崖 横堀字板橋40番地 熊野神社

2 一里塚 愛宕町2-1-56 湯沢市

3 旧院内銀山跡 院内銀山町 ー

市指定史跡

No. 所   在   地 所有者又は管理者 備考

1 一里塚 湯ノ原1-417-１外 個人

2 湯沢城址 字古館山 湯沢市 外

3 佐竹南家の塋域 清凉寺地内 個人

4 了翁禅師の経塚 八幡字前田16-２ 八幡集落

5 松岡経塚遺跡 松岡字聖ケ沢 個人

6 御膳水 院内銀山町 立石林業株式会社

7 大切疎水道と御野立所跡 院内銀山町 〃

8 正楽寺跡 〃 ー

9 鉱山分局跡 〃 立石林業株式会社

10 西光寺跡 〃 ー

11 小関清水 院内銀山町 立石林業株式会社

12 院内番所跡 上院内字荒町 湯沢市

13 小野城址 泉沢字古館 〃

14 門屋家墓所 正楽寺跡（院内銀山町） 個人

15 院内所預大山家墓所 上院内字小沢63番地 信翁院

昭和 59年 8 月 31日

平成 3 年 3 月 5 日

平成 12年 10月 26日

指定年月日

昭和 53年 9 月 18日

指定年月日

指定年月日

昭和 39年 3 月 26日

昭和 47年 5 月 29日

昭和 48年 2 月 12日

昭和 50年 4 月  5 日

昭和 52年 3 月 30日

昭和 50年 4 月 5 日

昭和 55年 2 月 25日

昭和 59年 3 月 13日

昭和 59年 3 月 13日

昭和 59年 3 月 13日

昭和 34年 1 月  7 日

昭和 38年 2 月  5 日

昭和 48年 12月 11日

指定年月日

昭和 39年 3 月 26日

昭和 42年 5 月 30日

平成 15年 11月 26日

名           称

名           称

名           称

名           称

愛宕神社祭典「神渡行列並びに大名行列」

昭和 59年 3 月 13日

昭和 59年 3 月 13日

昭和 59年 3 月 13日

昭和 59年 3 月 13日

平成 12年 10月 26日

平成 12年 10月 26日

昭和 46年 3 月 15日
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湯沢市内指定等文化財一覧表（指定・登録年月日順） 

  国指定天然記念物

No. 所   在   地 所有者又は管理者 備考

1 鮞状珪石および噴泉塔 秋ノ宮字役内山外 国（農林水産省）

県指定天然記念物

No. 所   在   地 所有者又は管理者 備考

1 皆瀬字松森 国(国土交通省)

2 川原毛の酸性変質帯 高松字高松沢国有林 国(農林水産省)

市指定天然記念物

No. 名           称 員数 所   在   地 所有者又は管理者 備考

1 雲岩寺のシダレザクラ ４本 相川字古館ノ下外 雲岩寺

2 風穴 関口字糸倉山７-２ 個人

3 院内銀山のシダレザクラ ３本 院内銀山町 金山神社、 立石林業株式会社

4 競いのモミ ２本 山田字上堂ケ沢 最禅寺

5 千代世神社のホオノキ ２本 秋ノ宮字川連 千代世神社

6 蟹沢のハイマツ １本 三梨町字蟹沢77 個人

7 三梨のナシノキ １本 三梨町字古三梨106 五ケ村集落

8 赤塚白山神社のシダレザクラ １本 横堀字赤塚68 社会福祉法人 偕行塾

国登録有形文化財（建造物）

No. 名           称 員数 所   在   地 所有者又は管理者 備考

1 両関酒造本館ほか４棟 ５棟 前森4-3-18 両関酒造株式会社

2 石孫本店内蔵ほか４棟 ５棟 岩崎字岩崎162 有限会社 石孫本店

3 山内家住宅主屋ほか６棟 ７棟 吹張2-1-4 個人

4 四同舎（旧湯沢酒造会館） １棟 前森一丁目 個人

5 顧空庵 １棟 湯ノ原一丁目 医療法人 恭和会

県記録選択無形民俗文化財

No. 所   在   地 保存団体等 備考

1 鹿嶋まつり 岩崎 末広町、栄町、緑町平成 23年  3月 17日

平成 8 年 12月 20日

平成 10年 12月 11日

平成 19年 10月  2 日

平成 31年 ３月 29日

平成 31年 ３月 29日

選択年月日

平成 16年 2 月 12日

平成 16年 2 月 12日

平成 19年 4 月 13日

登録年月日

指定年月日

昭和 50年 4 月 5 日

昭和 56年 5 月 22日

昭和 59年 3 月 13日

昭和 59年 8 月 9 日

昭和 62年 4 月 10日

指定年月日

大正 13年 12月９日

指定年月日

名           称

木地山のコケ沼湿原植物群落

名           称

名           称

昭和 43年 10月 15日

平成 28年 8 月 30日
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湯沢市内未指定文化財一覧表 

 

建造物（寺社）      

NO. 名称 類型(種別）   地域 地区 

1 八幡神社 有形文化財 建造物 寺社 湯沢 幡野 

2 東鳥海神社 有形文化財 建造物 寺社 湯沢 須川 

3 熊野神社社殿と薬師如来 有形文化財 建造物 寺社 湯沢 三関 

4 普門寺観音堂 有形文化財 建造物 寺社 湯沢 弁天 

5 雨沼神社社殿 有形文化財 建造物 寺社 皆瀬   

6 小安薬師神社と三十三観音 有形文化財 建造物 寺社 皆瀬   

7 愛宕神社社殿 有形文化財 建造物 寺社 湯沢   

       

建造物(近代化遺産）      

NO. 名称 類型(種別）   地域 地区 

1 稲住温泉離れ「杉亭
サンテイ

」 有形文化財 建造物 近代化遺産 雄勝 秋ノ宮 

2 稲住温泉離れ「嵐亭
ランテイ

」 有形文化財 建造物 近代化遺産 雄勝 秋ノ宮 

3 稲住温泉離れ「漣亭
レンテイ

」 有形文化財 建造物 近代化遺産 雄勝 秋ノ宮 

4 旧秋ノ宮村役場 有形文化財 建造物 近代化遺産 雄勝 秋ノ宮 

5 高久酒造茶室「琅玕席
ロウカンセキ

」 有形文化財 建造物 近代化遺産 湯沢 柳町 

6 鷹の湯温泉 有形文化財 建造物 近代化遺産 雄勝 秋ノ宮 

7 樺山発電所 有形文化財 建造物 近代化遺産 雄勝 秋ノ宮 

       

建造物(住宅）      

NO. 名称 類型(種別）   地域 地区 

1 旧高橋七之助家住宅 有形文化財 建造物 住宅 湯沢 岩崎 

2 恵澤荘（水野錬太郎別荘） 有形文化財 建造物 住宅 湯沢 岩崎 

3 旧高橋家住宅（高橋正作生家） 有形文化財 建造物 住宅 雄勝 小野 

4 奥山家住宅 有形文化財 建造物 住宅 湯沢 吹張 

       

建造物(その他）      

NO. 名称 類型(種別）   地域 地区 

1 湯沢大堰 有形文化財 建造物 その他 湯沢   

       

       

       



 

- 111 - 
  

絵画      

NO. 名称 類型(種別）   地域 地区 

1 井上知海作の屏風 有形文化財 絵画   皆瀬   

       

彫刻(仏像）      

NO. 名称 類型(種別）   地域 地区 

1 対の仁王像 有形文化財 彫刻 仏像 湯沢 三関 

2 ケダニ地蔵 有形文化財 彫刻 仏像 湯沢 弁天 

3 倉内熊野神社の御神体 有形文化財 彫刻 仏像 湯沢 幡野 

4 鞍掛神社の馬頭観音 有形文化財 彫刻 仏像 湯沢 高松 

       

彫刻(その他）      

NO. 名称 類型(種別）   地域 地区 

1 番楽面 有形文化財 彫刻   湯沢 相川 

2 獅子頭 有形文化財 彫刻   稲川 三梨 

       

工芸      

NO. 名称 類型(種別）   地域 地区 

1 川連漆器 有形文化財 工芸   稲川 川連 

       

考古資料      

NO. 名称 類型(種別）   地域 地区 

1 松岡白山神社入口の板碑 有形文化財 歴史資料 板碑 湯沢 山田 

       

歴史資料      

NO. 名称 類型(種別）   地域 地区 

1 山田土沢地区出土の古銭 有形文化財 歴史資料   湯沢 山田 

2 三関慶安年間検地帳 有形文化財 歴史資料   湯沢 三関 

3 鐙の掛軸 有形文化財 歴史資料   湯沢 岩崎 

4 須田春育の墓碑 有形文化財 歴史資料   湯沢 幡野 

5 菊地佐助顕彰碑及び肖像画 有形文化財 歴史資料   湯沢 幡野 

6 柳田村絵図 有形文化財 歴史資料   湯沢 幡野 

7 湯沢城址絵図 有形文化財 歴史資料   湯沢 内町 

8 外町絵図 有形文化財 歴史資料   湯沢   
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NO. 名称 類型(種別）  地域 地区 

9 了翁禅師関係の位牌 有形文化財 歴史資料   湯沢 幡野 

10 後藤逸女 倭歌
ワ カ

 藻塩草
モ シ オグ サ

 鈔
ウツシ

 有形文化財 歴史資料   稲川 川連 

11 後藤逸女 倭文 花月帖 有形文化財 歴史資料   稲川 川連 

12 御屋敷絵図 有形文化財 歴史資料   湯沢 北荒町 

13 酒造用具 有形文化財 歴史資料   湯沢   

14 大山幸太郎顕彰碑 有形文化財 歴史資料   湯沢 幡野 

15 了翁禅師関連資料 有形文化財 歴史資料   湯沢 須川 

16 佐倉宗五郎碑 有形文化財 歴史資料   稲川 川連 

17 斎藤老師御殿医の掛軸 有形文化財 歴史資料   稲川 稲庭 

18 高橋正作の墓碑 有形文化財 歴史資料   雄勝 小野 

19 小安温泉由来碑 有形文化財 歴史資料   皆瀬   

20 後藤逸女画賛蕗刷の襖絵 有形文化財 歴史資料   稲川 川連 

21 近代児童作品 有形文化財 歴史資料   湯沢   

       

有形民俗      

NO. 名称 類型(種別）   地域 地区 

1 三関サクランボ 有形文化財 食文化   湯沢 三関 

2 三関セリ 有形文化財 食文化   湯沢 三関 

3 湯沢銘酒 有形文化財 食文化   湯沢   

4 秋ノ宮いちご 有形文化財 食文化   雄勝 秋ノ宮 

5 大倉ぶどう 有形文化財 食文化   稲川 駒形 

6 駒形りんご 有形文化財 食文化   稲川 駒形 

7 三梨牛 有形文化財 食文化   稲川 三梨 

8 皆瀬牛 有形文化財 食文化   皆瀬   

9 ひろっこ 有形文化財 食文化   湯沢 須川 

10 稲庭うどん 有形文化財 食文化   稲川 稲庭 

11 しんこ細工 有形文化財 民俗   湯沢   

12 三関下関の念仏車 有形文化財 民俗   湯沢 三関 

13 幡野の陣羽織 有形文化財 民俗   湯沢 幡野 

14 稲庭和紙 有形文化財 民俗   稲川 稲庭 

15 木地山こけし 有形文化財 民俗   皆瀬   
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無形民俗      

NO. 名称 類型(種別）   地域 地区 

1 初丑まつり 無形文化財 民俗   湯沢 岩崎 

2 じぇんこまき 無形文化財 民俗   湯沢 弁天 

3 七夕絵どうろうまつり 無形文化財 民俗   湯沢   

4 犬っこまつり 無形文化財 民俗   湯沢   

5 切畑荷方節 無形文化財 民俗   湯沢 山田 

6 三関の綱引き 無形文化財 民俗   湯沢 三関 

7 百万遍 無形文化財 民俗   稲川 川連 

8 能恵姫と玉子井戸 無形文化財 民俗   湯沢 岩崎 

9 六日町の奴振 無形文化財 民俗   湯沢 山田 

10 小町まつり 無形文化財 民俗   雄勝 横堀 

11 院内銀山まつり 無形文化財 民俗   雄勝 院内 

12 稲庭城まつり 無形文化財 民俗   稲川 稲庭 

13 曲木家具製造技術 無形文化財 民俗       

       

遺跡（遺物包含地）      

NO. 名称 類型(種別）   地域 地区 

1 鐙田遺跡 記念物 遺跡 遺物包含地 湯沢 山田 

       

遺跡（館跡）      

NO. 名称 類型(種別）   地域 地区 

1 稲庭城跡 記念物 遺跡 城跡 稲川 稲庭 

2 関口城址 記念物 遺跡 城跡 湯沢 三関 

3 城館跡 記念物 遺跡 城跡 全域   

       

遺跡（その他）      

NO. 名称 類型(種別）   地域 地区 

1 関口石・採石場址 記念物 遺跡 その他 湯沢 三関 

2 院内石・採石場址 記念物 遺跡 その他 雄勝 院内 

3 湯沢城址の大杉跡 記念物 遺跡 その他 湯沢   

4 佐竹南家御屋敷跡 記念物 遺跡 その他 湯沢   

5 構え森 記念物 遺跡 その他 湯沢 山田 

6 院内銀山異人館 記念物 遺跡 その他 雄勝 院内 
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街道・舟運      

NO. 名称 類型(種別）   地域 地区 

1 羽州街道 記念物 街道       

2 小安街道 記念物 街道       

3 本荘街道 記念物 街道       

4 雄物川舟運と港 記念物 道 舟運 湯沢 幡野 

5 イザベラ・バードの旅路 記念物 道       

       

名勝地      

NO. 名称 類型(種別）   地域 地区 

1 ビッキ石 記念物 名勝   湯沢 高松 

2 大湯滝 記念物 名勝   湯沢 高松 

3 秋ノ宮温泉郷 記念物 名勝   雄勝 
秋ノ

宮 

4 泥湯温泉 記念物 名勝   湯沢 高松 

5 小安峡温泉 記念物 名勝   皆瀬 小安 

6 小安峡大噴湯 記念物 名勝   皆瀬 小安 

7 院内カルデラ 記念物 名勝   雄勝 院内 

8 三途川渓谷 記念物 名勝   湯沢 高松 

9 湯の又大滝 記念物 名勝   雄勝 秋ノ宮 

10 大滝沢天然ブナ林 記念物 名勝   稲川 駒形 

11 女滝沢天然林遊歩道 記念物 名勝   皆瀬   

12 トロッコ道 記念物 名勝   皆瀬   

13 人面岩 記念物 名勝   皆瀬   

       

動植物（動物）      

NO. 名称 類型(種別）   地域 地区 

1 ハリザッコ（イバラトミヨ） 記念物 動植物 動物     

       

動植物（植物）      

NO. 名称 類型(種別）   地域 地区 

1 八幡神社の大杉 記念物 植物   湯沢 弁天 

2 ネズコの巨木 記念物 植物   湯沢 高松 

3 泉神社のイチョウ 記念物 植物   雄勝 小野 

4 淡島さまの桜 記念物 植物   雄勝 小野 



 

- 115 - 
  

NO. 名称 類型(種別）   地域 地区 

5 三本杉 記念物 植物   皆瀬   

6 キヌガサソウ 記念物 植物      

       

その他（湧水）      

NO. 名称 類型(種別）   地域 地区 

1 くぞわたの清水 記念物 湧水   湯沢 三関 

2 日向の清水（かんじゃ） 記念物 湧水   湯沢 須川 

  ほか 29ヶ所 記念物 湧水       
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地域史等の刊行について 
＜市町村史＞ 

 湯澤市史（昭和40年12月10日発行） 

 稲川町史（昭和59年３月31日発行） 

 雄勝町史（昭和36年10月20日発行） 

 皆瀬村史（平成５年３月31日発行） 

 

＜報告書等＞ 

 湯沢市雄勝郡の埋蔵文化財（昭和36年４月発行）/湯沢市教育委員会 

 湯沢市史年表（昭和41年８月発行）/湯沢市教育委員会 

 岩井堂岩陰第４洞窟第７次調査報告書（昭和46年７月）/雄勝町教育委員会 

 宮の前遺跡発掘調査報告書（昭和52年３月）/稲川町教育委員会 

 雄勝町の歴史散歩（昭和53年８月25日発行）/雄勝町教育委員会 

 岩井堂洞窟 第４洞窟第８次発掘調査報告書（昭和54年５月10日発行）/雄勝町教育

委員会 

 栗駒に眠る秘境“名湯どろゆ”を探る（昭和54年６月20日発行）/湯沢市教育委員会 

 稲庭城跡発掘調査報告書（昭和59年３月）/稲川町教育委員会 

 私たちの湯沢（昭和60年８月16日発行）/湯沢市教育委員会 

 湯澤城（昭和61年３月31日発行）/湯沢市教育委員会 

 欠上り遺跡発掘調査報告書（平成２年３月31日発行）/稲川町教育委員会 

 図録 ゆざわの文化財（平成４年10月１日発行）/湯沢市教育委員会 

 雄勝町の方言（平成４年３月発行）/雄勝町教育委員会 

 雄勝町の板碑（平成６年３月発行）/雄勝町教育委員会 

 雄勝町伝承行事と昔の遊び（平成６年４月１日発行）/雄勝町教育委員会 

 雄勝町の指定文化財図録（平成16年１月発行）/雄勝町教育委員会 

 図録 湯沢市の文化財（平成29年３月31日発行）/湯沢市教育委員会 

 

＜「佐竹南家御日記」発刊状況＞ 

巻 収 録 年 発 行 日 

第１巻 天和２(1682)年～貞享３(1686)年 平成７年１月31日 

第２巻 貞享４(1687)年～元禄４(1691)年 平成９年１月31日 

第３巻 元禄５(1692)年～元禄８(1695)年 平成11年２月１日 

第４巻 元禄９(1696)年～元禄12(1699)年 平成14年３月１日 
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巻 収 録 年 発 行 日 

第５巻 元禄13(1700)年～元禄16(1703)年 平成16年３月１日 

第６巻 宝永元(1704)年～宝永５(1708)年 平成19年３月１日 

第７巻 宝永６(1709)年～正徳５(1715)年 平成21年３月２日 

第８巻 享保元(1716)年～享保８(1723)年 平成23年３月１日 

第９巻 享保９(1724)年～享保16(1731)年 平成25年３月１日 

第10巻 享保17(1732)年～延享元(1744)年 平成26年３月３日 

第11巻 延享２(1745)年～寛延２(1749)年 平成28年３月25日 

第12巻 寛延３(1750)年～宝暦12(1762)年 平成30年３月26日 

第13巻 宝暦13(1763)年～安永４(1775)年 令和２年３月31日 

第14巻 安永５(1776)年～安永10(1781)年 令和４年３月31日 
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秋田県の文化財調査一覧 

〔建造物〕   

調 査 名 調査期間 備 考 

民家緊急調査 昭和46・47年度 『秋田県の民家』 

近世社寺建築緊急調査 昭和62・63年度 『秋田の近世社寺建築』 

近代化遺産(建造物等)総合調査 平成２・３年度 『秋田県の近代化遺産』 

近代和風建築総合調査 平成14・15年度 『秋田県の近代和風建築』 

秋田の宝・おらほの宝―地域の文

化資産発見事業―(建造物) 
平成16年度 

『お宝発見ハンドブック～

建造物編～』 
 

〔美術工芸品・無形文化財〕   

調 査 名 調査期間 備 考 

無形文化財(工芸技術）保存調査 昭和57年度 『秋田の工芸技術』 

秋田の宝・おらほの宝―地域の文

化資産発見事業―(工芸) 
平成17・18年度 

『お宝発見ハンドブック～

工芸技術編～』 

文化財収録作成調査 平成26・27年度 
『秋田の仏像と寺社什物調

査Ⅰ－秋田県北部編－』 

文化財収録作成調査 
平成28～令和２年

度 

『秋田の仏像と寺社什物調

査Ⅱ－秋田県南部編－』 

 

〔無形文化財〕   

調 査 名 調査期間 備 考 

秋田の方言収録調査 平成９～15年度 
『秋田のことば』 

『CD-ROM版秋田のことば』 
 

〔民俗文化財〕   

調 査 名 調査期間 備 考 

秋田県田植習俗緊急調査 昭和 31 年度 『秋田の田植習俗』 

秋田の民俗芸能緊急調査 昭和 33～35 年度 『秋田の民俗芸能』 

文化財保存調査－民俗芸能 昭和 58・59 年度 
『秋田県の民俗芸能』 

『秋田県の民俗芸能一覧』 

民俗資料緊急調査 昭和 38 年度 『秋田県の民俗』 

秋田県民俗文化財緊急調査 昭和 50～54 年度 
酒造用具・林業用具、漁労用

具・農業用具、野鍛冶 

文化財保存調査－年中行事 昭和 60 年度 
ぼんでんとかしま送り、山の

神祭り 

民謡緊急調査 昭和 61・62 年度 『秋田県の民謡』 
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調 査 名 調査期間 備 考 

諸職関係民俗文化財調査 平成元・２年度 『秋田県の諸職』 

民俗芸能緊急調査 平成３・４年度 『秋田県の民俗芸能』 

祭り・行事調査 平成６～８年度 『秋田県の祭り・行事』 

 

〔史跡〕   

調 査 名 調査期間 備 考 

払田柵跡保存目的調査 昭和49年度～ 
払田柵跡調査事務所による

学術調査 

歴史の道調査 昭和58～61年度 歴史の道調査報告書全22集 

中近世城館遺跡詳細分布調査 昭和53・55年度 『秋田県の中世城館』 

近代遺跡調査(文化庁調査) 平成８年度～ 『近代遺跡調査報告書』 

 

〔名勝・天然記念物〕   

調 査 名 調査期間 備 考 

秋田県の名勝・天然記念物緊急調

査 
平成４～６年度 

『秋田県の名勝・天然記念

物』 

天然記念物(地質鉱物)緊急調査 平成５・６年度 『秋田県の地質鉱物』 

秋田の宝・おらほの宝―地域の文

化資産発見事業―(名勝(庭園)) 
平成17年度 

『お宝発見ハンドブック～

名勝(庭園)編～』 

秋田の宝・おらほの宝―地域の文

化資産発見事業―(動物植物地質

鉱物) 

平成19年度 
『お宝発見ハンドブック～

動物植物地質鉱物編～』 

近代の庭園・公園等に関する調査 

(文化庁調査) 
平成19～23年度 

『近代の庭園・公園等に関す

る調査研究報告書』 

名勝に関する総合調査 

(文化庁調査) 
平成23・24年度 

『名勝に関する総合調査 

―全国的な調査（所在調査）の結果― 

 報告書』 
 

〔文化的景観〕   

調 査 名 調査期間 備 考 

農林水産業に関連する文化的景

観の保護に関する調査研究 

(文化庁調査) 

平成12～15年度 

日本の文化的景観―農林水産

業に関連する文化的景観の保護に

関する調査研究報告書 

採掘・製造、流通・往来及び居住

に関連する文化的景観の保護に

関する調査研究(文化庁調査) 

平成17～19年度 
『採掘・製造、流通・往来及び居住
に関連する文化的景観の保護に
関する調査研究（報告）』 

秋田の宝・おらほの宝―地域の文

化資産発見事業―(文化的景観) 
平成20年度 

『お宝発見ハンドブック～

文化的景観編～』 
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  秋田県立博物館研究報告（湯沢市関連一覧）

No. 発行年 題　　名 備　考

1 第46号(2021年) 名誉館長館話実施報告抄 イザベラ・L・バード

2 第46号(2021年) ［翻刻］茂木久栄家資料「日記帳」（慶応三年）

3 第45号(2020年) ［翻刻］茂木久栄家資料「日記帳」（慶応二年）

4 第43号(2018年)
鐙田遺跡出土木製遺物の年代と予察
－ 2017 年度調査の概要報告－

5 第43号(2018年) 名誉館長館話実施報告抄 秋田人信淵

6 第43号(2018年) ［翻刻］茂木久栄家資料「日記帳」（慶応元年）

7 第38号(2013年)
秋田の先覚記念室企画コーナー展
　「ツツガムシに挑んだ秋田の医師たち
～田中敬助・寺邑政徳～」展示報告

8 第38号(2013年)
名誉館長館話実施報告抄
　木村　謹治・木内　トモ・横綱　照国

9 第36号(2011年)
秋田県内出土黒曜石製遺物の原産地推定
　―新処Ⅰ遺跡・柏木岱Ⅱ遺跡・烏野遺跡―

10 第35号(2010年) 名誉館長館話実施方報告抄 高岡専太郎

11 第33号(2008年)
特別天然記念物「北投石　Hokutolite」
放射性能力について

川原毛硫黄鉱山跡

12 第33号(2008年) 名誉館長館話実施報告抄 高橋正作

13 第33号(2008年)
秋田県内出土手取釜の二例
～秋田市飯島穀丁出土の保存処理鉄器をふくむ～

14 第32号(2007年) 秋田県産イチゴツナギ属（イネ科）の分類学的検討

15 第32号(2007年) 出羽国北部における熊野信仰の師檀関係に関する覚書

16 第31号(2006年)
展示報告
企画展「石　火山　ひと－秋田の大地とくらし－」

17 第22号(1997年)
中世秋田地方に関する空間的分析
－展示空間構成のための一試論－

18 第18号(1993年) 館蔵資料にみる背負い運搬具の諸形

19 第18号(1993年)
館蔵資料
「雄勝郡三又村切支丹御調御帳」について

20 第15号(1990年) 湯沢・雄勝の蘚苔類相

21 第15号(1990年) 岩井洞窟における早期貝殻沈線文土器の系統と変遷

22 第14号(1989年) 神室山の鳥類相

23 第13号(1988年) 湯沢雄勝の中心性に関する考察

24 第12号(1987年) 藩政後期・明治前期における雄勝郡の産業構造

25 第11号(1986年) 秋田県における中世宝篋印塔の分布と様式

26 第８号(1983年) 秋田県の鹿嶋行事

27 第７号(1982年) 近世秋田における鉱山労働について

28 第５号(1980年) 佐竹家260年展の展示内容について

29 第３号(1978年) 展示報告　酒づくりと秋田

30 第１号(1976年)
秋田県立博物館
第１展示　岩井堂洞窟遺跡のジオラマ
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１.  本調査の概要 

1-1.調査の目的 

湯沢市には、多くの文化財や伝統行事がのこされており、また温泉をはじめとする豊富な自然やおい

しい食べ物にも恵まれています。 

 近年、文化財等（地域で大切にされている建物・行事・食など）を、「とっておいた文化財【保存】」

から「とっておきの文化財【活用】」へ、さらには「観光資源」としての活用にも力を注いでいます。 

 加えて、人口減少、少子高齢化を背景に、文化財等が失われたり、継承が困難になったりしている現

状にあり、地域総がかりで保存活用を図っていくことが必要となってきています。 

 市では、文化財等の資源をみんなで活用し、まちの魅力向上や、より豊かなくらし等、地域の活性化

へつなげるため、地域と行政が協働で取り組む「文化財保存活用地域計画」を作成する予定です。 

 本計画を作成する上で、市民の皆様からの御意見をお伺いいたしたく、アンケート調査を実施いたし

ました。 

 

1-2.調査の実施方法・期間 

 本調査の実施方法及び期間、回収率等は次のとおりです。 

調査概要 

項目 概要 

調査対象・抽出方法 ①令和２年４月１日現在で市内に在住する 15歳以上の市民の中から、無作為に抽出した者 

計 1,400人 

調査方法 郵送による配布及び回収 

調査期日 令和２年７月 29日（水）～令和２年８月 19日（水） 

回収率 40.9％ （573件） 

 

 湯沢 稲川 雄勝 皆瀬 不明 合計 

配付数 883 248 197 72  1,400 

回答数 337 122 74 34 6 573 

回収率 38.2% 49.2% 37.6% 47.2%  40.9% 

 

1-3.報告書を読む際の注意事項 

(1) 集計方法 

・ 回答全体をまとめて集計した「単純集計」となっています。 

 

(2) 集計結果の端数処理 

・ 回答比率は、小数点第２位以下を四捨五入して端数処理を行っているため、単数回答の場合でも個別

に積み上げたパーセントの合計が 100％にならない場合や、内訳の合計が表示されている値と一致し

ない場合があります。 

・ 複数回答の回答総数を「ＭＡ」として掲載しています。 
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1-4.回答者の属性 

問１ あなたの性別をお聞かせください。（単回答） 

 

 

問２ あなたの年齢をお聞かせください。（単回答） 

 

 

 

  

No. カテゴリー名 回答数 割合 

1 男性 235 41.0% 

2 女性 332 57.9% 

99 無回答 6 1.0% 

  全体 573 100% 

 

No. カテゴリー名 回答数 割合 

1 １０歳代 26 4.5% 

2 ２０歳代 62 10.8% 

3 ３０歳代 105 18.3% 

4 ４０歳代 97 16.9% 

5 ５０歳代 72 12.6% 

6 ６０歳代 122 21.3% 

7 ７０歳以上 85 14.8% 

99 無回答 4 0.7% 

  全体 573 100% 
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問３ あなたがお住まいの地域をお聞かせください。（単回答） 

 

 

 

 

問４ あなたの職業をお聞かせください。（単回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. カテゴリー名 回答数 割合 

1 湯沢地域 337 58.8% 

2 稲川地域 122 21.3% 

3 雄勝地域 74 12.9% 

4 皆瀬地域 34 5.9% 

99 無回答 6 1.0% 

  全体 573 100% 

 

No. カテゴリー名 回答数 割合 

1 農林業 29 5.1% 

2 自営業 37 6.5% 

3 会社員 195 34.0% 

4 公務員・団体職員 48 8.4% 

5 家事専業 47 8.2% 

6 パート・アルバイト 70 12.2% 

7 高校生 20 3.5% 

8 大学生・専門学生 11 1.9% 

9 無職 90 15.7% 

10 その他 20 3.5% 

99 無回答 6 1.0% 

 全体 573 100% 
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問５ あなたの世帯をお聞かせください。（単回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■世帯詳細（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６ あなたの出身地をお聞かせください。（単回答） 

 

 

 

 

 

 

  

No. カテゴリー名 回答数 割合 

1 幼児がいる 125 21.8% 

2 小・中学生がいる 105 18.3% 

3 高校生がいる 43 7.5% 

4 65歳以上の方がいる 264 46.1% 

5 障がいのある方がいる 48 8.4% 

6 介護の必要な方がいる 46 8.0% 

  総回答数(MA) 631 － 

 

No. カテゴリー名 回答数 割合 

1 単身 33 5.8% 

2 夫婦 126 22.0% 

3 親子 222 38.7% 

4 祖父母同居 161 28.1% 

5 その他 20 3.5% 

99 無回答 11 1.9% 

 全体 573 100% 

 

No. カテゴリー名 回答数 割合 

1 
生まれてからずっと湯沢

市に住んでいる 
274 47.8% 

2 
市外に転出し、戻ってき

た 
152 26.5% 

3 県内(他市町村)の出身 108 18.8% 

4 県外の出身 33 5.8% 

99 無回答 6 1.0% 

  全体 573 100% 

 



 

- 126 - 
  

問７ あなたは、湯沢市に愛着や誇りを持っていますか。（単回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■愛着や誇りを持っている理由（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 79.6%の人が、『持っている』『どちらかと言えば持っている』と感じている。 

No. カテゴリー名 回答数 割合 

1 持っている 200 34.9% 

2 どちらかと言えば持っている 256 44.7% 

3 どちらかと言えば持っていない 78 13.6% 

4 持っていない 30 5.2% 

99 無回答 9 1.6% 

  全体 573 100% 

 

No. カテゴリー名 回答数 割合 

1 長年住んでいるから 374 65.3% 

2 親類や友人多いから 216 37.7% 

3 商業施設が充実しているから 16 2.8% 

4 働く場所があるから 63 11.0% 

5 子育てがしやすいから 72 12.6% 

6 交通の便がいいから 26 4.5% 

7 景色が好きだから 219 38.2% 

8 食べ物がおいしいから 225 39.3% 

9 温泉・史跡等の観光地が多いから 104 18.2% 

  総回答数(MA) 1,315 － 
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■愛着や誇りを持っていない理由（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. カテゴリー名 回答数 割合 

1 長年住んでいないから 18 3.1% 

2 親類や友人が少ないから 41 7.2% 

3 商業施設が充実していないから 103 18.0% 

4 働く場所がないから 79 13.8% 

5 子育てがしにくいから 43 7.5% 

6 交通の便が悪いから 104 18.2% 

7 景色が嫌いだから 2 0.3% 

8 食べ物がおいしくないから 8 1.4% 

9 温泉・史跡等の観光地が少ないから 33 5.8% 

  総回答数(MA) 431 － 
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111 31 243 57 115 15 23 296 137 164 397 98 182 86 235 56 49 98 50

19.4 5.4 42.4 10.0 20.1 2.6 4.0 51.7 23.9 28.6 69.3 17.1 31.8 15.0 41.0 9.8 8.6 17.1 8.7

20歳未満 26 214 15.4 0.0 53.9 7.7 30.8 0.0 7.7 30.8 23.1 38.5 76.9 7.7 34.6 30.8 34.6 3.9 7.7 7.7 3.9

20歳代 62 499 17.7 8.1 46.8 17.7 22.6 0.0 0.0 51.6 30.7 33.9 82.3 17.7 32.3 9.7 50.0 8.1 3.2 3.2 9.7

30歳代 105 800 7.6 1.0 41.0 14.3 15.2 1.0 2.9 48.6 20.0 34.3 80.0 17.1 29.5 16.2 41.9 7.6 5.7 5.7 9.5

40歳代 97 712 15.5 4.1 41.2 10.3 19.6 2.1 4.1 49.5 21.7 25.8 72.2 18.6 37.1 14.4 39.2 11.3 6.2 9.3 6.2

50歳代 72 615 25.0 5.6 45.8 11.1 13.9 4.2 4.2 55.6 31.9 29.2 66.7 12.5 37.5 13.9 41.7 9.7 11.1 16.7 5.6

60歳代 122 1,120 27.1 7.4 38.5 4.9 23.0 4.9 6.6 56.6 22.1 23.0 64.8 23.8 31.2 18.9 48.4 13.1 16.4 33.6 12.3

70歳以上 85 696 25.9 9.4 42.4 5.9 23.5 2.4 3.5 55.3 22.4 25.9 50.6 12.9 23.5 9.4 27.1 9.4 5.9 30.6 8.2

無回答 4 17 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 25.0 0.0 25.0 25.0 25.0 50.0 0.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 25.0

湯沢地域 337 2,663 24.3 1.8 34.4 9.8 16.0 1.5 3.9 58.8 25.8 34.7 65.6 19.6 29.7 9.8 32.6 3.0 7.4 21.1 8.9

稲川地域 122 1,046 10.7 14.8 40.2 7.4 15.6 1.6 4.1 46.7 24.6 20.5 84.4 14.8 41.8 30.3 59.8 26.2 13.9 10.7 5.7

雄勝地域 74 659 16.2 4.1 79.7 14.9 48.7 8.1 5.4 37.8 18.9 16.2 58.1 16.2 29.7 9.5 40.5 8.1 2.7 14.9 12.2

皆瀬地域 34 273 11.8 11.8 52.9 11.8 17.7 2.9 2.9 32.4 14.7 23.5 79.4 2.9 20.6 26.5 58.8 23.5 14.7 5.9 8.8

無回答 6 32 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 16.7 0.0 33.3 16.7 33.3 50.0 16.7 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0 16.7 16.7
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問８ あなたが「湯沢らしい」とイメージする歴史や文化（衣食住を含む）とは何か、教えてくだ

さい。（複数回答） 

 

（１）単純集計   

 

No. カテゴリー名 回答数 割合   No. カテゴリー名 回答数 割合 

1 佐竹南家 111 19.4%   26 川原毛地獄 194 33.9% 

2 小野寺氏  31 5.4%   27 おしら様のシダレザクラ  61 10.6% 

3 小野小町 243 42.4%   28 湯沢凧  103 18.0% 

4 酒造用具 57 9.9%   29 伝統芸能(※5)  29 5.1% 

5 院内銀山 115 20.1%   30 大名行列   169 29.5% 

6 埋蔵
まいぞう

文化
ぶ ん か

財
ざい

 (※1)  15 2.6%   31 七夕絵どうろうまつり 401 70.0% 

7 歴史的建造物 23 4.0%   32 小町まつり 111 19.4% 

8 湯沢銘酒 296 51.7%   33 犬っこまつり  407 71.0% 

9  米（酒米） 137 23.9%   34 稲庭城まつり 24 4.2% 

10 力水  164 28.6%   35 院内銀山まつり 22 3.8% 

11 稲庭うどん  397 69.3%   36 了翁禅師   44 7.7% 

12 伝統野菜(※2)  98 17.1%   37 田中敬助   4 0.7% 

13  果樹(※3) 182 31.8%   38 水野錬太郎  9 1.6% 

14  肉牛(※4)  86 15.0%   39 後藤逸女 30 5.2% 

15 川連漆器 235 41.0%   40 麻生与惣衛門  22 3.8% 

16 秋田仏壇  56 9.8%   41 横綱・照國、大関・清國   61 10.6% 

17 こけし    49 8.6%   42 菅礼之助  13 2.3% 

18  曲木家具   98 17.1%   43 高橋正作  15 2.6% 

19 かしま様   50 8.7%   44 小椋久太郎 47 8.2% 

20 仏像  8 1.4%   45 その他 9 1.6% 

21 湯沢城址  32 5.6%     総回答数(MA) 4,673 － 

22 小安峡大噴湯 248 43.3%   

23 温泉  156 27.2%     

24 農具・民具  6 1.0%   

25 鮞状珪
じじょうけい

石
せき

（ブリコ石） 5 0.9%   

 

※1 埋蔵文化財  ･･･ 土器や石器、土偶
ど ぐ う

などの遺物、「岩井堂洞窟」などの遺跡 

※2 伝統
 

野菜
 

   ･･･「三関せり」、「関口なす」、「ひろっこ」など  

※3
 

 果
 

 樹
 

    ･･･「三関さくらんぼ」、「駒形りんご」、「大倉ぶどう」、「秋ノ宮いちご」など 

※
 

4
 

 肉
  

 牛
 

    ･･･「三梨牛」、「みなせ牛」など 

※
 

5
 

 伝統
 

芸能
 

   ･･･「湯沢祇園囃子」、「関口ささら舞」、「役内番楽」、「板戸番楽」など 

 

 

50％以上の方が「湯沢らしい」とイメージ

する歴史や文化と回答 
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２. 文化財等について 

 

問９ あなたは、どのような文化財等に興味や関心がありますか。（複数回答） 

 

  

No. カテゴリー名 回答数 割合 

1 歴史的建造物 183 31.9% 

2 神社・寺  172 30.0% 

3 絵画 55 9.6% 

4 仏像  54 9.4% 

5 彫刻  25 4.4% 

6 工芸品（刀・鎧など）  98 17.1% 

7 書跡・古文書
こもんじょ

 50 8.7% 

8 考古資料（土偶・石器など）  50 8.7% 

9 民俗資料（湯沢凧・かしま様など） 70 12.2% 

10 祭り・伝統芸能  244 42.6% 

11 史跡（院内銀山・一里塚など）  111 19.4% 

12 天然記念物（川原毛地獄・おしら様のシダレザクラなど）   237 41.4% 

13 その他 9 1.6% 

14 興味・関心がない 43 7.5% 

15 わからない 42 7.3% 

  総回答数(MA) 1,443 － 
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問１０ あなたは、文化財等を保存し、活用していく取り組みについてどう思いますか。 

（単回答） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１１ 文化財等を保存し、活用していく取り組みについて、大切だと思う理由は何ですか。 

（複数回答） 

 92.8%の人が、『大切だと思う』『ある程度大切だと思う』と回答。 

No. カテゴリー名 回答数 割合 

1 歴史的事実を伝えるものであるため。 284 49.6% 

2 ほかにはない、かけがえのないものであるため。 187 32.6% 

3 過去から未来へと受け継いでいくべきものであるため。 271 47.3% 

4 地域の魅力であり、観光客の増加につながるため。 222 38.7% 

5 地域にとって古くから親しまれ、愛着があるため。 162 28.3% 

6 
文化財等を通じて、子どもたちやお年寄りなど、新たな交流が生まれ

る可能性があるため。 
115 20.1% 

7 その他 12 2.1% 

  総回答数(MA) 1,253 － 

 

 

 

 

 

No. カテゴリー名 回答数 割合 

1 大切だと思う 310 54.1% 

2 ある程度大切だと思う  222 38.7% 

3 あまり大切ではない  8 1.4% 

4 全く大切でない 0 0.0% 

5 わからない 27 4.7% 

99 無回答 6 1.0% 

  全体 573 100% 
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問１２ 市内で開催された文化財等に関係した展示・講座や歴史イベントについてお尋ねします。 

 

ア．どのような展示・講座や歴史イベントに参加したことがありますか。（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．どのような機会に参加をされましたか。（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. カテゴリー名 回答数 割合 

1 市の事業（生涯学習センター、地区センターを含む） 71 12.4% 

2 
国や県など、他の自治体の事業（遺跡の調査報告会な

ど） 
11 1.9% 

3 文化財保護協会等の民間団体が実施した事業 18 3.1% 

4 町内行事の一環  23 4.0% 

5 学校行事の一環 71 12.4% 

6 お祭りやイベントの共催時  75 13.1% 

7 自主的に 25 4.4% 

8 その他 3 0.5% 

  総回答数(MA) 305 － 

 

No. カテゴリー名 回答数 割合 

1 文化財展  38 6.6% 

2 歴史講座  24 4.2% 

3 フィールドワーク（歴史散歩など） 60 10.5% 

4 伝統工芸品の製作体験（川連漆器の塗り体験、湯沢凧）  76 13.3% 

5 「山内家住宅」一般公開   38 6.6% 

6 民俗芸能発表会 31 5.4% 

7 歴史文化講演会（フォーラム）  14 2.4% 

8 文化財写真展 24 4.2% 

9 その他 7 1.2% 

10 参加したことがない 303 52.9% 

  総回答数(MA) 615 － 
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ウ．もう一度、見学や参加をしたいと思いますか。 

 

（１）単純集計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１３ あなたは、市の文化財等に関する情報をどこで見たり、聞いたりすることが多いですか。 

（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 77.7%の人が、『広報ゆざわ』で文化財等の情報を見たと回答。 

No. カテゴリー名 回答数 割合 

1 思う 130 71.0% 

2 思わない 33 18.0% 

99 無回答 22 12.0% 

n’「参加したことがある」合計 185 100% 

 

No. カテゴリー名 回答数 割合 

1 広報ゆざわ  445 77.7% 

2 新聞・情報雑誌  180 31.4% 

3 チラシ・ポスター  165 28.8% 

4 湯沢市ホームページ 52 9.1% 

5 ＳＮＳ（LINEや Facebookなど）   50 8.7% 

6 観光案内 90 15.7% 

7 知 人  79 13.8% 

8 職 場 37 6.5% 

9 テレビ 120 20.9% 

10 ラジオ 33 5.8% 

11 その他 9 1.6% 

  総回答数(MA) 1,260 － 
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問１４ 市が行う文化財等に関する取り組みの中で、不足していることは何ですか。 

（複数回答） 

 

（１）単純集計    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. カテゴリー名 回答数 割合 

1 文化財を学ぶ展示施設が少ない 129 22.5% 

2 文化財の活用が不足している  96 16.8% 

3 文化財の保存が十分でない 48 8.4% 

4 展示施設の活用が不足している 64 11.2% 

5 文化財の調査研究が不足している  35 6.1% 

6 イベントが少ない  153 26.7% 

7 文化財のことを教えてくれる人材が少ない 111 19.4% 

8 情報発信が不足している  209 36.5% 

9 文化財が少ない  31 5.4% 

10 文化財の場所がわからない 88 15.4% 

11 若者世代の興味を引き出すことが不足している 262 45.7% 

12 補助・助成が少ない 65 11.3% 

13 その他 23 4.0% 

14 満足している  24 4.2% 

15 取り組み自体がわからない 105 18.3% 

  総回答数(MA) 1,443 － 
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問１５ 文化財等に関する活動のうち、あなたが関われることは何ですか。（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. カテゴリー名 回答数 割合 

1 文化財等の保全（草刈等）  107 18.7% 

2 清掃活動への参加  214 37.3% 

3 情報発信の協力（SNS等）  122 21.3% 

4 文化財等の寄贈  5 0.9% 

5 案内ガイド  21 3.7% 

6 昔がたり  11 1.9% 

7 民具等の製作指導   3 0.5% 

8 郷土芸能の指導 4 0.7% 

9 その他 15 2.6% 

10 ない 209 36.5% 

  総回答数(MA) 711 － 
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問１６ 他市町村が行う文化財等の活用について、本市でも取り組むべきだと思う事例は 

        何ですか。（複数回答） 

  

No. カテゴリー名 回答数 割合 

1 歴史的建造物を活用したカフェ・レンタルスペース〔青森県弘前市など〕 241 42.1% 

2 空き家や古民家を活用した宿泊施設〔兵庫県篠山市など〕 199 34.7% 

3 

商家や蔵などを利用した絵画・写真・メディアアート等の作品展や、街並

みや自然を生かしたライトアップなどの、文化財とアートとの融合 

〔秋田県仙北市など〕 

195 34.0% 

4 
地域の食文化を伝える、児童・生徒を対象としたワークショップ 

〔秋田県三種町・八峰町など〕 
164 28.6% 

5 
なつかしい風景や民具の展示を通して、認知症や閉じこもり予防の対策に

つなげる思い出展示 
80 14.0% 

6 
音声ガイドや案内の多言語化など、文化財アプリの開発・活用 

〔山梨県・山梨県立富士山世界遺産センターなど〕 
63 11.0% 

7 
市が所有する古文書(こもんじょ)や写真、絵はがき、地図など貴重資料の

画像閲覧サービス〔大阪府大阪市など〕 
101 17.6% 

8 
「棚田ウォーク」や自然風景を対象とした写真コンテストなど、文化的景

観の活用〔佐賀県など〕    
85 14.8% 

9 その他 33 5.8% 

  総回答数(MA) 1,161 － 
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問１７あなたは、文化財等保護のため、行政・地域・学校はそれぞれ何をしていくべきだと

思いますか。【行政】・【地域】・【学校】ごとに回答してください。 

   （複数回答） 

 

（１）単純集計 

※各セクションの回答数上位３項目をマーキング   

 

 全体では、『後継者の育成』の回答数が最も多く、『清掃などの直接触れる体験活動』、『授業等による児童・生徒への継

承』と続く。 

 行政では、『財政支援』の回答数が最も多く、『修理・補修』、『維持管理』と続く。 

 地域では、『後継者の育成』の回答数が最も多く、『郷土芸能の再興』、『清掃などの直接触れる体験活動』と続く。 

 学校では、『授業等による児童・生徒への継承』が最も多く、『清掃などの直接触れる体験活動』、『伝統芸能等の体験教

室』と続く。 

 

No. カテゴリー名 

回答数 

【行政】 【地域】 【学校】 
総回答数

(MA) 

1 維持管理 397 244 17 658 

2 情報発信    381 223 92 696 

3 財政支援    451 48 2 501 

4 修理・補修   408 186 14 608 

5 歴史資料展示施設等の整備     357 174 25 556 

6 調査・報告書の作成、公表      370 139 40 549 

7 防火・防災対策          367 264 64 695 

8 伝統芸能等の体験教室 176 291 269 736 

9 講演会・シンポジウム       295 209 128 632 

10 後継者の育成 235 393 233 861 

11 案内板の整備            341 228 36 605 

12 ボランティアの活用 219 319 184 722 

13 郷土芸能の再興          208 332 171 711 

14 文化財講座・イベントの開催 325 241 111 677 

15 授業等による児童・生徒への継承 184 228 398 810 

16 清掃などの直接触れる体験活動 174 323 341 838 

17 歴史資料の見学・ツアー 296 276 235 807 

18 その他      12 12 15 39 

  総回答数(MA) 5,196 4,130 2,375 11,701 
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問１８ 湯沢市の文化財保存展示施設【「院内銀山異人館」「郷土学習資料展示施設（ジオ

スタ☆ゆざわ）」「雄勝郡会議事堂記念館」「稲庭城」】の４施設を、これまで利用し

たことがありますか。（単回答） また、施設がさらに活用されるためには、どう

したらよいかを教えてください。（複数回答） 

 

ア.「院内銀山異人館」 

 

 施設活用のための提案事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. カテゴリー名 回答数 割合 

1 ５回以上  16 2.8% 

2 ２〜４回  89 15.6% 

3 １回  89 15.6% 

4 利用したことがない 360 62.9% 

99 無回答 18 3.1% 

  全体 573 100% 

 

No. カテゴリー名 回答数 割合 

1 常設展の見直し 57 9.9% 

2 企画展・特別展の充実  147 25.7% 

3 講座、講演会の開催 56 9.8% 

4 利便性 86 15.0% 

5 その他 30 5.2% 

  総回答数(MA) 376 － 
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イ.「郷土学習資料展示施設（ジオスタ☆ゆざわ）」 

 

 

 施設活用のための提案事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. カテゴリー名 回答数 割合 

1 常設展の見直し 40 7.0% 

2 企画展・特別展の充実  109 19.0% 

3 講座、講演会の開催 48 8.4% 

4 利便性 51 8.9% 

5 その他 24 4.2% 

  総回答数(MA) 272 － 

 

No. カテゴリー名 回答数 割合 

1 ５回以上  8 1.4% 

2 ２〜４回  31 5.4% 

3 １回  39 6.8% 

4 利用したことがない 466 81.5% 

99 無回答 28 4.9% 

  全体 573 100% 
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ウ.「雄勝郡会議事堂記念館」 

 

 

 施設活用のための提案事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. カテゴリー名 回答数 割合 

1 ５回以上  28 4.9% 

2 ２〜４回  63 11.0% 

3 １回  51 8.9% 

4 利用したことがない 409 71.5% 

99 無回答 21 3.7% 

  全体 573 100% 

 

No. カテゴリー名 回答数 割合 

1 常設展の見直し 53 9.2% 

2 企画展・特別展の充実  121 21.1% 

3 講座、講演会の開催 49 8.6% 

4 利便性 41 7.2% 

5 その他 27 4.7% 

  総回答数(MA) 291 － 
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エ.「稲庭城」 

 

 施設活用のための提案事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. カテゴリー名 回答数 割合 

1 ５回以上  47 8.2% 

2 ２〜４回  132 23.1% 

3 １回  121 21.2% 

4 利用したことがない 264 46.2% 

99 無回答 8 1.4% 

  全体 573 100% 

 

No. カテゴリー名 回答数 割合 

1 常設展の見直し 70 12.2% 

2 企画展・特別展の充実  153 26.7% 

3 講座、講演会の開催 44 7.7% 

4 利便性 104 18.2% 

5 その他 35 6.1% 

  総回答数(MA) 406 － 
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３. 湯沢市全体の歴史学習の場となり、まちのにぎわいや活性化への活用が期待される新

たな「歴史資料展示拠点施設」の整備について 

 

問１９ 必要であると思いますか。理由を教えてください。（複数回答） 

 

（１）回答分類別集計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）単純集計 

 

No. 回答分類 回答数 割合 

1～7 必要である 279 48.7% 

8～13 必要でない 122 21.3% 

14～16 わからない 143 25.0% 

99 無回答 29 5.1% 

  全体 573 100% 

 

No. 回答分類 カテゴリー名 回答数 割合 

1 

【必要であ

る】 

市全体の歴史を一か所で学べる所がないため 193 33.7% 

2 資料を適切に保存・収蔵できる所がないため 76 13.3% 

3 調査や研究ができる所がないため 53 9.2% 

4 現代のニーズに沿った機能をもつ施設がないため 145 25.3% 

5 既存の施設が狭いため 23 4.0% 

6 既存の施設が古いため 38 6.6% 

7 その他 14 2.4% 

8 

【必要でな

い】 

既存の施設で十分なため 37 6.5% 

9 既存の展示施設での事業展開を充実させればいいため 71 12.4% 

10 展示する資料がないため 17 3.0% 

11 市の財政状況が厳しいため 44 7.7% 

12 ほかに優先して整備してほしい公共施設があるため 53 9.2% 

13 その他 8 1.4% 

14 

【わからな

い】 

興味・関心がないため 52 9.1% 

15 取り組み自体がわからない 115 20.1% 

16 その他 10 1.7% 

    総回答数(MA) 949 － 
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問２０ 問１９で【必要である】と答えた方はどのような形態が望ましいと考えますか。 

 

（１）単純集計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２１ 立地はどこが適切だと思いますか。（複数回答） 

 

（１）単純集計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. カテゴリー名 回答数 割合 

1 交通の便が良い市街地（駅周辺等） 124 44.4% 

2 人が集まりやすい市街地（市役所周辺等）  127 45.5% 

3 歴史性のある場所（院内銀山等）  21 7.5% 

4 広い駐車場が確保できる郊外  101 36.2% 

5 他の公共施設（文化会館等）の周辺  54 19.4% 

6 その他 7 2.5% 

  総回答数(MA) 434 － 

 

No. カテゴリー名 回答数 割合 

1 歴史資料館専用の施設  52 18.6% 

2 図書館や、ほかの公共施設と一体な施設 128 45.9% 

3 未利用の既存の施設を活用した施設（廃校舎等） 75 26.9% 

4 その他 8 2.9% 

99 無回答 16 5.7% 

  回答数(ｎ') ※問 19で必要と答えた人の数 279 100% 

 

※割合の分母 ｎ’＝279 
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問２２ あなたにとって、新たな施設に最も大切な機能を７つまで選んでください。 

    （複数回答） 
 

（１）単純集計 

 

 

 

  

No. カテゴリー名 回答数 割合 

1 市全体の歴史が学べる常設展（いつでも見ることができる展示） 188 67.4% 

2 企画展（テーマに沿って一定の期間のみ行う展示） 90 32.3% 

3 国宝や重要文化財などの展示 120 43.0% 

4 学習講座（古文書解読講座や歴史講演会など） 50 17.9% 

5 体験型学習（親子で一緒にできる手作り教室など） 146 52.3% 

6 地域の歴史や文化の調査研究（調査報告の作成や発表など） 35 12.5% 

7 貴重な文化財等の劣化を防ぐ収蔵・保管施設  97 34.8% 

8 映像等、最新の技術による学びの提供（AR・VR） 106 38.0% 

9 図書館との併設による深い学びの提供 102 36.6% 

10 司書、学芸員等の専門員によるレファレンスサービス(※1)が受けられる体制 39 14.0% 

11 歴史資料展示施設、図書館、子育て支援、生涯学習等が一体化による多機能化 94 33.7% 

12 カフェ、Wi-Fi、ショップ、授乳室、屋外広場等、一日中滞在可能な施設整備 170 60.9% 

13 車での移動に配慮した、大きな駐車場 163 58.4% 

14 誘客が見込める観光的（絵どうろうの展示など）・商業的な複合機能 146 52.3% 

15 その他 5 1.8% 

  総回答数(MA) 1,551 － 

 

 ※割合の分母 ｎ’＝279 
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